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予算決算委員会会議録 

 

１．開催年月日 

   平成２８年 ３月１６日   開会 ９時２７分  閉会 １５時４０分 

２．開催場所 

   全員協議会室 

３．出席委員名 

   藤 原 清 和   大 滝 文 則   西 村 慎次郎   河 合 謙 治 

荒 木 謙 二   柳 井 一 徳   惣 台 己 吉   三 宅 文 雄 

坊 野 公 治   藤 原 浩 司   簀 戸 利 昭   西 田 久 志 

三 輪 順 治   大 鳴 二 郎   宮 地 俊 則   佐 藤   豊 

   井 口   勇   森 下 金 三   森 本 典 夫 

４．欠席委員名 

   な  し 

５．その他の会議出席者 

  （１）議 長     上 野 安 是 

（２）説明員 

    副 市 長  三 宅 生 一   総 務 部 長  長 野   隆 

    市民生活部長  北 村 宗 則   健康福祉部長  佐 藤 文 則 

    建設経済部長  三 宅 道 雄   水 道 部 長  笠 行 眞太郎 

    総 務 部 次 長  大 舌   勲   市民生活部次長  橋 本 良 啓 

    健康福祉部次長  猪 原 忠 教   建設経済部次長  谷   昌 彦 

    総 務 部 参 与  渡 辺 聡 司   市民生活部参与  谷 本 悦 久 

    建設経済部地域創生参与  妹 尾 光 朗   建設経済部参与  武 田 吉 弘 

    会 計 管 理 者  笹 井   洋   秘書広報課長  猪 原 慎太郎 

   企 画 課 長  山 下 浩 道   税 務 課 長  吉 本 泰 人 

   環 境 課 長  北 村 容 子   子育て支援課長  佐 藤 和 也 

   介護保険課長  川 上 邦 和   健康医療課長  田 平 雅 裕 

   偕 楽 園 長  竹 井 博 範   健康福祉部参事  柚 野 裕 正 

   建設経済部地域創生課参事  和 田 広 志   都市建設課参事  加 賀 洋 一 

   甲南保育園長  青 江 淳 子   芳井保育園長  三 宅 弘 美 

   芳 井 支 所 長  三 宅 孝 一   美 星 支 所 長  金 高 常 泰 

   監査委員事務局長  小 出 堅 治   総 務 課 主 幹  西 村 直 樹 
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   福祉課長補佐  伊 達 卓 生   市民課戸籍住民係長  毛 利 恵 子 

   都市建設課管理係長  西 本 勝 志 

    教 育 長  片 山 正 樹   教 育 次 長  山 田 正 人 

    学校教育課長  川 上 吉 弘   学校教育課参事  倉 田 和 彦 

    生涯学習課長  唐 木 英 規   生涯学習課参事  綾 仁 一 哉 

    文 化 課 長  藤 井 清 志   スポーツ課長  宮   良 人 

   図 書 館 長  山 本 高 史   学校給食センター所長  藤 代 旨 弘 

   市立高校事務長  三 村 信 介   教育総務課長補佐  飛 田 圭 三 

（３）事務局職員 

    事 務 局 長  川 田 純 士   事 務 局 次 長  岡 田 光 雄 

６．傍聴者 

  （１）一 般   ０名 

  （２）報 道   ０名 

７．発言の概要 

委員長（藤原清和君）  皆さんおはようございます。 

 少し時間が早いようでございますけれども、おそろいでございますので、ただいまから予

算決算委員会を開会いたします。 

 初めに、副市長のごあいさつをお願いいたします。 

副市長（三宅生一君）  皆さんに、改めましておはようございます。 

 桜の便りも、便りといいますか、開花予想なども聞かれだんだんに本格的な春が近づいて

いるなあという気がしております。１０日余りで井原堤の桜も咲き始めてくれるかなあとい

うふうにも思っております。 

 そうした中、本日は予算決算委員会を開催いただきました。皆様方には何かとご多用の中

お繰り合わせをいただきました。本当にありがとうございます。 

 この委員会に付託されております事案でありますが、平成２８年度の新年度当初予算とい

うことでありますが、一般会計から特別会計、企業会計、そして財産区会計、総じて１４の

会計であります。皆様方には慎重に審議をいただきながら、適切なご決定を賜りたいという

ふうにも思っております。 

 当委員会は、きょうと翌週２２日の２日間にわたりますが、皆様方には本当に慎重審議に

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 まずは、本日どうぞよろしくお願いします。 
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〈議長あいさつ〉 

 

〈議案第７号 平成２８年度井原市一般会計予算〉 

〈歳入第５款 市税から第５０款 使用料及び手数料〉 

 

委員（三輪順治君）  歳入の市民税についてお伺いいたします。ページで言えば１４ペー

ジ。 

 個人市民税、法人市民税の２つがございますが、特に法人市民税が本年度は前年度に比べ

て４，２８０万円の減収見込みで計上されております。法人活動、均等割を含めて法人税率

もあるんですけれども、一般的に井原市の経済活動の現状について、過日岡山県が県民所得

推計を出されました。井原市の多分推定値もあると思うんですが、総じてこのアベノミクス

の提唱以来、イバラノミクスもあわせてこうした形でやってますが、結果論的には法人市民

税という点においては減収になっておりますが、この現在の経済活動の全般の状況並びにこ

の減収の主な要因についてお伺いをいたします。 

税務課長（吉本泰人君）  まず、減収の要因ですけども、法人税割の税率が１４．７％か

ら１２．１％に引き下げとなり、平成２７年１０月以降に決算を迎える法人から影響が出て

きております。よって、２７年前半と比べると２８年度前半は税率引き下げの影響が大きい

と見込んでおります。 

 また、その他の要因につきましては、岡山県の短期経済観測調査の単価の調査を勘案して

見積もり立てておりまして、井原の経済動向を考慮して積算したものではないので、ちょっ

と……。 

委員長（藤原清和君）  ちょっと今言ようるの、はっきりわからないんじゃけど。 

委員（三輪順治君）  最後何じゃったん。最後何。 

 井原市の経済動向について聞いとんじゃけど。 

ちょっともう一回答えてもらって。 

委員長（藤原清和君）  もう一遍、しまいのほうはようわからないから、はっきりおっし

ゃっていただきたいと思います。 

税務課長（吉本泰人君）  税率の引き下げ以外には、日銀岡山県の岡山県短期経済観測調

査の予測を鑑みて見積もりを立てておりますので、井原市の経済動向等を考慮したものでは

ございません。 

委員（三輪順治君）  しからば、ちょっとお尋ねいたしますが、毎年か５年置きかわかり

ませんが、経済センサスというものを商業基本統計調査にかわって全ての事業所、事業所登
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記も含めてそうなんですけどおやりになったと思います。その数字が井原市のホームページ

にもないし、岡山県のホームページ見りゃいいんでしょうけど、その数字ぐらいはおつかみ

になっとれば経済センサスによるところの動向については市内分がわかると思いますので、

担当課長さんでも結構ですので、お教えいただけませんでしょうか。直近の数字と、この

二、三年前と比べて、イバラノミクスを始める前と現状と教えてください。 

企画課長（山下浩道君）  経済センサスにつきましては、企画課で所管して県へ報告して

おりますが、その数値については今詳細を把握しておりません。 

 また、税収見込みについてそれをリンクさせて推計を用いているものではございません。

イバラノミクスもしかりでございます。 

 以上でございます。 

委員（三輪順治君）  わかりました。難しい計算式になると思うんで多分つくられてない

んでしょうけど、単純に言うと、税率が２．６％減ということでございますので、前年度の

予算が３億６，６００万円ですね。これに単純に２．６％を掛けると幾らになるんでしょう

か。それを上回る減収じゃないかな。ちょっと３億６，６６０万円に２．６％、単純です

よ、単純にもう均等割、均等割も影響するんかわかりませんが、ざっくりじゃあ２％を掛け

ると８００万円ぐらいか、２％というたら。今回４，２００万円というかなりのダウンにな

っとるんで、結構自由に使えるお金がこういう状況になるとイバラノミクスの矢の的の位置

がずれたり、そのために今回何本か追加して２０本にされてるんでしょうけど、結果的には

こういうものが数字としてあらわれてこないと、いわゆるアウトカムとして税収が上がるこ

とによる税金投入効果が結果としてあらわれんと私はいけないと思います。そういう意味で

は、今井原市の経済状況を余りその根底に置かずに、県の短観、日銀の短観を中心に過去の

トレンドを見ながらという話ではございますが、やはり片方では地道の地元の地場の企業の

活動の実態を反映しながら最終的な予算組みをしておく必要があると思いますが、財政担当

部長である総務部長、どうお考えでございましょうか。 

総務部長（長野 隆君）  税率は２．６％の減ということでございますが、割合から申し

ますと１４．７％が１２．１％になっておりますので、１７．７％の法人税割の減というこ

とになりますので、これをまず１４．７が１２．１になりますとマイナスの１７．７％でご

ざいます。それを対前年の法人税割が２億８，３６０万円の予算を計上しておりますが、単

純にその割合を掛けますと４，６００万円の減になります。 

 そうしたことで、全体では４，２８０万円の減といたしておりまして、税率引き上げが１

年度分に影響するわけではございませんが、イバラノミクスの効果もあってそこまでの落ち

込みになってないというふうに考えております。 
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委員（三輪順治君）  ありがとうございます。 

 ちょっと私の聞き間違いかわかりませんが、今までの法人市民税の税率が１４．７％が１

２．１％だから１７．１％減になったという意味がちょっとよくわからないんですが、もう

ちょっと詳しく丁寧に教えてもらえませんか。 

総務部長（長野 隆君）  単純にパーセントを引きますと２．６％の減でございますが、

１４．７が１２．１になるということは、１２．１を１４．７で割り戻しますと８２．３％

でございますので、引き下げの割合でいきますと１７．７％の減というふうに。 

 

〈なし〉 

 

〈第５５款 国庫支出金から第６０款 県支出金〉 

 

委員（三輪順治君）  ３９ページをお願いいたします。 

 まず、３９ページの国庫補助金の中の２５土木費の国庫補助金の２２節、都市計画総務費

補助金で本会議の説明の際には、マスタープランを２年間に分けておつくりになるための経

費であるというふうに認識しておりますが、マスタープランというのはどういうもんでしょ

うか。 

 マスタープランやなしに、何やったかな。 

総務部参与（渡邊聡司君）  ２２節の都市計画総務費補助金につきましては、先ほどマス

タープランとおっしゃいましたけど、マスタープランに係る補助はございません。これは単

市事業で行います。単市の費用で行います。 

 ここに含まれておりますのは、建築物の耐震診断、耐震改修のほか、空き家等実態調査に

係る経費の補助が含まれているというものでございます。 

委員（三輪順治君）  ごめんなさい、空き家等実態調査が２２節に入っとるんですか。３

５節じゃなくて２２節ですか。どちらでしょうか。 

総務部参与（渡邊聡司君）  ２２節の中に含まれております。 

委員（三輪順治君）  この空き家対策については、具体的な手法として現在一般的には９

軒程度に１軒空き家となっとるというふうに言われておりまして、本会議でも約２，０００

棟が空き家であろうというのが推測されてますが、どういう形で調査を行われるつもりでご

ざいましょうか。 

総務部参与（渡邊聡司君）  その件につきましては、歳出の土木費のほうでご質問いただ

けたらと思います。 
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委員（三輪順治君）  そうですか、はい、じゃあ歳出でやりましょう。 

委員長（藤原清和君）  三輪委員さん、予算についてで、その支出のほうの関係になって

くるとまた別な格好になりますんで、予算についてのこの予算はどうかということについ

て、収入についてね、そういうことについてお尋ねいただきたいと思います。今それ歳入に

ついてやっておりますから、よろしくお願いします。 

委員（三輪順治君）  ４３ページをお願いいたします。 

 下の民生費県補助金の中の１０節に民生児童委員の活動費補助金というのがありますが、

これは均等割とか１人当たりとか、この県の補助金の積算根拠を教えてください。 

総務部参与（渡邊聡司君）  この民生児童委員活動費補助金の中には、委員１人当たり５

万８，２００円、定額です、これに１４５人を掛けたもの。それから地区の会長加算という

のがございます。これ１人当たり１万１，９２０円、これが１３地区分、それともう一つが

民生委員推薦会の委員さんですね、これが１回６，０００円分が含まれております。 

 

〈なし〉 

 

〈第６５款 財産収入から第９０款 市債〉 

 

委員（三輪順治君）  確認のためにもう一度ちょっと一回お聞きしたいことがあるんです

けど、６５ページ、それから６７ページにかけてあります市債の件の括弧書きであります、

例えば緊急防災・減災事業債、それから過疎対策事業債、それから合併特例債、それぞれの

充当率と、それから恐らく交付税で措置がなされると思いますが、その率について改めてお

聞かせ願いたいと思います。 

総務部参与（渡邊聡司君）  ６５ページの防災基盤整備事業債につきましては、緊急防

災・減災事業債を充当することとしておりますが、こちらは充当率は１００％で、交付税の

算入率は７０％でございます。過疎対策事業債につきましては、充当率が１００％、交付税

算入率が７０％でございます。それから、合併特例債です。こちらにつきましては、起債の

充当率は９５％で、交付税の算入率は７０％となっております。 

委員（三輪順治君）  ありがとうございました。 

 

〈なし〉 

 

〈歳入全般〉 
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〈なし〉 

 

〈歳出第１０款 議会費〉 

 

委員（三宅文雄君）  ４節の共済費の中の議員共済給付費負担金というのが前年度は５，

３５０万円で今年度大分減っとると思うんですけど、どういうことでこんなんなったんでし

ょうか。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  議員共済給付費負担金につきましては、毎年度国から示

される負担率で積算することになっておりまして、今年度２８年度は４１．０、昨年２７年

度は６３．７ということで大幅に率が下がったことによるものです。 

 

〈なし〉 

 

〈第１５款 総務費〉 

 

委員（三輪順治君）  ７９ページの企画費あたりにあるかなあと思うんですが、たしか本

年度はホームページを更新されるというふうに聞いておりますけども、どこに埋もれてるん

でしょうか。まずお聞かせ願いたいと思います。 

企画課長（山下浩道君）  ページでいきますと８１ページの情報管理費の委託料の電算業

務委託料が４，９８９万６，０００円ございますけれども、このうち１，０４０万円が行政

情報配信システムの更新、いわゆるホームページシステムの更新費用でございます。 

委員（三輪順治君）  まだ詳細は決まってないんでしょうけども、今わからないで結構な

んですが、結構高額な委託料になりまして、ホームページ一回直すと結構年数維持しないと

いけないと思います。その手法とか、あるいはホームページを広げてＳＮＳというような考

え方を含めて、言える範囲で結構ですから、現時点で、おっしゃっていただければと思いま

す。１，０４０万円の使い方。 

企画課長（山下浩道君）  まず、一般のパソコンで閲覧する際のホームページにつきまし

て組み立て直しといいますか、知りたい情報をより簡単に検索できるようにレイアウトをつ

くり直して工夫をいたします。そして、利用をされる方の使いやすさの向上とデザインの総

合的な見直しを行う予定でございます。 

 それから、現在スマートフォンで井原市のホームページを見ますと、いわゆるパソコンの
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画面が単純にもう縮小された形だけのものになっておりますので、それがスマートフォン向

けの、要するに活字が普通に見える形でのゆったりした配列にレイアウトし直すように構成

をし直す予定でございます。 

委員（三輪順治君）  関連して、非常に今日的ないいホームページを期待しております

が、見るほうはそれで大変ご配慮いただくようになるんですが、入力する方法で本会議でＣ

ＭＳ、要するに各課で管理できるシステムのようなお問い合わせがあって、ＣＭＳと片仮名

で言うんでしょうけど、それに対応してやっていくんですが、いつも思うんですが、ホーム

ページに記載される内容についての決裁権者は通常のパターンですと担当課長さんでよろし

いんでしょうか。ちょっと確認の意味でお願いします。 

企画課長（山下浩道君）  担当課長です。 

委員（三輪順治君）  その場合、井原市を代表した文言が、それとホームページ全国へ向

けて発信されるわけですが、そごがないようになっとるとは思いますが、ホームページにか

かわる研修体系、恐らく電算業務の委託料ですから、恐らくそういった入札等がなされ、そ

してその業者には基本的な研修業務までも含まれると思いますけれども、課内研修を含めて

おやりになる予定ではございましょうけども、具体的にはどういう形で各課への浸透、結構

大きな作業になると思いますけれども、どういう点を留意され、そして担当課長での責任に

おける井原市情報の発信という点における留意点等についてお聞かせを願いたいと思いま

す。 

企画課長（山下浩道君）  三輪委員さんのおっしゃられたとおり、ホームページで発信す

る情報はもう井原市の見解であり井原市の意見でございますので、職員に対しましてもホー

ムページのリニューアルに際しまして再度、井原市の職員のソーシャルネットワークの利用

ガイドラインというものを設けておりますけれども、そういったものを再徹底いたしまし

て、特にそういった中で書いておりますのは、間違った情報を書いていたら単純に削るので

はなくて残しておいてそれについておわびすべきところはおわびするとか、そういう形で適

切に対応していくといったことを書いておりますけれども、そのような形できちんと運用し

てまいりたいと思っております。 

委員（三輪順治君）  余談ですけど、誹謗中傷等、もし例えばホームページに書き込んだ

瞬間に犯罪が成立するという一般的な法律改正があります。ですから、ホームページを載せ

る場合は本当に十分によく文言等吟味してやっていただかないと、あと取り返しがつかな

い、日時とか時間とかですね、よろしくお願いしたいと思っております。この点は以上で終

わります。 

 改めて債務負担行為でございますが、これはもう債務負担というかかわりでは先ほどの都
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市マスタープランの関係は要らないんですけども、かなりの負担行為がございます。特に今

まで例えば債務負担行為の上から３番目の市民活動センターなんかでも、これ今までも債務

負担行為になっとったんでしょうけども、今回も５年間ということでございますが、例えば

全てに言えるんですが、業務の枠が広がったり見直したりする場合に、ここは金額書いてな

いので多分そういうことだろうと思うんですが、弾力的に適応するためにこの債務負担行為

というのは通常は額で示すという理解を私はしとんですが、そういう場合においても弾力的

に今年度の予算計上の経費をベースにやりたいという意味であえて債務負担にしてあるわけ

ですか。確認の意味でお尋ねをいたします。 

総務部参与（渡邊聡司君）  総務費の関係では、市民活動センターに関するものでありま

すが、そのほかの費目でも指定管理に係る債務負担行為お願いしとります。基本的には指定

管理者を選定する際に基本協定というのを結びますが、それぞれ年度に要する経費っていう

のは年度協定というのをそれぞれ結んでまいります。年によって大きな工事費が膨らむと

か、そういったことも考えられますので、ここで金額を表記するというのは非常に困難であ

るということからこういう表記にさせていただいております。 

委員（三輪順治君）  そうなると、ここらにかかわって上げられた事項にかかわる業務に

ついての当初予算額については、もう我々委員が高かろう安かろうというような議論にはな

らないというふうな理解でございますか、それとも若干議論の余地があるということでござ

いますか。ちょっとそこらがようわからんのんです。 

総務部参与（渡邊聡司君）  ２８年度に係るそれぞれ指定管理の施設につきましては、そ

れぞれの費目に委託料として計上いたしております。この債務負担行為といいますのは、２

９年度以降契約期間における必ずそういった契約に基づいてお支払いをしますよという確約

をしたものが債務負担行為でございますので、それぞれ年度においてはその予算額が各款項

の中に示されてまいりますので、その中でご審議いただくということになります。 

委員（三輪順治君）  ですから、債務負担で上がっておっても、例えば指定管理業務、上

から３行目でいいますと、これが枠を業務の幅が広がって例えばある業務を拡大してやって

いくということになると必要な経費が上乗せされたものが２９年度予算以降に上がってくる

というような理解でよろしいんですかね。それも審議の対象になると、こういう理解でよろ

しいですね。 

総務部参与（渡邊聡司君）  はい、そのとおりでございます。 

委員（簀戸利昭君）  ７８、７９ページで企画費の委託料の公共施設等総合管理計画策定

業務委託料ということを２７年度、２８年度でやられるということでありましたが、どこへ

どういう形でお支払いになってどういう内容をされるのか、お示しください。 
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企画課長（山下浩道君）  ２７年度におきましては、公共施設白書の作成を現在進めてお

りまして、施設の総洗い出しと数値の積算を今最終的な取りまとめをしているところでござ

います。契約先は、オリエンタルコンサルタントという会社でございます。 

 それから、平成２８年度におきましては、公共施設白書に基づいて出てきました施設の更

新に要する費用の向こう３０年間程度の更新費用の山といいますか、そういったものを見越

しまして、一方でそれに投じることができる井原市の修繕費でありますとか、工事費であり

ますとか、そういったものを明らかにいたしまして今後の施設の更新とか再配置、長寿命化

の計画を立てていこうとするものでございます。 

委員（河合謙治君）  ８１ページなんですけど、ちょっと確認なんですけど、１８番目の

備品購入費で３，４２０万円、これ本会議のほうでパソコン２５０台ということだったんで

すけど、これ２５０台で３，４２０万円全てなんでしょうか。 

企画課長（山下浩道君）  職員用のパソコンが２５０台分の予算が３，２００万円見てご

ざいます。それから、幼稚園１３園に財務端末とプリンターを導入いたします。これを２２

０万円見ております。 

 以上でございます。 

委員（河合謙治君）  ２５０台で３，２００万円ということなんですけど、１台当たりに

すれば１３万円弱ぐらいになると思う、１３万円になるんですけど、何かパソコン１台にし

ては非常に金額的に高いと思うんですけど、アプリケーションはこれ一般のアプリケーショ

ン全て入ってるようなパソコンなのか、それとも市で使用されてるアプリケーションのみを

入れたもんでこんだけの額なんでしょうか。 

企画課長（山下浩道君）  アプリケーションというか、一般的にオフィスというものでワ

ードとか表計算ソフトであるエクセルですとか、パワーポイントといったいわゆるデモンス

トレーションに使うようなソフトとか、そういったものが総合的に入ったソフトを組み込ん

でもらう仕様としております。 

委員（河合謙治君）  アプリケーションはエクセル、ワードが基本的に使われるとは思う

んですけど、２５０台、ほかんとこにも数台とかありますけど、２５０台にもなるともう５

０台とか１００台のベースで一塊でどんと入れたほうが、アプリケーションだけを契約する

とかというのがあるんですけど、そういうのをやってかなりの金額になりますんで、その辺

をちょっと検討していただいてなるべく安目に、必要ないアプリケーションはもう除いてい

ただいて、というのが、よく言われているのが、ゲームとかそういうのも全部入ってますん

で、普通の一般では、そういうのはなしでなるべくそういう団体の契約をしていただいて、

そうすれば数万円はすぐ安くなりますんで、その辺、数万円、１万円にしてももう２５０万
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円安くなりますんで、その辺をちょっと検討していただきたいなあと思います。 

 以上です。 

委員（森本典夫君）  選挙費の中で器具費で３カ所出てきますが、もう一回ちょっと詳し

く教えてください。 

総務部次長（大舌 勲君）  投票用紙の自動読み取り分類機というものを購入いたしま

す。これにはそれぞれユニットと言いまして、読み取った後にそれぞれスタックするユニッ

トがついております。そういったユニットと実際の読み取る装置を一緒にしたものが全体で

一つのシステムになるわけですけども、それぞれの選挙費でそういったユニットを購入して

いくと。参議院議員選挙費のほうで本体を含めた大きなものを購入したいと考えておりま

す。 

 それとあわせまして、投票用紙の交付機を４台整備をしたいと考えています。 

委員（森本典夫君）  最初の説明では４台という話だけが出ましたんで、金額的にそれぞ

れ市会議員選挙、それから県会議員選挙、参議院選挙、金額的にかなり違うがなというふう

なことでちょっとお尋ねしたんですが、今の説明ではそれぞれ中身がちょっと違うというこ

とでこういう金額になっとるという理解でいいんですか、今の説明のように。 

総務部次長（大舌 勲君）  それぞれユニットを違う部品を購入しますので、こういった

ことになっております。 

委員（森本典夫君）  終わります。 

委員（西村慎次郎君）  ８０、８１ページで、先ほどのホームページの件でお尋ねしま

す。 

 ホームページ見られる人が知りたい情報を見やすくするためということでホームページリ

ニューアルということですけども、現状どれぐらいホームページを見られている方、アクセ

ス数がどれぐらいあるのか、市内で見られてる方、市外から見られてる方、またはスマホか

ら見られてる方、パソコンから見られてる方、その辺内訳がわかれば教えてください。 

企画課長（山下浩道君）  ちょっとお時間いただきたいと思います。数値を持ち合わせて

おりませんので、お時間をいただきたいと思います。 

委員（西村慎次郎君）  調べればわかるということですか。 

企画課長（山下浩道君）  市内、市外、あるいはスマートフォンの内訳はわかるかどうか

わかりませんが、全体的な閲覧とかアクセス数、それは調べればわかります。 

委員長（藤原清和君）  しばらく待たにゃいけんわな。 

企画課長（山下浩道君）  先ほどのお尋ねの件で、井原市ホームページへの平成２７年中

のアクセス件数が６９万１，２１３件です。それから、市内、市外の内訳はわかりません
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が、いわゆるスマートフォン、それからアイフォン、それからタブレット、こういったもの

を用いてアクセスされた方が全体の４６．４％と思われます。内容とすると、ブラウザとい

うものがわかるんですけれども、それがアンドロイドであるものとアップル系サファリであ

るものとが合計で４６．４％という形になっております。 

委員（西村慎次郎君）  先ほど聞きまして４６．４％のスマホ系の端末からのアクセスと

いうことなんで、そういった方もターゲットに利用しやすいホームページを検討していただ

きたいというふうに思います。 

 スマホ対応版はトップページからつながる全ページスマホ対応版に変わるという理解でい

いですか。 

企画課長（山下浩道君）  西村委員おっしゃられたような形になるはずでございます。 

委員（簀戸利昭君）  ７９ページの企画費の中の委託料の中で乗合タクシー運行委託料と

いうことで５８８万８，０００円が計上されておりますが、今後地域の拡大があるのか、ま

た変更があるのか、お伺いをいたします。 

企画課長（山下浩道君）  今、公共交通空白地区ということでバス停から、あるいはフリ

ー乗降区間につきましてはバス路線からはかりまして１キロ以上離れている集落、これは公

共交通空白地区ということで、２６年１０月から解消ができました。今、新年度から交通網

形成計画を策定いたしまして、公共交通てくてくエリアと井原市独自の呼称を打ちまして、

最寄りのバス停から半径４００メートルの範囲であることを定義しておりますけれども、こ

ういった公共交通てくてくエリアに含まれない集落等につきまして今後５年間の中で予約型

乗合タクシーを導入していくよう進めてまいりたいと考えております。 

委員（簀戸利昭君）  ５年間でということは、来年度２８年度はまだわからんということ

でいいんですか。 

企画課長（山下浩道君）  各地区との地元との話し合い、それからまた交通事業者さんに

つきましても予約が一度に全地区入ってきますと対応できませんので、交通事業者さんの乗

務員さんの都合、車両の都合等々も協議しながら順次進めてまいりたいと考えております。 

委員（簀戸利昭君）  ありがとうございました。 

 以上で終わります。 

委員（柳井一徳君）  ８１ページの１２節役務費の通信運搬費という項目で９００万円が

あるわけですが、これはどういった内容でどういうものなのかをちょっと確認したいと思い

ます。 

企画課長（山下浩道君）  通信運搬費の中で一番大きなものが井原放送の設備、それから

井原放送さんが設置しておられる、電柱に架線をかけておられますけど、そういったものの
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使用料が６８３万５，０００円、これ多いものでございます。２番目に多いものがメール配

信サービスの使用料、これは１１８万円、それから情報ネットワークのバックアップ回線の

使用料ということで９３万３，０００円ございますが、これは井原放送さんのインターネッ

トのケーブルが断線した場合の補完措置として中国電力さんのインターネット回線をバック

アップ用に借りております。これが９３万３，０００円。以上が主なものでございます。 

委員（宮地俊則君）  先ほども出ておりましたが、備品購入費のパソコンの更新、更新の

基準はどういったものか。 

企画課長（山下浩道君）  ７年経過を更新の目安としております。 

委員（宮地俊則君）  先ほどの中に２５０台の中に幼稚園もありました。それからあと、

学校関係で先生方のパソコンもありますが、全部本庁舎内もそういった学校関係も関係する

パソコン全部７年ということで自動的に更新されるということでよろしいんですか。 

教育次長（山田正人君）  教育委員会関係、学校施設、学校現場のパソコン、先生方のパ

ソコン、教育用パソコン、いずれも７年で更新しております。 

委員（三宅文雄君）  ７９ページの１５節の工事請負費の修繕費について説明をお願いい

たします。 

総務部参与（渡邊聡司君）  こちらにつきましては２件の工事を予定しておりまして、ま

ず１つが、芳井町の旧川相小学校の石積みの修繕工事と旧美星町の旧堺小学校の排水路の修

繕工事を行うものでございます。 

 

〈なし〉 

 

〈第２０款 民生費〉 

 

委員（三輪順治君）  １２５ページをお願いします。 

 老人福祉費、社会福祉費の中の老人関連で扶助費２０節がありますが、真ん中の行に在宅

介護激励金というものがあります。１２５万円を計上されておりますが、在宅でご辛抱なさ

ってる介護者に恐らく年間を通して幾らかの激励金をお出しになると思いますが、ちょっと

予算立て、積算根拠を教えていただけますでしょうか、１２５万円の。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  これは認知症等の高齢者分でございますので、２５人分

を見込んでおります。お一人につきまして５万円支払うということで１２５万円になりま

す。 

委員（三輪順治君）  これ予算関連するので質問させていただきたいんですが、平成２７
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年度実績見込みで激励金をいただいた世帯といいますか、人数といいますか、それ何人ぐら

いでございましょうか。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  ２７年度予算は１５０万円でしたので、３０人の見込み

でございました。 

委員（簀戸利昭君）  １２１ページで先ほども説明があったんですが、１９節の重症心身

障害児者レスパイトサービス拡大促進事業ということで、２６年度決算では９万円であった

と、１人で９人分というようなご説明があったと思うんですが、今回はどれぐらいの人数を

思われているのか、お示しをください。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  医療型と福祉型というのがございますが、医療型につき

ましては５名の方で１４９日を見込んでおります。福祉型につきましては３名の方、４９日

を見込んでおります。 

委員（簀戸利昭君）  引き続き１２５ページの１９節の在宅サービス強化事業補助金とい

う７万７，０００円でありますが、どのように使われるお金なのか、お示しをください。 

介護保険課長（川上邦和君）  在宅サービス強化事業補助金でございますが、これは訪問

介護と訪問看護のサービスを午後６時から早朝８時の間に提供した場合に介護報酬とは別に

補助金を出す制度でございまして、これは県の制度を利用しております。訪問介護の場合で

すと１回が５００円、訪問看護ですと１回が１，０００円の補助金を出すものでございま

す。 

 以上でございます。 

委員（簀戸利昭君）  ありがとうございます。 

 ６時から何時までおっしゃいましたかね。 

介護保険課長（川上邦和君）  午後６時から早朝８時までの間です。夜間、深夜、早朝に

対応するというものでございます。 

委員（簀戸利昭君）  ありがとうございます。 

 それで、前年度の予算なんですが、１４万円あったのが７万７，０００円に減ってるとい

う理由は。 

介護保険課長（川上邦和君）  本年度の利用見込みでございますが、訪問介護につきまし

ては１人の方で９８回、それから訪問看護につきましては５回で１６回と利用が少ないとい

うことでございます。実際にサービス提供事業者のほうからこの事業に応募されるというこ

とで募集をいたしましたが、余り応募がなかったということでございますし、中山間の地域

でないと適用にならないということがありまして、このような当初見込んでいたより利用が

少なかったということでございます。 
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委員（荒木謙二君）  １２５ページの新規事業であります。食の確保事業委託料を計上さ

れておるんですが、これの安全確認等々でというふうな説明でしたが、範囲としてはどうい

った範囲を思われとんですか。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  従来芳井で行っておりました事業からいきますと、芳井

地区でこういった配食をなされない、配食業者が配達をしないエリアというのがあったわけ

ですが、これが三原地区、共和地区、明治地区といったところになろうかと思います。 

 今回市の全体のことで考えますと、ほかにも野上や青野地区の一部、高屋地区の奥などが

考えられると思います。 

委員（荒木謙二君）  昨年までは食の自立支援ということで芳井町のほうであったという

こと、それと美星配食サービスというふうなことが実施ということで予算が上がっとったん

ですが、今年度なくなってると。どういったことでなくなってるのか、説明をお願いしま

す。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  現在美星町では、ボランティアグループによって配食業

者の弁当を各世帯に配達されておりますが、食の自立支援事業による社協への委託金という

のは廃止しておるんですが、美星町のほうは見守り活動も行われておられるということで、

地区社協の事業として独自の活動を続けていかれるという意向でありますので、市からの委

託料は廃止させていただきました。 

 芳井地区につきましては、配食業者の配達エリア内でも配食のサービス、ボランティアの

事業を受けておられたので、これにつきましては事業の整理を行いまして配食業者が配達で

きない区域について委託料を払って配達していただくと、それを全市的に広げるといった形

に整理させていただきました。 

委員（荒木謙二君）  昨年決算のときにもちょっとお尋ねしたとは思うんですが、美星の

場合はボランティアで配達されて、ほんで違う地区においては委託しておると。金額は違う

にしても同じようにはならないかということを質問したら努力というふうなことの答弁をい

ただいたと思うんですが、努力された結果が美星の配食サービスはなくなったというふうな

ことなんでしょうか。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  配食サービスにつきましては、民間の業者のほうもだん

だんエリアの拡大とかを積極的にやっておりますし、見守りということを中心に考えますと

今後も芳井については現在はなかなか難しいという、ボランティアでは難しいという状況で

ございますが、将来的には各地区でのボランティア団体での配食という形で見守りをして、

兼ねて配食していくという形で進めていきたいということで考えております。 

委員（荒木謙二君）  それで、ちょっと次の質問に移らせていただきます。 
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 １３１ページの福祉基金助成事業費の本年度６００万円上げられたというふうな説明であ

ったとは思うんですが、その理由で紙おしめや福祉タクシーがふえたというふうな説明でし

た。これも昨年決算のときにお聞きしたら、紙おしめ、福祉タクシー、はり・マッサージで

約７割が支出しとるというふうなことでした。これ１３事業あると思うんですが、福祉のし

おり、２８年度で改訂されるというふうなことを申されておったわけなんですが、改訂にお

いてこの６００万円がふえて、事業が仮にふえて金額がふえていったのか、それとも単純に

紙おしめ、あるいは福祉タクシーの使用者の方がふえていってこの６００万円増になってい

ったのかを確認させてください。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  福祉基金の事業につきましては、２７年度において新た

に設けた基金事業もございまして、今２０事業となっております。これまでの実績を踏まえ

て、さらに２７年度から設けましたものについても勘案した上で現在の予算でやっていける

ということで計上いたしております。 

委員（荒木謙二君） 福祉のしおり、特に変わったということがあるんでしょうか。変わっ

て予算に反映したということはないということでよろしいんですか。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  福祉のしおりというのは、前回が平成２５年度でまとめ

ております。２５年度の１０月ごろになるかと思うんですが、３年を目安に改訂をしており

ます。そうすると、それぞれの制度でありますとか、市内のサービス事業者でありますと

か、そういったものがかなり変わっておりますので、それを新たに改訂するということで考

えております。 

委員（惣台己吉君）  １２１ページ、１３節の上から３番目の点字・声の広報等発行事業

委託料と、その次の意思疎通と、その次の相談支援事業等の内容と前年の実績を踏まえての

内容の変更があるのかどうかということをお尋ねしたいと思います。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  委託料でございますが、奉仕員等養成・研修事業は、手

話奉仕員、要約筆記奉仕員、点訳奉仕員の養成を市社会福祉協議会へ委託するものでござい

ますし、点字広報発行事業、これについては井原ライトクラブ、声の広報発行事業、これに

つきましては井原ローターアクトクラブ、意思疎通支援事業につきましては手話通訳者、こ

れは井原手話サークル、岡山県聴覚障害者福祉協会、それから要約筆記者につきましては井

原要約筆記クラブ、岡山県要約筆記団体連合会等へ派遣事業として委託するものでございま

して、これにつきましては前年とほぼ同様の内容となっております。 

委員（惣台己吉君）  もう一回、点字・声の広報等なんですが、このローターアクト等と

いうことで年何回発行されてるんですかね。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  毎月１回ずつどちらも。 
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委員（惣台己吉君）  ありがとうございます。 

委員（佐藤 豊君）  １点だけ、１４５ページの災害見舞金の件なんですが、災害見舞金

の範囲はどの程度までが見舞いを出せる災害なんでしょうか。床下浸水程度でも災害見舞金

を出されているのか、ちょっとその範囲を教えていただければと思うんですが。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  これはまず住宅か非住宅というところで大きく分けてお

るんですが、住宅につきましては火災による全焼、半焼、そういったところで、それも母屋

であり、いわゆる住居に要するところか附属建物かといったところで変わってまいります。 

 それから、通常の災害につきましての全壊、半壊といったもの、それから一部につきまし

ては軽度のものでもある程度は損害があると判断されるものについては一部見ております。 

 それから、床上浸水につきましても、崩土につきましても、いわゆる土によって建物が壊

されているというものにつきましてもその被害の状況を見て支給をしております。 

委員（佐藤 豊君）  先ほどちょっと言ったんですけども、床下浸水等々は対象にはなら

ないというふうに理解しとってええんですか、その程度の災害と言ったら何なんですけれど

も。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  床上浸水以上としております。 

委員（藤原浩司君）  １３１ページ、児童福祉費の中の７節賃金に嘱託員賃金とありま

す。これが何名の賃金でございますか。 

 それと、１３９ページ、１５節工事請負費なんですが、施設整備工事費の上がってる中

で、１，５００万円上がってる中でどの施設にどのぐらいの修繕を要するのか。 

 それから、１８節の備品購入費の中で園具費とあるんですが、どの施設にどのような園具

を購入されるのか、教えていただければなあと思います。 

子育て支援課長（佐藤和也君）  まず、１３１ページの７節の賃金でございますけども、

これは嘱託員４人分でございます。 

 １３９ページの第１５節の工事請負費でございますけども、これは美星老人憩の家の改修

に係るものでございまして、このうち小規模保育事業所分が１，０５３万円、それから既存

の老人憩の家の大広間専用のトイレ新設分といたしまして４４７万円を見込んでおります。 

 それから、第１８節の備品購入費でございますが、老人憩の家に設置いたします小規模保

育事業所整備のための園具費といたしまして３５０万円、その後が甲南、芳井保育園の園具

費でございます。 

 以上でございます。 

委員（西村慎次郎君）  １４０、１４１ページ、児童クラブですけども、現在施設の老朽

化に伴って建てかえですとか学校の余裕教室への移転とかという検討をされてるクラブが何
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個かあるかと思うんですが、今の予算を見る限り２８年度はどのクラブもそういったことが

ないように見受けられるんですが、今の状況、そういう検討をされてるクラブがありました

らその状況をお知らせください。 

子育て支援課長（佐藤和也君）  児童クラブの施設整備につきましては、今現在も二、三

カ所のクラブと協議をしております。条件が整い次第施設整備を進めたいというふうに考え

ておりまして、現在地元のほうと協議中でございます。 

 以上でございます。 

委員（西村慎次郎君）  だから、来年度の方向性が決まってるまだクラブはないという状

況ですか。 

子育て支援課長（佐藤和也君）  現状ではまだ方向性が決まっておりますクラブはござい

ません。 

 以上でございます。 

委員（三宅文雄君）  １２５ページの１８節の備品購入費について内容をお知らせくださ

い。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  備品購入費でございますが、これはやすらぎセンターへ

のＡＥＤの購入が１台、それから特養星の郷へのＡＥＤの購入が１台、それと特養星の郷の

冷却調理加工機の更新が１台、それと介護保険事業で説明がありました物忘れ相談プログラ

ム２台分でございます。 

委員（森本典夫君）  １２５ページの先ほどちょっと話が出ましたが、食の確保事業委託

料ですが、芳井地区に加えてほかの芳井地区、それから野上、青野、堺北部ということがあ

りましたが、本年度までの戸数と、それから新たに加わる地区の戸数、それから業者は１業

者がそれだけのことをやるのか、ちょっとそこらあたりまずお聞かせいただきたいと思いま

す。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  芳井地区でございますが、前年で月の平均でいきますと

利用者は４４件ございました。このたび申し上げました明治、共和、三原の地区でいきます

と、その中の平均で３１件が対象になろうかと考えております。 

 そのほかの地区につきましては、予算上は１０件を見込んでおります。 

委員長（藤原清和君）  業者はどうなんですか。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  業者につきましては、市内一番面積を広く配食をされて

いる業者を思っておりますけれども、これは契約時の手続で決めたいと思っております。 

委員（森本典夫君）  芳井地区、現在４４件で、あと３カ所で３１件ということでありま

すが、それから野上、青野、高屋北部で１０件ということでありますが、これをそれぞれ対
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象戸数に入れる条件、入れた条件ですね、それからそれぞれ明治、三原、共和、青野、野

上、高屋、それぞれ戸数が定まってるんでしょうか。それとも、ばくっと３１件、１０件と

いう形にしとるのでしょうか。 

 それから、井原で言えば、野上、青野、高屋北部ということになってますが、ほかの地域

のことは全く考えずにここのトータルで１０件というふうなことにしたのは、その理由をお

聞かせいただきたいと思います。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  明治、共和、三原地区につきましては、実績に基づいて

それぞれの戸数、平均から出しております。 

 それから、それ以外の地区ということでございますが、これが今のところ実績がございま

せんので、今後これにつきましては希望者の調査なりを行った上で実際の希望がある方につ

いてできるかどうかを業者が決まって協議して、さらには実際にその方にそういった配食サ

ービスが必要かどうかという聞き取りもした上で実施したいと考えております。 

委員（森本典夫君）  明治、三原、共和で実績に基づいてということですが、それぞれの

実績は現在幾らなんでしょうか。 

 それから、野上、青野、高屋ではこれからということですが、これはトータルで１０件ぐ

らいをという想定だろうと思いますが、先ほども言いましたように、ここに決めた経緯です

ね、その条件ですね、それからほかのとこだって給食を配付して届けてほしいというような

声もあるわけですが、なぜここをということになったのか、そのあたりもお尋ねしましたの

で、お聞きしたいと思います。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  まず、明治地区につきましては、年間通して２３件から

２７件というような幅で実績としてあります。共和地区につきましてはゼロから２件という

実績、三原地区につきましては２件から６件の範囲で月単位で実績が出ておりますので、そ

れに基づいております。 

 先ほどありました高屋、野上、青野の一部ということにつきましては、そういった調査の

中で考えられるというところで上げておりますので、対象としてはそういった案件が出てく

る希望があるものについては市内全域で対応していきたいというふうに考えております。 

委員（森本典夫君）  調査の中でという話が今出ましたけれども、井原市、旧井原市全体

で調査をされた結果、まず野上、青野、高屋という北部ということになったのでしょうか。

そこらあたりどうでしょうか。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  毎年民生委員さんによりましてひとり暮らしであります

とか、高齢者のみ世帯というものを調査をしていただいております。その中でこういったニ

ーズがあるんではないかということについてお伺いしてる範囲で上げておりまして、全体と



- 20 - 

して１０件を見込んでおれば、今のところは伺ってる話ではいけるのかなというふうに計上

しております。 

委員（森本典夫君）  大体わかりましたが、旧井原市内でこの配達をしてほしいというと

ころがあれば、もうそれぞれ個別で対応するということになるのかどうなのか、そのあたり

今後の考え方としてお聞かせいただきたいと思います。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  まず、個別にということですが、もちろん個別で聞き取

り調査なりをさせていただいて、居宅で自分で食事が準備できないという方が対象になりま

すので、そういった状況についてを聞き取りをさせていただきたいと思いますし、それから

配達業者のほうが配達できるかどうかということもまずありますので、そこらを確認した上

で決めていくと。本当に必要かどうかというところと配達できるところかどうか、場所的に

ですね、難しいのかどうかというところも勘案していきたいと思っております。 

委員（森本典夫君）  １３１ページ、先ほども話がありましたが、福祉基金助成事業補助

金ということで、その中で紙おしめの補助については新年度で条件をはっきりさせたいとい

うようなことで、本年度と来年度との条件がどういうふうに、現在がどうで、新年度がどう

いうふうにするというふうに決まるのでしょうか。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  改正前ですと５項目、これにつきましては在宅で常時お

しめを使用している者というのが対象ということでございましたが、従来が５つ要件を上げ

ておりました。４０歳以上の者、身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を

受けている者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、障害者総合支援法に規定す

る難病患者等としておりました。ところが、これによりますと、常時おしめを使用している

ということがその対象者の範囲がわかりにくいということで、よりこの範囲を具体的に基準

を定めるということの趣旨で見直しを行いまして、まず要介護１から５の認定を受けている

者、それから身体障害者手帳の交付を受けている者のうち肢体不自由２級以上または体幹機

能障害３級の者、療育手帳の交付を受けている者の中でＡ判定の者、それと難病患者等とい

うふうに、具体的に範囲を示して適用しようというふうに考えております。 

委員（森本典夫君）  条件がそういうふうになったというのはわかりますが、今条件出さ

れた以外に常時使ってるというふうな人に対してはその都度いろいろ調べて該当するという

ことにはなるのでしょうか。もうこの条件にはまらなかったらだめだということになるので

しょうか。そこらあたりどうでしょうか。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  それ以外の項目で一つそういった基準に準ずるものとい

う表現を使っておるんですが、いわゆるこれにははまらないけれども民生委員さんなりの判

断で必要であると言われた者については交付することにしております。 
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委員（森本典夫君） わかりました。 

 １４５ページお願いします。 

 １４５ページの扶助費で、前年度に比較しまして１，１００万円ほど減ってますが、それ

ぞれの扶助でそれぞれの軒数とどこがどういうふうに減ったのか、現年度と新年度とを比較

したいと思いますので、そのあたり細かく教えていただきたいと思います。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  ２８年度につきましては、生活扶助につきましては１７

７世帯を見込んでおります。住宅扶助につきましては９２世帯、教育扶助につきましては１

１世帯、医療扶助につきましては１５０世帯、生業扶助については６人、介護扶助につきま

しては２４人を見込んでおります。生活扶助、住宅扶助、教育扶助につきましては前年度よ

り増ということで見込んでおりますが、医療扶助につきましては昨年よりも少なく見込んで

おります。生業扶助、介護扶助につきましても、前年よりふえている件数、これ実績に基づ

きましてこれはふえた計上でしております。 

委員（森本典夫君）  医療扶助だけが減って、あとは全部上がるということであります

が、そうなると医療扶助がかなり減ってきてるというふうなことも思うんですが、それぞれ

の件数をこの予算上の件数をお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、生業と介護というのがあり、これも上がっとるということですが、これは件数

が少ないんですが、それ全体的なことを教えていただきたいと思います。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  前年度実績がちょっと手元にございませんので、ちょっ

と数字を確認したいと思います。 

委員（森本典夫君）  前年度実績でなくて、これの予算の２９年度の件数。２８年度の件

数。 

委員長（藤原清和君）  さっき言うたの２８年度やなかったん。 

委員（森本典夫君）  先ほどの数字が２８年度。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  そうです。 

委員（森本典夫君）  そんなら、２６年度、失礼。２７年度、ちょっと件数教えてくださ

い。 

委員長（藤原清和君）  これ今ない言うたんじゃ。 

委員（森本典夫君）  それがないということですね。 

そうなると、６項目の中５項目が上がっとるということで、下がっとるのが１５０件の医

療扶助ということでありますが、これでは予算的には前回と比べてどのぐらい下がっとるん

でしょうか。 

 前回本年度の予算書をちょっと見てないんで申しわけないんですが、それぞれ右側の金額
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と比較して今年度の当初予算の金額を教えていただければどういうふうに当初予算で変化が

出てるかというふうなことがわかると思いますので、本年度の当初予算の金額を教えてくだ

さい。ちょっと僕深く知りませんので。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  ２７年度の予算の金額ですが、生活扶助については１億

６００万円、住宅扶助につきましては２，１８０万円、教育扶助につきましては１８０万

円、医療扶助につきましては２億３，３００万円、生業扶助につきましては８０万円、介護

扶助につきましては２６０万円でございます。 

委員（森本典夫君）  ありがとうございました。 

委員（三輪順治君）  放課後児童クラブの件について１点お伺いいたします。ページで言

いますと１４１ページです。 

 本会議においてかつて教育長において放課後児童クラブの受け皿としては学校の空き教室

を基本的に第一義的に考えていくというご答弁がございまして、その後子供の関係の子育て

の新法ができまして、従来放課後児童クラブの対象者が小学校１年から３年までを６年まで

拡大されたというふうに聞いております。既に始まっておるんですが、この今同僚委員の質

問に対するご説明で二、三カ所の整備計画を協議中ということでありますが、現在の放課後

児童クラブに通われてる、１４クラブだと思いますが、１４クラブに通われてる子供さんの

総数と、それから学年、低学年と高学年でいいんですが、１年から３年までと４年から６年

までの現状をまず教えていただきたいと思います。 

子育て支援課長（佐藤和也君）  放課後児童クラブの児童数の総数でございますけども、

全体で４１３名でございます。学年につきましては、ちょっと今手元に資料がございません

ので、後ほどご報告させていただきたいと思います。 

委員（三輪順治君）  それからあと、今二、三カ所整備計画が協議中ということでありま

すが、これはいずれもその枠に、新しい新法ができた関係で４年から６年生に対応するもの

でしょうか、それとも既存の施設が老朽化したものに伴うものでしょうか、複合的なんでし

ょうか、ちょっとその点もお聞かせ願いたいと思います。 

子育て支援課長（佐藤和也君）  ただいま検討しておりますのは、老朽化しておるもの、

それから施設を借用しておるものがございまして、貸し主のほうから新しい場所への移転を

求められておるという案件がございます。 

 以上でございます。 

〔「声が小めえからちょっとここまで半分ぐれえしか聞こえんの。」と呼ぶ者あり〕 

〔「委員長、言うて。」と呼ぶ者あり〕 

委員長（藤原清和君）  どうぞ 
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子育て支援課長（佐藤和也君）  施設の整備につきましては、老朽化に伴うものと、借用

により、施設を借用しての運営をしておりますものにつきまして貸し主のほうから新しいと

こへの移転を求められておるといったことで検討しておるものがございます。 

 以上でございます。 

委員（三輪順治君）  受け皿とすれば学校内での空き教室利用というのが原則基本である

というふうに本会議で教育長ご答弁なさったんですが、その方向での検討でございますれ

ば、これも時代の流れとともに大きな学校はより大きくなるかわからんし、小さい学校は空

き教室もふえてきて逆にニーズは少なくなって、難しいのを強いられてくると思いますが、

きょうは教育長今いらっしゃらないのでわかりませんが、基本を踏まえてぜひ老朽化ないし

は借りてる施設については学校内を基本に働きかけをかけていただいて確保していただきた

いと思います。これは要望としておきます。 

 それから、もう一点お聞かせ願いたいんですが、運営委員会のほうに委託をされてるとい

うふうにずっと聞いておりますが、そこで働かれてる方の賃金ですね、これは具体的にはど

ういった、時間で直すとどれぐらいで今お働きになってるんでしょうか。 

子育て支援課長（佐藤和也君）  支援員の賃金につきましては、各運営委員会のほうで定

められておりまして、基本的には最低賃金を下回ることのないように時間給を設定するよう

に市のほうからお願いをしております。 

 以上でございます。 

委員（三輪順治君）  最低賃金は時間何円でございましょうか。 

子育て支援課長（佐藤和也君）  時間当たり７３５円でございます。 

委員（柳井一徳君）  １３３ページの１９節地域子ども・子育て支援事業費補助金の中に

保育コンシェルジュの金額も入っておるんでしょうか。確認をさせてください。 

子育て支援課長（佐藤和也君）  地域子ども・子育て支援事業費補助金の中には、保育コ

ンシェルジュの費用は入っておりませんで、こちらは私立保育園の延長保育、病後児保育、

それから地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業に係る事業の補助を見ております。 

 以上でございます。 

委員（柳井一徳君）  私立保育園ということ、これ配置は子育て支援課への配置、所属と

いう形になるんでしょうか。 

子育て支援課長（佐藤和也君）  保育コンシェルジュの配置につきましては、子育て支援

課に配置を予定しております。 

委員（柳井一徳君）  保育士等への研修が主な業務だとか保育園の相談とかということに

なると思うんですけど、保育士は公立、私立関係なく保育士全般に講習依頼があればそうい
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った講師をするという業務内容でいいんでしょうか。 

子育て支援課長（佐藤和也君）  はい、そのとおりでございます。 

委員（大滝文則君）  先ほど来言われてます１３１ページの福祉基金助成事業費補助金の

おしめ券の話がありましたけども、基準を定めたことによりどのような影響が前年比あると

想定されてますか。 

 それから、これを定めたことによって２７年より民生委員等によります特例があるという

ことですけども、基本的にカットされる範囲というのはどの辺がカットされるんでしょう

か、お知らせください。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  従来からいきますと、このたび要介護１から５というこ

とで介護度、要介護の方を対象としておりますので、従来からありました要支援の方という

のは対象からは外れてくると思いますが、全体のこの要介護認定者のうちの利用されている

利用率というのは３４％でございましたので、これは介護度ですね、介護度は１から５の方

で比べますと、従来３４％ぐらいの方が利用されていると。 

 これ以外に、先ほど言いました障害者の方でありますとか、そういったものが重複してま

いると思うんですけれども、そういった方はこれからも対象になるということでございます

ので、実際には常時おしめをしているという判断になるわけなんですけども、これについて

は民生委員さんのほうで判断された上で申請をしていただいておりますので、ご本人が常時

在宅で使用しているという認識が余りない方も申し込みをされとった可能性があるわけなん

ですけれども、この辺につきましては今後寝たきりと判断される方だけを対象にしてまいり

ますので、落ちてくるかと思います。それにつきましては、従来の利用者の中の約２割ぐら

いの方が対象になるんではないかと思っておりますので、全体の事業費としては８割ぐらい

の数字でおさまるんではないかと考えています。 

委員（森下金三君）  今のおしめ券のことですが、具体的に例えば要支援１でおしめを常

時しとると、それで支給を受けとるというような状況、そしてそれを判断するのは民生委員

にどういうふうなおしめが漏れとるのを確認をしてもろうて判断をするのか、常時使ようる

からこういう状況ですよというようなことで判断をしていくのか、今の話でいくと要支援１

なんかは対象外になってと、今現在使って常時意識はしっかりしとるけど下のほうだけが漏

れるというような状況の場合の判断をするのは民生委員に確認をしてしてもらうというふう

にしとんですか、どういうふうな状況なんですか。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  そういう点については、むしろ介護保険事業での認定と

いうものが、ドクターの判断、意見書、そういったものを参考に、さらにほかの基準、各項

目につきましても介護が要るといった状況を介護度で出しておりますので、実際には要介護
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につきましても１から２というものにつきましては随分差がございまして、その介護が実際

に要る内容も変わってくる、それによってサービスを変えていくわけでございますので、要

支援と判断がなる方自体が常時寝たきりであるとか、常時おしめが要るという、介護を必要

とするというレベルにはないというふうに判断しております。 

委員（森下金三君）  それは介護せんでも漏らすわけです。そういう人の場合におしめが

必要なというようなことで、その方たちも介護保険は支払っとるわけです。常時漏らしょう

るのに、その人は意識とかあっても漏らす、そこだけの機能がしゃんとしてないけえやりょ

うる、そういう人に対してはそりゃどう判断すればいいのかなという、今の……。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  そういったことも含めて民生委員さんにもお伺いし、ご

本人にも確認をさせていただいておりますので、そういったもうこれは必要であるというふ

うに事務局が判断する者については支給をいたしておりますので、準ずる者という判断にな

りますけれども、常時要る方に支給するのが本意でございますので、それは支給するように

考えたいと思います。 

委員（森下金三君）  わかりました。ということで、最終的に民生委員としっかり相談を

してやればいいということですか。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  はい。 

委員（森本典夫君）  今の紙おしめの件ですが、民生委員さんがかなり判断のウエートが

かかってくるんではないかなというふうに思うんですが、４月１日からということになりま

すので、そういう意味ではその民生委員さんに対する周知徹底というんですか、それはどう

いうふうにされるのか。 

 それから、民生委員さんがしゃくし定規に条件に当てはまらんけんだめですというような

ことになって、今森下委員が言われたような方がおられて、準ずるというふうなところに入

るという可能性がある人でももう条件にはまらんからということで民生委員さんのほうでカ

ットされてしまうというようなことにもなりかねない部分があると思うんで、その点ではか

なり民生委員さんに、今森下委員が言われたようなことも含めて、そういうケースもあるこ

とを周知徹底するということも大変重要だなあというふうに今ずっと話を聞いておりまして

思いましたので、その点では市として民生委員さんを対象にそういう条件が、言ってみれば

厳しくなったというんか、それが当然だというふうに私も思うんですが、そのあたりの周知

徹底はどういうふうに今後されようとしておられますか。もう４月１日からということにな

りますと、間近に迫ってますが。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  このおしめ券につきましては、従来から民生委員さんの

ほうからもこういった対象の範囲がはっきりわからない場合があるので具体的に示してほし
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いというご意見もございまして、２７年度中での民生委員の理事会なり役員会の中でもどう

いった条件ですればいいのかということで順次ご協議をお願いしまして、出たご意見からま

とめておりますし、今後これから研修会とか、あるいは総会といったものがこれからあるわ

けなんですけれども、そういったところで具体的に説明をさせていただき、実際に実施する

のは７月になりますので、それに間に合うようにそれぞれの地区につきましても確認をして

いくということになります。ですから、既に民生委員さんのほうにもそういった確認はほぼ

できているというふうに思っております。 

委員（森本典夫君）  確かに民生委員さんが判断されてということになると思うんで、そ

ういう意味ではかなり民生委員さんに条件を理解してもらうのとあわせて準ずるというとこ

ろもあるんだというふうなことも言っていただかないと、今森下委員が言われたようなケー

スもあるんで、そういう意味では機械的にもうだめですよ、だめですよということになると

また問題が生じるというふうに思いますので、７月から実施ということでありまして、大体

いつごろ皆さんに集まってもらってやるのか、役員さんに集まってそれを徹底してあと下へ

おろすのか、そのあたりはどういうふうにお考えでしょうか。 

健康福祉部次長（猪原忠教君）  ３月の理事会とかの席でも説明をさせていただきたいと

思いますし、民生委員さん全体総会というものが５月にございます。そういったときに説明

をさせていただきたいと思っております。 

 それと、その準ずるというものにつきましても、民生委員さんのほうから声がありまして

項目として最後に追加した項目でございますので、そういったことについてもご判断いただ

けると思っております。 

委員（森本典夫君）  よろしく運営のほどをお願いします。 

 以上です。 

子育て支援課長（佐藤和也君）  放課後児童クラブの児童数につきまして、１年生から３

年生までと４年生以上の数字でございますけども、昨年の５月１日現在での数字を申し上げ

ます。昨年の５月１日現在では、全体で４２４人でございまして、このうち１年生から３年

生までが３３２人、４年生から６年生までが９２人でございます。 

 以上でございます。 

 

〈なし〉 

 

〈第２５款 衛生費〉 
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委員（簀戸利昭君）  １５０ページ、１５１ページの委託料、健康増進福祉施設の委託料

でありますが、施設管理運営業務等委託料とありますが、どこにどういう形でお支払いにな

られますか、お伺いいたします。 

芳井支所長（三宅孝一君）  指定管理者を選定してお支払いしてるんでございますが、指

定管理者は株式会社コナミスポーツクラブでございます。 

委員（簀戸利昭君）  管理料が５，５００万円でした、指定管理料が。 

芳井支所長（三宅孝一君）  はい、そのとおりでございます。 

 

〈なし〉 

 

〈第３０款 労働費〉 

 

〈なし〉 

 

〈第３５款 農林水産業費〉 

 

委員（簀戸利昭君）  １６９ページの負担金補助及び交付金の中の農業研究団体補助金１

５万３，０００円とあるんですが、これはどういうところにお支払いになられますか。 

建設経済部参与（武田吉弘君）  ３団体への補助金でございます。芳井漁協へ３万円、美

星植木組合に８万３，０００円、美星町花卉栽培研究会へ４万円でございます。 

 以上です。 

委員（簀戸利昭君）  ありがとうございました。 

委員（三輪順治君）  それでは、予算書１７３ページをお願いします。 

 一番上の行と次の行に農産物ブランド化チャレンジということで、本会議でおおむね事業

費の２分の１で限度額５０万円というふうに聞きました。ブランド化チャレンジということ

で、そういう意味で言えば、２団体もしくは２産物を計上されております。そのことについ

てまず確認をしたいと思います。 

 それからあと、図の下のほうに地域特産物ということで、何年か前からシャクヤクを試験

栽培されておりますが、それが今度正式に補助金として計上されておりますが、シャクヤク

のほかに地域でいろんな試みをなされてるかもわかりませんので、地域特産作物産地確立支

援事業というもんはもうシャクヤクに限ってなんでしょうか。それとも例えば現在井原市内

では青パパイヤとか、その他チャレンジされる農業家の方々へのご支援ということでイニシ
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ャルコストを少しでも低減させてあげて特産物としての当たりといいますか、そういったも

のをつけるために何か呼び水としての補助金があってもいいかなと思うんですが、シャクヤ

クに限ってでございましょうか。 

 以上、２点お願いいたします。 

建設経済部参与（武田吉弘君）  まず、農産物ブランド化チャレンジ事業の補助金につき

ましてでございますけれども、上限を５０万円で２団体に交付する予定とさせていただいて

おります。 

 それから、下の地域特産作物産地確立支援事業補助金につきましては、これは井原市耕作

放棄地対策協議会への補助金でございまして、来年度の場合は薬用作物のシャクヤクを支援

するものでございまして、試験培養並びに試験培養するための資機材、研究費用、それから

北海道の研究センターで開発されたべにしずかのものでございますけれども、それの現地指

導等に来られるための費用を見ております。 

 以上でございます。 

委員（三輪順治君）  ブランド化というのをここに簡単に書いてあるんですが、ブランド

化するためにはもう相当なエネルギーといいますか、作物の成分の有効性、根拠ある消費者

への訴えから販路の開拓とかいろんなさまざまな行為といいますか、エネルギー伴いますけ

れども、５０万円という金額の根拠というのは何でしょうかね。 

建設経済部参与（武田吉弘君）  初めての試みの補助事業でございますけれども、農産物

の加工を目的に６次産業化を目指していただきたいということで、アドバイザーの派遣に要

する費用だとか、特許の申請に係る費用だとか、開発した商品の包装等に係る経費、そうい

ったこと、あるいは宣伝広告、印刷製本、広告料を対象にして思っておりまして５０万円で

初めさせていただこうと思っております。 

 以上です。 

委員（三輪順治君）  今地名をつけた農産物、畜産物を含めて相当インパクトが強い宣伝

活動をやっていらっしゃる自治体もあります。あるいは農業団体もあります。もう少し一歩

前へ出ていただくということを要望としてお願いしたい。具体的には、井原産、井原という

ブランド地名ですね、それをきちっと役所の中でシステム的に確立するような手法をぜひこ

ういう過程の中で勉強なされ、そして具体化されますように希望いたしておきます。 

 以上です。 

委員（西田久志君）  １７５ページの１９節の県営工事負担金、これは私たちがよくい

う、広域農道のことでございましょうか。 

建設経済部参与（武田吉弘君）  県営工事負担金の中には、美星の広域農道と中山間整備
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の２つの県営工事が入っております。 

 以上です。 

委員（西田久志君）  その広域農道というか、農道の進捗率というか、どのぐらいできて

いるのか、教えていただきたいと思います。 

建設経済部参与（武田吉弘君）  広域農道でございますけれども、平成２６年度末で申し

わけございませんけれども、延長的には８５．６％、金額的には８７％完成いたしておりま

す。 

 以上です。 

委員（西田久志君）  完成、梅木というんですかね、それまでいくというのは大体いつご

ろまでの予定ですか。 

建設経済部参与（武田吉弘君）  広域農道につきましては、平成３１年度完了ということ

で現在工事を進めております。 

 以上です。 

委員（簀戸利昭君）  １７１ページの冬ぶどう品質向上推進事業委託料でありますが、１

００万円で何か買うんと被服代というようなあれでしたが、昨年度の予算が１８２万円余り

の予算じゃなかったかと思うんですが、減額の理由は。 

建設経済部参与（武田吉弘君）  実験ハウスにつきまして、今年度の場合は換気が必要だ

ということで、換気資財を入れておりましたけれども、その換気資財が新年度はないという

ことで減額になっております。 

 以上です。 

委員（森本典夫君）  １７９ページの委託料で松くいが出てますが、これは２カ所という

ことでありましたが、どのぐらいの広さをやられるのか。 

 それから、ここ以外にもう松くいの駆除をしなければならないという山とか木とかはない

というふうに判断してよろしいか。 

建設経済部参与（武田吉弘君）  面積でございますけれども、空中散布、美星町の明治地

区、黒萩地区ですけれども、約３０ヘクタールでございます。それで、中世夢が原の、これ

地上散布ですが、これは約４ヘクタールでございます。 

 それから、ほかに松くい虫の防除する場所はないかということでございますけれども、地

元の協力ももちろん必要でございますけれども、県下的に岡山県の中を見てみますとだんだ

ん散布をしている、防除をしているところがだんだん減ってきておるということで、散布を

あちこちこれから広げるという傾向にはないと聞いております。 

 済いません、回答になってるかどうか、以上でございます。 
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委員（森本典夫君）  本年度でやっているわけですが、効果のほどどうでしょうか。 

建設経済部参与（武田吉弘君）  地元の方のお話によりますと、やはりやってもらったほ

うがいい、松が枯れていないということで、地元の方からは喜ばれておると聞いておりま

す。 

 以上です。 

委員（森本典夫君）  終わります。 

 

〈なし〉 

 

〈第４０款 商工費〉 

 

委員（荒木謙二君）  地域おこし協力隊の件なんですが、１８７ページ、説明では本年度

の３人と２８年の地域おこし協力隊を上げられとるこの８７７万５，０００円、概要でいき

ますと１９ページに地域おこし協力隊で１，８７７万９，０００円という金額が上がってき

とんですが、この約１，０００万円の差といいますか、この１，０００万円というのはどこ

に。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  失礼しました。主な事業の１９ページ、地域おこし協力隊

１，８７７万９，０００円この中身でございますが、報償費謝金でございます。８９６万

４，０００円予算をつけております。こちらにつきましては、平成２７年度の３名分、それ

から２８年度で３名を予定をしております。それの半年分を入れております。それから、旅

費、それから需用費、使用料、賃借料、会場借り上げ料、そういったものを合わせて５１万

５，０００円計上しております。そのほか新たに２８年度３名分入ってくる地域おこし協力

隊員のパソコンとプリンター代、備品購入費で５２万５，０００円を計上しております。さ

らには、負担金補助及び交付金で活動費としまして６名分の活動費８７７万５，０００円を

計上しております。その合計が１，８７７万９，０００円となります。 

 以上でございます。 

委員（三輪順治君）  荒木委員の質問に関連して、この地域おこし協力隊員に井原市とし

てはミッションとして何を今３名の方に予定されてますか、教えてください。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  地域おこし協力隊の目的ということでのご質問だと思いま

す。 

 地域おこしの目的でございますが、都市地域から過疎地域などへ住民票を移していただき

まして、生活の拠点を移した者に地域おこし協力隊員として委嘱をします。隊員は一定期
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間、１年以上でございます、３年以下ということで地域に居住して、例えば地域ブランドや

地場産品の開発、販売、ＰＲ、そういった地域おこしの支援を行う、あるいは農林水産業へ

の従事、さらには住民の生活支援などの地域協力活動などを行いながらその地域への定住、

定着を図るものでございます。 

 以上です。 

委員（三輪順治君）  総論的にはそうなんでしょうけど、しっかり井原市としても支えて

あげていただきたいと思います。 

 それから、１８３ページの適地調査の委託料で３３０万円上がっております。本会議で担

当部長のほうのご答弁で４カ所、５カ所程度かな、１．５ヘクタール以上で考えていらっし

ゃるんですが、今年度の予算の中で都市計画マスタープラン等を含めて適地の考え方でござ

いますけれども、１．５ヘクタールとなると結構な面積になると思います。これ委託料とし

てお組みになるわけでございますが、図上検討というか、現地調査を含めてどこまで、この

適地調査をした後委託をすると、見つかった後どんな形を想定されてますか。ちょっと今の

段階で言える範囲で結構ですから、お願いします。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  このたび行います適地調査でございますけれども、本会議

でも申しておりますように、１．５ヘクから４ヘク程度の規模の産業団地を１カ所開発を考

えております。それで、開発場所につきましては、市の南部ということで考えておりまし

て、この考え方につきましては山陽自動車道のアクセスのしやすいところ、幹線道路に近く

アクセス道路が設置しやすい、そういった利便性を考えたところを思っておりまして、業者

のほうには５カ所程度候補地を上げさせようというふうに考えておるものでございます。 

 候補地が上がってきましたらば、その候補地から業者を選定をいたしまして、開発に向け

て次なる事務へ進んでいくというような形になっていくと思います。 

 以上です。 

委員（三輪順治君）  それと関連して、本社機能移転のための経費はイバラノミクスに新

しく入っております。そもそも本社機能の移転と書いてある、その本社機能というのは何を

具体的に定義づけされてますか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  本社機能の定義でございますけれども、本社機能の移転に

ついては市外からあれば対象というふうにしておりまして、本社機能については法人の意思

決定を行う機能及び法人の各事業所、各部門または法人内の活動を統括する機能でありま

す。この機能を市内に移転していただくことで雇用の増加や地域の活性化につなげていきた

いということで、そういった機能を持っているものを本社機能ということで考えておるもの

でございます。 
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 以上です。 

委員（三輪順治君）  ちょっと易しく言えば、例えば本社の企画機能であるとか、あるい

は人事部門であるとか、あるいは研究開発部門なんかも含まれとるんでしょうか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  このたびの税の関係の不均一課税で言う本社機能で言うほ

ど制限がやわらかではございません。例えば情報管理部門が本社ということで位置づけとい

うのが多分税の関係ではオーケーになってると思いますけれども、あくまでもうちで考えて

おります本社機能につきましては、先ほど言いましたように、意思決定を持っているもの、

それから人数的には対象として３年以上事業を継続して資本金１，０００万円以上というよ

うなもの、そういったことで考えておりまして、さらには５名以上ということでの制約をつ

けておるものでございます。 

 以上でございます。 

委員（三輪順治君）  非常にわかりにくい表現で頭の中が混乱するんですが、要は私が言

いたいのは、適地調査とか、いわゆる新分野進出を含めて産業団地の関係、あるいは本社機

能の移転、うまくミキシングしながら適地を選び、そしてそこに移転とか、あるいは新設を

含めて抱き合わせで当然おやりになるべきだろうと思いますし、そうしたほうがオーダーメ

ード的に適地の立地の環境であるとかいろいろわかりやすいと思われますので、ぜひ仕様書

これからおつくりになるんでしょうけども、そういう新しい事業に踏み込んでうまくミキシ

ングしてこの適地調査をおやりいただき、具体的な雇用の場で労働集約的なもの、ＩＴにし

ても研究開発にしても相当に人も要りますから、要するに中高年の方も帰ってこれるような

受け皿をひとつご準備いただくように、これお願いして終わります。 

委員（佐藤 豊君）  １８９ページの宙（ソラ）ガールイベントの補助金、補助金内容

と、昨年は篠原ともえさんですかね、来ていただいたんですけど、同じようにこの予算にも

そういった篠原さんをお呼びするような予算の補助金も含まれておるんでしょうか。補助金

内容をちょっとご説明願えればと思います。 

美星支所長（金高常泰君）  宙（ソラ）ガールイベントの補助内容ということでございま

すが、これ実行委員会を組織しまして内容を検討していただくことになっておりますけれど

も、正式には新年度始まりましてからの実行委員会で内容を詰めていくことになろうかと思

います。 

 中身といたしましては、昨年度の例では篠原ともえさんのトークショー、それからステー

ジイベント、それから星空観望というふうな内容を基本として中身を充実していくことにな

ろうかなあというふうに思っております。 

 以上です。 
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委員（森本典夫君）  １８１ページ、都市照明をＬＥＤにかえるということであります

が、現時点で市内全域何カ所ありますか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  街路灯の本数につきましては、現在５５０本ございます。 

 以上です。 

委員（森本典夫君）  以前にこの都市照明のことで質問した時分に一元管理できるように

ということでそれを進めていきたいということがありましたが、これは５５０本について全

部管理できるようにちゃんと今年度でできていますか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  済いません。ＬＥＤ化。 

委員（森本典夫君）  じゃなしに、この設置場所とか設置年月日とかというのもちゃんと

整理していって今後の管理の中で生かしていきたいということで進めていくということは以

前僕の質問の中でも出ておりましたけれども、そこらが全部本年度でできてますかという意

味、５５０本について。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  ５５０本の中身につきましては管理をしております。 

委員（森本典夫君）  それで、今回の新年度でＬＥＤにかえるところについては何カ所と

いうんか、何本でしょうか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  このたびのＬＥＤ化の計画でございますけれども、２８年

度から３４年までの７年間で順次ＬＥＤ化にしていくということを考えております。２８年

度では８０本を考えております。 

 以上でございます。 

委員（森本典夫君）  ８０本をＬＥＤ化するということで、そのＬＥＤ化するための判断

というか、基準というんですか、それは８０本についてどういうふうな判断をしてやること

になったのか。 

 それから、旧井原、芳井、美星、それぞれ何ぼかあると思いますが、この８０本はどこの

地域で、３地区で何本ということになってますか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  地域につきましてはこれからでございますが、交換につき

ましてはある程度まとまった範囲で交換を考えております。これは高いところを作業する作

業車が必要になってきますので、交通の便なども考えましてある程度考えて、そういった意

味でまとまった形でかえていきたいというふうに思っております。 

 なお、道路につきましては、幹線道路から順次進めていこうというふうには思ってるとこ

でございます。 

 以上です。 

委員（森本典夫君）  僕はこういうことを時々言いますんで、関心があって幹線道路も含
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めて通っているときに長期間ついてないところがあって、ありゃまだつかんなあというふう

なこと、それから昼間でもついてるとこがあるとかというようなとこがありますが、そこら

の管理がなかなかうまくいってないというふうに思うんですが、今までの僕の質問の中では

定期的に見て、異常がある分については直しておるということにはなってますが、やはり依

然としてそこらあたりがチェックよくできてないというふうに思うんですが、ＬＥＤにかえ

れば長もちをするということでありますので、そういうこともできるだけよくなるんではな

いかなというふうに思いますが、そこらの管理は依然として同じように定期的にやって、つ

いてないところはそれこそ見て回るときまではどがんもならんということになるのか、つき

っ放しのところはどうなるのか、そこらあたりもうちょっとかっちりやっていかんと市民の

安全・安心のためにはちょっと不都合があるんではないかなというふうに思うんですが、そ

のあたり今後のこととしてどうでしょうか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  ご指摘のとおり、管理につきましては、このたびのＬＥＤ

化の年次計画にあわせまして見回り等管理をしていきたいというふうに思っております。 

 また、委員さんのほうでも切れてるぞとかというのがありましたら、情報いただきました

ら対応のほうをしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

委員（森本典夫君）  それじゃ、また言いますけど、指摘をします。 

 それで、かっちりこの５５０本について管理ができ出したということになれば、設置年数

からいうとこのあたりはもうかえにゃいけんとかというような判断もしていかなければなら

ないということになると思いますが、７年間で順次かえていくということで結構なことだと

いうふうに思うんですが、５５０本管理をできるようにかっちりしたことをどういうふうに

利用しようと考えとられますか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  ５５０本の中には水銀灯のみの街路灯もあったり、水銀灯

と広告灯というのがあったり、それからスポンサーがついていただいてるもんとついていな

いものもあったりもします。そういったところも現在全て把握はしておりますけれども、先

ほど言いましたように、安全上、例えば幹線道路、こういったところからＬＥＤ化を優先的

にしていきたいというふうに考えておりまして、年次計画をきちっと立てて整理のほうをし

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

委員（森本典夫君）  今回で８０本ということでありますが、これがどこどこかえるとい

うのがはっきりするのは大体いつごろになりますか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  ご承認いただいてからできるだけ早くとは考えております

が、今の段階では時期までは申し上げられません。 
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委員（森本典夫君）  よろしくお願いします。 

 以上。 

委員（三宅文雄君）  １８７ページの１９節の四季が丘団地助成金について伺います。 

 これ助成金の内訳はどういうふうになってますでしょうか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  四季が丘団地の助成金でございます。いわゆる７つのメリ

ットというものでございまして、内訳につきましては、住宅等取得資金利子助成金、こちら

が約４００万円、それから固定資産税相当額の助成金１３８万３，０００円、それから３番

目に上水道の加入負担金助成金１２９万６，０００円、それから井原放送のケーブル加入等

助成金が５４万円、新エネルギーシステム導入助成金が２８万５，６００円、それから引っ

越し費の助成金、これが５０万円ということでございます。 

 このほかの経費につきましては、公共下水道の受益者負担金については市のほうでやりま

すので、７つのメリットのうちの６つでございます。それを合わせた１，０００万円という

ことでここに予算計上をしているものでございます。 

 以上です。 

委員（三宅文雄君）  何軒を思われてますでしょうか。今何軒残ってますでしょうか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  ２０２区画中、残りが２０区画でございます。 

委員（三宅文雄君）  ２０区画を全部これに含めてあるという理解でよろしいでしょう

か。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  １０区画分を見ております。 

委員（三輪順治君）  非常にいいことでございますので、結論から言うと、東京事務所に

職員１名を派遣して県と連携した効果的な定住促進や企業誘致等、非常にいいことでござい

ますが、ちょっと聞いてみるんですが、現在の東京事務所の中に県内の市町村の職員が何名

今こういうな形で派遣されておりますでしょうか。まずそれをお尋ねいたします。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  申しわけございません。現在の東京事務所での職員配置に

ついては把握しておりません。 

委員（三輪順治君）  当然どこの市とか町とかというのは返ってくると思うとったんです

が、私が言いたいことは、要は井原だけ、井原も当然そうなんですが、観光とか特産品なん

かはどうしても地理的な広がりもありますから、例えば高梁市が派遣されとるとか、例えば

笠岡市が派遣されとれば１人というのは大変なかなか悩むときもあろうし、非常に厳しい状

態であるにもかかわらず期待は大きいと。できるだけみんなで一緒に岡山県の東京事務所へ

行って、そこで現場でいろんな悩みがありますから共有しながらお互いが三方一両得になる

ように頑張っていただければと思います。ぜひこれは関連する条例案も上程されて関係委員



- 36 - 

会に付託されておりますが、ぜひそこの１人の方が本当に相当大きなイメージ戦略を含め

て、いわゆる前線部隊での指揮官になりますので、よく連携をしながら、県と連携と書いて

ありますけども、私は県ももちろんそうなんですけど、派遣された関係の市町の方々とも協

力していい効果があらわれますようにご期待申し上げております。よろしくお願いします。 

委員（宮地俊則君）  １８７ページの一番上、ふるさと納税の事務委託料、これ９万９，

０００円ほどのものなんですが、これはどこに支払われる事務委託料なんでしょうか。 

地域創生参与（妹尾光朗君）  ふるさと納税事務委託料につきましては、ここで２８年度

新たに予算を計上しているものでございます。これにつきましては、現在行っておりますふ

るさと納税をネットで申し込みができるようなことに考えております。あわせまして、ネッ

トでのクレジット決済、これもできるように考えております。そのネット申し込みとクレジ

ット決済のできる事務委託料ということで９万９，０００円の予算を計上しているものでご

ざいます。 

 以上です。 

 

〈なし〉 

 

〈第４５款 土木費〉 

 

委員（三宅文雄君）  ２０３ページの１３節の都市計画マスタープラン策定業務委託料の

ことで先ほど説明されましたけれども、具体的にはどういうことをされるおつもりでしょう

か。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  都市計画マスタープランの策定につきましては、まず第

７次総合計画の方針と合わせる必要性があり、総合計画の策定スケジュールに合わせて平成

２８年、２９年度の２カ年で計画策定を行うこととしております。１５人以内の外部の方で

策定委員会をつくり、ご意見をいただきながら策定したいと考えております。 

 計画の対象期間としましては、おおむね２０年後の都市将来像を展望した上で策定し、具

体的な整備につきましてはおおむね１０年程度での目標設定を行うこととしております。 

 流れといたしましては、平成２８年度におきまして、現状分析、アンケート調査、現状の

取りまとめと課題の整理、県と協議、全体構想で素案作成までを考えております。平成２９

年度におきましては、地区別の構想、原案作成、パブリックコメントの実施、原案修正、都

市計画審議会への諮問、議会報告、最後に公表、広報してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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委員（三輪順治君）  ただいまの都市計画マスタープランについて再度お尋ねをいたしま

す。 

 大体の概要はわかりまして、いわゆる７次総というんですか、新しい１０カ年の計画とあ

わせた形で具体化されるんですけれども、都市計画マスタープランというものの意味づけで

すよね、内容的には何を計画に位置づけられるわけですか。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  こちらのほうは、市民の皆様のご意見を反映させた今後

の都市づくりの具体的なビジョンをつくっていこうとするものでございます。 

 以上です。 

委員（三輪順治君）  まち・ひと・しごとづくりの計画が既に先行しておりますけれど

も、相当思い切った重要資料を含めておつくりになっておりますが、私ども素人には何か屋

上屋を架すような計画づくりになるかなあと。むしろまち・ひと・しごとの具体的な計画づ

くりのほうが何か７次総との関連でいえばいいような気がするんですが、その明確な区分、

区別は何でしょうかね、まち・ひと・しごととの差は。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  都市計画マスタープランにつきましては、都市計画法の

第１８条の２の規定により都市計画区域がある市町村では計画を策定しなければならないこ

とになっております。先ほど言いましたように、最上位では総合計画がございます。それの

方向に基づきまちづくりも策定されることもありまして、そちらのほうもにらみながら整合

性がとれるようにマスタープランのほうの作成も行ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

委員（三輪順治君）  先ほど５００万円の内訳の一部をご説明いただきましたけども、ほ

とんどがこれ委託料でございますから、どっか業者のほうにそうした青写真といいますか、

各種計画に基づいた青写真をお書きになるというふうなイメージを持っとんですが、それで

よろしいんでしょうか。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  こちらのほうは、支援を委託するものでございます。い

ろんな他市とかの資料をそろえてもらうとか、いろんなことも業務のほうで参考となるのを

提案していただいて事務局で取りまとめていきたいと考えております。 

委員（三輪順治君）  手づくりでおつくりになるということでございましたのでもうこれ

以上言いませんが、既に先行しとる諸計画がたくさんあります。ぜひ整合性をとった形で庁

内的な体制をとりながら策定に当たっていただきたいということをお願いしておきます。 

 それから、ご質問を次でさせていただきたいと思います。 

 その次の次の行に空き家等実態調査業務委託料ありますが、この調査をするということだ

けでございますが、具体的なイメージでどういう形で調査をお進めになろうとされているの
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か、現時点でわかるものがあればお示しください。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  こちらのほうは国の補助事業でございます。補助決定を

受けて発注、契約となります。調査期間は約６カ月を見込んでおります。市内全域の空き家

に対して現地調査を行い、空き家の軒数や分布状況を把握するとともに、外観目視による不

良度の判定を行うこととしております。それに基づきまして、空き家に関するデータベース

を作成し、今後の井原市の空き家対策計画の策定及び空き家に関連する諸施策の展開の基礎

資料とするものでございます。 

 現地調査を行いまして空き家の状況を調べ、空き家の所在地情報、住所、位置座標、それ

と建物情報、建物の名称、用途、建物の階数、その他景観情報、雑草の繁茂の有無とかごみ

の放置、または不法投棄があるかないか、そういったことを調査するとともに、写真データ

を撮るものでございます。外観目視により空き家等の不良判定を行い老朽度のランクづけを

行うとともに、空き家が周囲に及ぼす影響や危険についても調査するものでございます。そ

ういった調査を行いまして、空き家の戸数、不良度別空き家の軒数、空き家率、そういった

ものをつくっていこうと考えておるものでございます。 

 以上でございます。 

委員（三輪順治君）  詳しくご説明いただきましてありがとうございました。 

 これ終わる時期は大体何月ごろと考えていてよろしいんでしょうか。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  先ほど申しましたけど、期間は６カ月程度かかると見込

んでおります。６月ごろに発注しましても年末か年明けぐらいになると考えておりまして、

遅くとも２月末までには調査を終わらせたいと考えております。 

委員（三輪順治君）  ありがとうございました。 

 先ほどの説明では、現状実態調査ということでございますが、例えば３年後、５年後、井

原市しかデータ、あるいは地元の町内会ぐらいしか持ってないんでしょうけど、ひとり暮ら

しでかなりご高齢でという話もございます。５年後にどうなるか、１０年後にどうなるか、

マスタープランとの関連もありますし、まち・ひと・しごと、空き家の活用も含めて単に国

の調査であると言いながらやっぱり付加的に市のほうと協力しながら地域の実態を浮き彫り

にする意味で、例えば向こう５年間における可能性の高い、黄色信号といいますか、そうい

うものも含めてやっていかんと後手後手になるような気がします。ぜひ先手先手でこういっ

た国の調査を活用する中で井原市独自の項目の中に入れながらやっていただければというふ

うに思います。 

 以上です。 

委員（簀戸利昭君）  ２０５ページの公園管理等委託料についてお尋ねします。 
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 相原公園の桜４４本を樹勢回復の治療をされるという委託されるということであります

が、それは金額はどれぐらいになるのか、お教え願います。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  予算では約４００万円を予定しております。 

委員（簀戸利昭君）  ４００万円ということでありましたが、２６年度決算でも３９０万

円から上がっていて、今回も樹勢回復の治療をして効果をどのようにご判断なられますか。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  ２６年度に４５本の桜の樹勢回復を行いました。昨年の

４月には前年度以上に花のつきもよくきれいな花が咲いております。効果があったと思って

おるところでございます。 

委員（簀戸利昭君）  終わります。 

委員（三宅文雄君）  ２０３ページの１９節の負担金補助及び交付金の中で建築物耐震診

断等事業費補助金というのが、前年が１２６万８，０００円だったのが今回６３１万６，０

００円ということで５００万円ぐらい増額になっとんですが、その理由と、それから耐震診

断等というのはどういう意味を含んでいるのか、教えてください。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  まず、増額の理由でございますが、こちらのほうは民間

の建築物の耐震診断を行うということが申請がなされております。こちらのほうは７棟の建

築物を診断されるということで、延べ床面積が６６０平米ぐらい、７５６平米と大きな建物

でございます。そちらのほうの耐震診断の補助金として約５００万円昨年度よりふえており

ます。 

 それと、耐震診断等でございますが、こちらのほうにつきましては、木造の耐震診断の補

強計画、それとそれに対する全体改修工事、それと部分改修及び耐震シェルターの設置工

事、そういったものを含めまして建築物耐震診断等としております。 

 以上でございます。 

委員（三宅文雄君）  昨年は、これはどのぐらいな耐震診断のケースが出ましたか。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  昨年の予算でございますか。 

委員（三宅文雄君）  １２６万８，０００円になっとんですが。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  １２６万８，０００円でございます。それの件数です

か。 

委員（三宅文雄君）  はい。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  件数につきましては、今集計中でございます。２７年度

の事業がまだ行っておりますんで、３月末でまとまると思います、現在は。 

委員（三宅文雄君）  何件を予定したとかというのはわかります。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  確認しますので、お時間をください。 
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 先ほどの内訳件数でございますが、耐震診断で５件、耐震改修で１件でございます。 

委員（三宅文雄君）  診断で５件、改修で１件ということで、それで今度民間の分、それ

プラス７棟で６６０平米で５５０万円が追加、余分に今年度で見とるという解釈でよろしい

ですか。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  先ほどちょっと訂正させてください。５件と申し上げま

したけど、耐震診断で７件でございます。５件と申し上げました。 

７件でございます。訂正させてください。 

委員（大滝文則君）  先般の再審議において質問いたしました公共下水道特別会計繰出金

についてちょっと確認とお尋ねをいたします。 

 先般質問したときに水道部長がお答えになりましたけども、この件については建設経済部

の次長が今説明されましたけども、基本的な確認ですけども、担当部は建設経済部というこ

とでよろしいんですかね。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  こちらのほうにつきましては、土木費都市計画費の目公

共下水道費に計上してございますが、内容につきましては下水道の特別会計のほうで把握し

ているものでございます。 

委員（大滝文則君）  ちょっとこれも確認ですけども、最後に総括質疑がありますけど

も、総括質疑のところでこの質問をしてもよろしいですか、ちょっとその辺を確認をします

が。 

委員長（藤原清和君）  ここの今所管しとる４５款の中でやらにゃ、今のこの繰出金につ

いてはな、ここで。 

委員（大滝文則君）  ということは、この説明はできないということですか。 

建設経済部次長（谷 昌彦君）  内容を把握してございませんので、説明はできないで

す。 

委員（大滝文則君）  繰り返し言いますけども、委員長繰り返しますけども、最後に総括

質疑、歳出予算の最後の委員会の総括質疑がありますけども、その総括質疑のときに担当

部、それから基本的にはこれ財政のほうでしとんじゃないかと思うんですけども、そういう

方がいらっしゃったときに総括質疑のときにしてもよろしいでしょうかという確認を。 

委員長（藤原清和君）  わしが答えるんかな。 

委員（大滝文則君）  執行部にお尋ねしますけども。 

副市長（三宅生一君）  ちょっと休憩をしてもらってもいいですか。 

委員長（藤原清和君）  休憩します。 
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〈休憩〉 

 

委員長（藤原清和君）  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ほかにございませんか。 

 

〈なし〉 

 

〈第５０款 消防費〉 

 

委員（坊野公治君）  ２１１ページの１８節備品購入費の小型ポンプ車３台なんですけれ

ども、ポンプ車３台の更新サイクル、何年で更新するかというのを教えていただけますか。 

市民生活部参与（谷本悦久君）  これにつきましては、２０年を超える車両を目安に更新

をしております。 

委員（坊野公治君）  現在はポンプ車とポンプ同時の更新が多いと思うんですが、ポンプ

も２０年という形じゃないと思うんですけど、そのあたりはどうなってますでしょうか。 

市民生活部参与（谷本悦久君）  小型動力ポンプにつきましても更新は２０年以上経過し

たものというふうになっております。 

委員（三輪順治君）  ２０６ページ以降は消防費の非常備消防にかかわって、実は財源内

訳を見ますと国庫補助が０円、その他が４９万７，０００円、全体経費の中で９，０００万

円弱の全体予算に対して持ち出しが８，９００万円です。これちょっと聞いてみるんです

が、国を挙げて阪神・淡路や東日本大震災以降の災害対策に応じて公助から共助、自助とい

うようなことが盛んに言われておりますが、国に対して県とか市の六団体を含めて非常備消

防の初期消火等災害対策、非常に大切な視点であると思われます。したがって、そういうよ

うな新たな地域力を高めるための地域防災力の強化に関して補助金制度というのはないんで

しょうか。あるいは、ないとすれば要望されてるんでしょうか。 

 以上の点についてお聞きします。 

市民生活部参与（谷本悦久君）  ただいまのご質問につきまして補助金制度があるかない

かということでありますが、県の補助金で施設整備でありますが、ライフジャケットを整備

をいたしました。これに対して補助は県のほうからいただいております。 

 それから、それ以外に補助金以外にないかということでございますけれども、この消防に

つきましては当然地域防災力の向上のためには欠かせない存在ということで、国のほうもそ

れに対して交付税を幾らかこの整備に対して基準財政需要額に上乗せをしてくれておるとい
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うふうには考えております。 

委員（三輪順治君）  交付税言われたらもう言いようないんですが、自由に使えるお金で

ございますから、いわゆるこういった報酬についても仕事を持ちながらあわせて地域を守っ

ていくという大変消防団員の方々には本当に頭が下がる思いがしてます。できるだけ労苦に

報いるような形で国のほうも県のほうも地域の力を基礎的に支えるということが必要じゃろ

う思います。だから、交付税に含まれとるようだったらもう言いようがないんですが、私が

今日は地域防災力の強化という視点で新たな意味の対応する制度があってもしかるべきだと

いうことを感想として言って終わりとします。 

委員（蔶戸利昭君）  ２０９ページの役務費の中の保険料の１１０万３，０００円という

ことですが、この保険内容を具体的に教えてください。 

市民生活部参与（谷本悦久君）  これにつきましては、消防車両の自賠責の保険料の３４

台分と全国市有物件の共済の掛金が消防車両７２台分でございます。 

委員（森下金三君）  先ほど坊野委員が質問されたポンプの話が出たんですけどが、井原

市の修理基準ではポンプ、からのポンプ、セルは原則つけないというふうに記載してあるん

ですが、なぜそういうふうに、セルつけたほうがかかりもええし楽なのになぜそれをつけな

いのかということをまずお聞かせ願いたいと思います。 

 それと、わかればセルをつけたんとつけないのとポンプの価格の値段、差額、これもすぐ

にはわからんのんかなあ。 

市民生活部参与（谷本悦久君）  ご質問なんですけれども、今整備基準が井原市設けてお

ります中に原則としてセルモーターは取りつけない、なぜと言われてもお答えは今できない

ということで、それとセルをつける場合とつけない場合の価格差でございますが、今現在は

把握しておりません。 

委員（森下金三君）  それじゃ、つけたほうが消防活動には非常に楽なと思うんですわ。

じゃけえ、それを今後どういうふうに、きょうのもう答弁はわからんからいいんですけど

が、今度次回ぐらいまでにはそういうことをよう考えて答弁できるようにしとってくださ

い。 

 以上。 

 

〈なし〉 

 

〈第６０款 災害復旧費〉 
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〈なし〉 

 

〈第５５款 教育費中、第１０項教育総務費から第５０項幼稚園費〉 

 

委員（森下金三君）  今度小学校にエアコンを設置されるということで８小学校と、へえ

で２９年度の予定が５小学校ということで５小学校はどこどこになるんですか。 

 それで、５小学校が来年度に回るという理由はどこにあるのかと。 

 へえで、これ数で言えば今年度やろうとされとる８小学校、クーラーは各教室１個ずつつ

けるわけですが、全部でトータル何十個ぐらいなるんでしょうか。 

 へえで、電気料というものは、これは予算書で見れば電気料はどこで見るのか。当然数が

多いから電気料はぐっと上がると思うんですが、それはこの予算ではどこへ見ていくのか。

大体金額はどのくらいぐらいかかるのか。とりあえずそれだけ。 

教育次長（山田正人君）  来年度８小学校にエアコンを設置します。その学校ですが、高

屋小学校、大江小学校……。 

委員（森下金三君）  つけない学校を。 

教育次長（山田正人君）  つけない学校。 

委員（森下金三君）  取りつけはわかりますんで。数が３つ少ないのがええから。 

教育次長（山田正人君）  失礼しました。 

 来年度つけない小学校。 

委員（森下金三君）  ２９年度の。 

教育次長（山田正人君）  野上小学校、井原、出部、美星、芳井の５校でございます。 

 なぜ分けるのかということでございますが、本年度から４年間で幼稚園、小学校、中学校

全ての保育室、教室にエアコンを設置する、４年間で設置するということでありまして、そ

の事業費の平準化を図るために４年間ということにしております。 

 それから、来年度設置いたしますエアコンの数でございますが、８小学校で新規につける

教室が１１２教室、台数は２５４台を計画しております。 

 電気代でありますが、２２１ページ、小学校管理費の需用費の光熱水費。 

委員（森下金三君）  待ってな、２００……。 

教育次長（山田正人君）  ２２１ページ、需用費の光熱水費４，２６５万円計上しており

ますが、一教室当たりの電気代を約１３万円を見込んでおります。 

 以上です。 

委員（森下金三君）  今中学校へ設置してます。中学校と小学校も恐らく使用というのは
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同じようにされるんじゃねんかと思うんですが、使用基準、例えば温度設定を何度にすると

か、朝から晩までつけるのか、教室休憩時間は切るのとか、そういう使用基準というふうな

ことはどうなっとんですか。 

教育次長（山田正人君）  本年度４中学校にエアコンを設置いたしました。初期投資もそ

うですが、おっしゃられるように、電気代、ランニングコストがふえていくのが懸念されて

おりまして、教育委員会から本年度については４中学校の校長先生あてに文書で空調設備の

利用についてお願い、依頼文を出しております。管理経費節減及び地球温暖化防止に努めて

くださいということで、冷暖房の設定温度ですが、冷房は２８度、暖房は１８度、それから

例えば冷房は６月中旬から９月中旬をめどに使ってください。暖房は１１月中旬から３月末

に使ってくださいというようなお願いをしております。そういうこともお願いしてますし、

このエアコン導入に当たりましては集中管理方式を導入いたしました。職員室あるいは事務

室で集中管理するという、各教室で温度を上げ下げできないような集中管理方式、そういう

ことによってエアコンの切り忘れも防止できますし、そういう方式もとっております。 

委員（森下金三君）  エアコンをつけるもともとの考えというのは暑いからエアコンをつ

けるわけです。そういうことですわな。へえで、教育長も一遍また校長会があったときに聞

いてみてもらえりゃええんですが、２８度で設定しとると非常に暑い日があるわけ、例えば

３６度のときがある、３８度のときがある、３０度、同じ一定の２８度にしとると、ある子

供に聞いたんですけどが、非常に２８度クーラーつけても汗が出ると、へえでたまらず扇風

機を回したと。ちょっと冗談みたいな話です。クーラーは冷やすためにつける、それのに汗

をかいて勉強せにゃいけん。へえけえ、２８度の設定をやっぱりその日によって基準を合わ

せて、暑い日にはその設定温度を１度下げるとか２度下げるとか、また寒い日には２９度に

して、ただ２８度に設定してそれで汗をかきかき勉強するというふうな、これはもうクーラ

ーつけた意味がない。そういうことも教育委員会はしっかり実態調査をして、やっぱり勉強

しやすい環境、そのためにつけとるんですから、暑い日汗をかいた、クーラーつけてという

たら何ぼ費用がかかるからということで、へえで今集中管理しとるからまあ何する、それと

朝つけてどこの部屋でも一緒ですわ。寒くなって快適になるまでは時間かかるわけです。そ

ういうこともやっぱりいろんな細かいことも考え聞き、それで環境に応じた状況で使うてい

くというふうにしないと、クーラーを多額のお金をかけても意味がない。そういうふうにな

ると思うんですけど、どう思われます。教育長。 

教育長（片山正樹君）  原則は今言った温度設定でありますので、温度を下げるためには

先に低温にしといてからだんだんそういったことになるとか、あるいは逆に高温にしといて

その温度に合わすというようなことになろうかと思うんです、必ずしもこの２８、１８、毎
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日きちっと朝から晩までということではないので、弾力的にそれは使われるというふうに考

えております。そういうふうに校長先生方には言っていこうとは思いますけどね。 

委員（森下金三君）  今教育長言われたように、やはり状況に応じて温度設定をしていく

ような、そういう柔軟な指導というものを仕様書を次長書いて、汗をかきかき勉強せん、そ

ういうクーラーでなけにゃいけんと思う。へえけん、その辺はもうやっぱし時々ほんまに暑

いかどうか、時間がとれたら回ってみて、そりゃもうちょっと子供来て笑いましたがな、ク

ーラーつけて扇風機をかけにゃいけんというて、もう漫画みたいな話するなあとなるもんじ

ゃから、冗談じゃろう言うたんじゃが本気らしいです。そういうことで、せっかくええのを

今度は小学校へつけるんじゃけえ、そういうことも考えて、中学校は現についとるんじゃか

ら、そういうこともきちっと、快適な環境でできるようにひとつ配慮をお願いしたいという

ことです。 

委員（三輪順治君）  校務システムを小・中学校へ導入されることについて本会議でお聞

きしたことに関してちょっとお話をしますと、質問しますと、できるだけ早く校務支援シス

テム整備して、できりゃ夏休み以降本稼働したいということで、それは大変結構でございま

すが、私が聞いて一番ちょっとびっくりしたのは、データをセットアップしてことしから蓄

積していくと、昔の分は紙データで残るという話でしたけれども、間違いございませんか。 

教育次長（山田正人君）  そういう内容の答弁をさせていただきました。 

委員（三輪順治君）  人間はもともと過ちを犯すことを前提にいろんなことを考えていか

にゃいけないんですけども、この間の悲惨な中学生の自殺事件もありましたように、データ

の管理というのは非常に思わんところで波及的に出てきます。私はできれば今回セットアッ

プ、委託する場合に業者の方に必要なデータの立ち上げを教員の方でなくて業者の方に、選

定した業者の方に何年か分、小学校でいやあ６年間あるわけですから、当然何項目か業務を

おっしゃいましたけど、特に成績とかいろんなことを含めてデータで一元管理せんと人間管

理しょうたら本当に学校の先生は校務支援じゃなくて校務阻害、学校校務によって本来の授

業に没頭できなくなる可能性もあるので、できればそういうふうな形で、事業者がおつくり

になってる委託で見積もられとんでしょうけど、過去何年間かわかりませんが、学校の現場

によって事情あると思いますが、業者の方にセットアップしていただいて読み合わせをし

て、データとして渡していただいてそれを移行すると、その上に新しいのをどんと乗っけて

いくと。当然業者指定任せにはならんのんで、教育委員会のほうで最終的な確認をしていた

だくとしてやられんと、片方では画面見ながら片方では台帳見ながら、これ間違えますか

ら、人間、普通に考えて、どう思われます。 

委員長（藤原清和君）  そりゃちょっと待って。システム……。 
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委員（三輪順治君）  委託料のことを聞きょんじゃけえ。 

委員長（藤原清和君）  システムのことは校務システムのことを言よんじゃろう。 

委員（三輪順治君）  委託料で聞きょんです。 

委員長（藤原清和君）  へえで、どう思われますというようなことじゃいけんから。 

委員（三輪順治君）  それじゃ、それ変えにゃあ。 

 この委託料の中にそういった業務を入れてもらえませんか。 

教育次長（山田正人君）  一般質問でも答弁させていただいたとおりでございまして、そ

の必要性は感じますが、そういう前の情報を入力することは考えておりません。 

委員（三輪順治君）  現場の先生のご意見どうでしたでしょうか。別にないですか。 

教育長（片山正樹君）  議会で申しましたように、転記するということを５年生が今度６

年になるわけですけど、５年生までの成績を全部行動の評価とか学習の観点別とか皆移しか

えるということの作業等が入ってきまして、それの転記にはまた誤記が必ず起こるという可

能性がある。それを誰がもう一回点検するかというと、どうしてもまた業者というよりも教

員ということになって、そういったこともあるんで、今までのものはもう要録は１年からず

うっと全部書いていってるわけなんですけども、手書きのとこもございますので、そういっ

たところも直すということができないんで、今のところはもうそういう現物を残す、そして

それに新しいものを加えると、その作業が一番教員にとっても正確を期する上ではそのほう

がいいというふうに考えております。 

委員（三輪順治君）  百歩も譲らなくて十歩譲って、例えばＰＤＦにしてデータベースで

持たせて検索しやすうにしたらどうですか。 

教育長（片山正樹君）  今言ったように、一番大もとは最初言いましたことの作業がどう

しても要るわけで、それについてはできかねるということでございます。 

委員（三輪順治君）  終わります。 

 

〈なし〉 

 

〈第５５款 教育費中、第６０項社会教育費〉 

 

委員（森下金三君）  ２４１ページ、負担金補助の分で下から２番目の市重文薬師如来座

像保存修理事業補助金、この薬師如来の保管というか、保存しとられるところはどこが保存

しておられる分なのか、それと補助金ですが、補助率はこれ何ぼですかね。 

 以上。 
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文化課長（藤井清志君）  こちらの市重文薬師如来座像保存修理事業補助金の薬師如来座

像を保存しているのはどちらかということですけれども、美星町の高澤寺、三山にございま

す高澤寺というお寺でございます。 

 補助率ですけれども、これは市の指定の文化財でございますので、事業費の２分の１でご

ざいます。 

委員（森下金三君）  終わります。 

 以上。 

委員（柳井一徳君）  同じく２４１ページの委託料についてなんですが、伝統芸能保存継

承事業委託料、これは本会議でＤＶＤ化をするということをお聞きしておりますが、これは

どのような形になるんでしょう。ＤＶＤは各世帯、全世帯へ配布するためにつくるのか、そ

れとも教育委員会で保存して各地区公民館か何かで保存してそれを見なさいとかという形に

なるんでしょうか。 

文化課長（藤井清志君）  このＤＶＤにつきましては、この委託料の中で２００枚を作成

する予定にしております。それぞれ市内の社会教育施設あるいは学校、それから県内自治体

に配布する計画であります。 

委員（三輪順治君）  公民館費、２４３ページをお願いします。 

 一番下の負担金補助及び交付金の地区公民館活動費補助金でございますが、一応ご説明が

あったと思うんですが、ちょっと中身について教えていただけませんでしょうか、再度。 

生涯学習課長（唐木英規君）  ２４３ページ、負担金補助及び交付金、地区公民館活動費

補助金の内容でございます。 

 こちらにつきましては、美星自治公民館連合会の運営費及び活動費の補助金を補助をする

ものでございます。 

委員（森本典夫君）  ２４３ページの需用費の修繕料について、それぞれが幾らなのか予

算を教えてください。 

生涯学習課長（唐木英規君）  まず、県主公民館の分室の室外機のイオン修理及び消耗品

の交換でございますが、こちらが１５万円、木之子公民館の土塀の白壁修繕が１６万円、芳

井公民館共和分館のステージの修繕が３３万円で、その他小修繕のもろもろを見ておりま

す。 

 以上でございます。 

 

〈なし〉 
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〈第５５款 教育費中、第７０項保健体育費〉 

 

〈なし〉 

 

〈第６５款 公債費〉 

 

〈なし〉 

 

〈第７０款 諸支出金〉 

 

〈なし〉 

 

〈第８０款 予備費〉 

 

〈なし〉 

 

〈歳出全般〉 

 

委員（三輪順治君）  電気代についてお尋ねをいたします。 

 本年４月から電気の自由化が始まります。これ考え方なんですが、現在契約されてる電気

会社があると思いますが、井原市全体で見ると電気代は相当な額になると思います。入札す

る気があるかどうか、あるいは何かを考えてらっしゃるかどうか、従前のものかどうか、そ

れだけちょっとお尋ねをいたしたいと思います。 

総務部参与（渡邊聡司君）  本年度までは中国電力のほうから購入はいたしておりました

が、新年度におきましてそういった新電力を導入すべく今現在導入に向けた対応を検討して

るとこでございます。 

委員（三輪順治君）  終わります。 

委員（藤原浩司君）  ８ページの下から２行目の学校給食輸送業務で、これ債務負担行為

１，７６５万円と出ておりますが、飛んで２６３ページの学校給食輸送業務委託料１，３８

０万円、この３８５万円の差額は債務負担行為でどんなものが輸送以外にあるんでしょう

か。 

総務部参与（渡邊聡司君）  まず、教育費、本年度の予算額にあります給食運搬業務につ
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きましては、平成２８年度１年間の運搬業務に要する経費を計上いたしております。 

 ８ページにつきましては、これは実は２８年度以降長期契約を結ぶ計画でおります。そう

いった関係で２９年度から３０年度までとなっておりますが、２９年度、それから３０年度

の７月までのものをあわせてここで契約をするということで、将来的な予算額をここで保証

するという意味で債務負担行為を掲げているところでございます。 

委員（大滝文則君）  先般の予算審議において質問いたしました公共下水道事業特別会計

繰出金について改めてお尋ねいたします。 

 私が基準外繰り入れはないのかという質問に対して基準外繰り入れはありませんという中

で、公営企業健全化契約をお示しし、その資料に基づいてこういうふうになっとるというて

基準外繰出金はこういうふうに上がっとるじゃないかという中で、その後の回答は、全て法

令に定められている範囲内ですという回答で終わりました。質問回数の制限がありますの

で、そのときは何も再質問しておりませんけども、この法令の定めた範囲内という中で、そ

の法令に定められた、要するに法令とは法定内と、全て法定内ということですから、法令に

定められたということであるかと思うんですけども、そういう法令が実在するのかどうかと

いうことをまずお尋ねしたいと思います。 

水道部長（笠行眞太郎君）  本会議でのご質問に対する追加のご質問でございます。 

 法定内のということについてのお尋ねでございますが、法定内と、それからもう一つは基

準内というような整理をしております。そもそも特別会計に位置づけておりまして、この下

水道の特別会計は地方自治法の第２０９条に基づきます井原市の特別会計条例にまず定めら

れております。 

 特別会計のこの精神と申しますか、これは特別会計は、ご承知のとおり、特定の歳入を持

って特定の歳出に充てるという、いわゆる独立採算を原則としたものでありまして、これら

の見地に立って会計処理が進められることになっております。 

 経費の内訳で申しますと、下水道特別会計では下水道の施設の維持管理に要する経費と、

それから建設に要する経費を予算計上させていただいております。維持管理に係る経費とし

ては、施設の修繕であったり、それから処理場の管理費、それから市債の償還等がこれらに

含まれるわけでございます。そういったものは、これらの経費というのは原則としていわゆ

る水道の使用料で賄うというのが基本となっておりまして、この経費の中に使用料をもって

充てることが適当でない経費というのが定められております。これ能率的なといいますか、

効率的な経営をもってしても使用料のみでは賄うことが困難な経費というふうな整理をして

おりまして、これらを一般会計からの繰入金で充当をできる旨、規定をされております。こ

れは地方財政法第６条と、それから特定地方公営企業法の１７条の２でございます。 



- 50 - 

 これらを踏まえまして、下水道の建設に要する財源につきましては、本会議で申しました

ように、国庫の補助金と、それから市債、それから受益者の負担をもって賄うことが原則と

いうふうになっております。その一部を一般会計からの繰入金で繰り入れているという整理

でございます。 

委員（大滝文則君）  ちょっと繰り返しになりますけども、法定内という中でこの基準を

積算する根拠の法律があるのかないのかということを僕は聞いとるんで、端的にちょっと、

その地方自治法の２０９条とか、地方財政法とかということを言われましたけども、地方自

治法、これは同僚議員が１２月にも言われてますけども、特別会計を設けることができると

いう中でその財源を、基本はそれは受益者負担が原則なんですけども、それ足らないところ

はこの部分を使ってはいけないという法律があるのかないかということを聞いとるので、そ

こんとこちょっと端的にご説明をお願いします。 

水道部長（笠行眞太郎君）  法の範囲というふうなご説明でありますが、先ほど申しまし

たように、繰り出しの基準内で繰り入れをやっております。それは原則として、先ほど申し

上げましたような、いわゆる法律に基づいた皆さんのお預かりした負担金であったり、それ

から利用料であったり、使用料であったりというもので賄うべきものが規定をされておりま

すから、その中で賄っていると。 

 とは言いながら、本会議で申しましたように、下水道事業というのは例えば浄化センター

を設置します、そこには人も配置します、ですけど面としては例えば１割しか面整備はでき

てなくって井原市内の全部をカバーできてない部分があるとすれば、それは当初からは当然

その使用料だけで賄うことはできないわけですから、その分を一般会計で補填をすること

は、これはいわゆる基準内の繰り入れの範囲であるというふうな国の見解、それから県の指

導を受けて我々は適正な会計処理を行っておると、こういうことでございます。 

委員（大滝文則君）  先般お示しした公営企業経営健全化計画の中にもありますけども、

財務上の特徴でいろいろこの償還事務に係ることでこれはこれをこういう計画をつくった上

で繰上償還、笠岡市なんかは借りかえをしようと、不足しとんですけども、井原市は財政が

豊かでありましたので、多分その当時に財政調整基金とかを取り崩してこの繰上償還したん

じゃないかと思うんですけども、その一方に、芳井処理区の、途中飛ばしますけども、供用

開始は平成２１年度の予定であり、それまでは一般会計からの繰入金に頼った財政運営にな

るが、公平な受益者負担を目指し料金体系の見直しを図るということで、その中で市民全員

が使ってないんだし、要するに個人の受益者の負担分が、先ほど言った公債費の分もわかり

ますけども、受益者の一部分の部分を全部を償還事務の分を上げるんじゃなしに、その付保

割合をきちっと計算して償還、その基準内繰入金、できるだけ基準内繰入金使っていけるも
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のをつくっていきましょうという契約じゃと思うんですけども、その中で平成２１年度には

１５％の燃料使用料単価の改定も入っとるわけですねえ。そういった契約書があるわけです

けども、先ほどの話からすると全てそれを否定するようなことにも聞こえるんですけども、

この整合性というのはどういうふうになるか、この公営企業経営健全化計画と今言われたお

話との整合性というのは。 

水道部長（笠行眞太郎君）  先ほど申しましたように、まだ整備途上でございまして、今

の井原市の下水道事業は平成３３年を現在の全ての事業の完了年度の目標に今頑張っておる

わけでございまして、そこまでは１００％見込んどった負担金であったり、それから使用料

が入ってこないわけですから、そこの部分を財政調整するのに国の指導、県の指導が一般会

計からの繰入金で補っていくと、収支バランスを保つというのが国、県の指導ですから、そ

れが私ども申しましておりますように、基準内の繰り入れと。これが成熟しまして当然面整

備が全部完了した後には、今度は企業会計へ将来は移行するわけですけども、これはもうま

さに独立採算の原則に基づいて、今の上水道企業と同じように会計処理がなされるというふ

うな見込みでございます。 

委員（大滝文則君）  繰り返しになりますけども、先般の予算審議のときに私が基準外繰

り入れはありませんかというときに繰り入れはありませんというのは、要するにそういう県

や国の示した範囲でいうと基準外繰り入れはないということを今おっしゃったわけですか

ね。そういうことで理解してよろしいですか。 

水道部長（笠行眞太郎君）  はい、そのとおりでございます。 

委員（大滝文則君）  もともと多分国が示した下水事業における本市に対する繰り出し基

準というのがホームページというか、今ごろパソコン開くと出てくるわけですけども、基本

的に繰り出し基準というのはこういう基準内に沿っていくと交付税が反映されますというの

が繰り出し基準だと思うんです。それについては間違いないでしょうか。 

総務部参与（渡邊聡司君）  趣旨を確認させていただきますが、交付税で措置されたもの

が繰出金でイコールというふうにおっしゃったんでしょうか。 

委員（大滝文則君）  繰り出し基準、ここへ先ほどから言いましたように、公営企業経営

健全化計画について今ちょっとお話しょんですけども、ここにある振り分けについては、こ

れは総務省ですか、総務省の大臣通知で毎年来とると思うんですけども、下水道事業におけ

る資本費に対する繰り出し基準という資料があります。それはこういう繰り出し基準に合わ

せて繰り出した分についてが交付税措置されるということでここへ書いてある基準内繰入金

と基準外繰入金のさび分けをしてあるんでしょうかという。 

総務部参与（渡邊聡司君）  基本的には、繰り出し基準と交付税の算入というのはこれ一
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致するものではございません。あくまで下水道特会へ繰り出す経費に当たっては、こういっ

た経費が対象になりますよと、その場合この経費の２分の１あるいは３分の２、そういった

基準が定められております。それとまた、交付税で基礎となります基準財政需要額に算入さ

れる経費、これは異なってまいります。一つの例を挙げてみますと、過疎対策事業債もこの

整備する際に起債の借り入れを行っております。じゃあ、この交付税の算入率は幾らかとい

うと７０％が交付税に算入されておりますが、だからといってその７０％全て繰出金に基づ

いて支出するというもんではございませんのんで、必ずしも一致するものではございませ

ん。 

委員（大滝文則君）  ということは、ここにあえて書いてある、これは水道部か財政のほ

うでつくられたものかわからんですけども、ここにある基準内繰入金と基準外繰入金につい

ては今の話からは非常に難しい、また勉強し直してまたご質問しなければいけないんで、こ

の書いてある基準外繰入金を水道部長の話からすると国や県は基準の範囲内であるというよ

うな、何かどういうふうなさび分けをこれちょっとすりゃいいんですかね。その辺もう少し

詳しくお示し願えんと、ちょっとわかりにくいんですけども。 

水道部長（笠行眞太郎君）  詳しくという話ですが、詳しくご説明を今丁寧にさせていた

だいたと思っておりますが、さらに詳しくということでございます。 

 先ほどから申し上げましたとおり、建設途上のいわゆる過大な投資を当時はやらなきゃい

けないわけですね。それをするに当たって、これを利用者、市民の使用料と負担金で全てを

賄うことはできないから、それを一般会計で施設が全部もう一応でき上がるまではその不足

する収支不足分を一般会計の繰入金で賄うことは、これはやむを得ないというのがこの基準

内繰り入れるという説明をしてるもう基本でございまして、これ以上の説明は実はございま

せん。 

 以上です。 

委員（大滝文則君）  わかりました。ということは、これについてはそういう基準外繰り

入れも入れてもいいという基本的には基準があるということですから、その基準の資料とい

うのはいただけることはできるんですかね。 

水道部長（笠行眞太郎君）  総務省が発出しております通知というのはございますので、

それには細かく中身を書いておりますが、それはご提供させていただくことは可能ですし、

総務省もこれは公表をしております。 

委員（大滝文則君）  それでは、後日その資料をまたお示しいただきますように。６月、

部長ここで退職されますんで、引き継ぎとして申しわけないですけども、６月の委員会とい

うことで、所管事務でお願いするかもわかりませんけども、そのときにはよろしくお願いし
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たいと思います。 

 もうよろしいです。 

 

〈なし〉 

 

〈第４条 一時借入金〉 

 

委員（三輪順治君）  いわゆる一借と言うんでしょうけど、一時借入金が出動して非常に

厳しいキャッシュフローをせざるを得ない時期というのは大体いつごろで、大体どれぐらい

お借りされますか。実績で結構ですから。 

総務部参与（渡邊聡司君）  ただいまのこの一時借入金と予算書にうたっておりますが、

本市は一時借り入れでなくして基金からの繰りかえ運用という手法をとっております。資金

ショートが起きますのは大体３月の上旬から４月末ごろにかけて起きます。本年度の状況を

見てみますと、今現在２５億円の繰りかえ運用を行っているところでございます。 

 

〈なし〉 

 

〈第５条 歳出予算の流用〉 

 

〈なし〉 

 

〈一般会計全般についての総括質疑〉 

 

委員（大滝文則君）  ２８８ページの地方債の現在高の見込みということでお示しがあり

ますけども、前年度の６億１，５００万円ほど減少するということです。地方債については

ほとんど交付税措置がされとると思いますけども、２８年度の影響がどうなのか、また２９

年度以降に減少した部分について地方交付税はどの程度影響が出てくるのかということをお

示しいただきたいと思います。 

総務部参与（渡邊聡司君）  ２８８ページには地方債、市債の残高を掲げておりますけ

ど、交付税に算入される額というのは当該年度に元利償還していきます。その金額に対して

交付税が算入されるということで、その期末残高に対して交付されるもんではないというこ

とがまず一点示しておきたいと思います。 
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 それから、どの程度影響があるかということですが、ちょっとこれ詳細には積み上げをい

たしておりません。基本的には、きょうの歳入のとこでも申し上げましたけど、過疎債ある

いは合併特例債、緊急防災事業債、こういった７０％程度の交付税算入があるものというこ

とで、これらを基本的にはもう中心として借り入れていくということなんで、この起債の残

高が今後の財政運営に大きく影響を与えるというふうなことは考えておりません。 

 

〈なし〉 

 

〈討論〉 

 

〈なし〉 

 

〈採決 原案可決〉 

 

委員長（藤原清和君）  本日はこれで審議を終了いたします。議員の皆さん、大変長時間

にわたってご苦労さんでございました。 
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࡛行い࠾ࡃࡋࢁࡼࠊ࡛ࡢࡍࡲ願いいࠋࡍࡲࡋࡓ 

 ࠋࡍࡲࡾ入議ࡾࡼࢀࡇ 

 

 ࠒ議案第㸯㸶号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市大倉財産༊会計予算ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ討論ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

 ࠒ議案第㸯㸷号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市東水砂財産༊会計予算ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ討論ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ
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 ࠒ議案第㸰㸮号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市宇戸財産༊会計予算ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ討論ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

 ࠒ議案第㸶号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市国民健康保険事業特別会計予算ࠑ

 

委員㸦森本典夫君㸧  数点࠾尋ࡡいࠋࡍࡲࡋࡓ 

 回税率改正いうࡶࡇあࠊ࡚ࡋࡲࡾ税ࡢ増㢠ࡀ組ࡢࢀࡑࠊࡶࢀࡅࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࡲ

根拠࠾ࠊ聞ࡏいࡓࡁࡔࡓい思いࠋࡍࡲ 

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  税ࡢ根拠ࡘい࡚ࡈ質問࡛ࠊࡀࡍ㸰㸷㸷ࡢࢪ࣮࣌う

ࡢ回ࠊࡀࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋい࡚グ載ࡘ健康保険税ࡢ㏥職被保険者保険税ࡢ一般被保険者

税率改正࡚ࡗࡼ㸰㸶ᖺ度ࡢ被保険者数ࢆ出ࠊ࡚ࡋࡲࡋあᖹ成㸰㸵ᖺ㸯㸰᭶現在ࡢ所得࡛

試算ࠊ࡚ࡋ税ࢆ計算࡚ࡋ算出ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  最ࡶ増㢠ࡿ࡞世帯ࡽࡄࡢࡀいࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡢ࡞世帯数ࡣ何世

帯ࢀࡑࠊ金㢠ࡽࡄࡢࡀいࠊࡢ࡞金㢠いうࡓࡲࡣࡇᚋ࡛尋ࠊࡽࢀࡑࠋࡀࡍࡲࡡ最

 ࠋࡍࡲ思いいࡓࡋࡓいࡡ尋࠾ࠊࡢ࡞いࡽࡄࡢࡣ世帯ࡿ࡞い増㢠࡞少ࡶ

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  最ࡶ増㢠ࡿ࡞世帯ࡣいうࡈ質問ࡇࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ

ࡣ世帯ࡿ࡞増㢠ࡶ最࡚ࡋ所得࡛計算ࡢ全世帯構成ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞計算ࡢ࡚ࡋ対所得ࢀ

㸯人世帯ࡢ所得ࡀ㸳㸮㸮万ࡢ世帯ࡀ最ࡶ大࡞ࡁ増㢠ࠋࡍࡲࡾ࡞ 

 最ࡶ少࡞い世帯ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ㸱㸱万以ୗࡢ㸯人世帯ࠋࡍࡲࡾ࡞ 

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  㢠ࡽࡄࡢࡀいࠋࡢ࡞最高ふえࡿ増㢠ࡽࡄࡢࡀࢀࡑࠊいࡢ࡞

ࡽࡄࡢࡀ金㢠ࡣࡢい࡞少ࡶ最ࠊࡽࢀࡑࠋࡢࡿࡍいヱ当ࡽࡄࡢࡀ世帯ࠊࡽࢀࡑࠋ
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いࠊࡢ࡞何世帯ࡽࡄいあ࠾ࠊࡢࡿ尋ࡓࡋࡡい思いࠋࡍࡲ 

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  最ࡶ高ࡀࡢࡍࡲࡾࡀୖࡃ㸯人世帯ࡢ㸳㸮㸮万࡛㸯㸲万

㸰㸮㸮ࡢᖺ㢠ࠋࡍࡲࡾ࡞世帯数ࡣ㸴世帯࡛ࠋࡍ最ୖࡶ昇率ࡢ少࡞いࡀࡢ㸯人世帯࡛㸱㸱

万以ୗ࡛㸯，㸲㸯㸯世帯࡛ࠋࡍあࠊࡗ済いࠋࢇࡏࡲ最ࡀࡢࡿࡀୖࡶ㸴世帯࡛࡚ࡃ࡞ࡣ㸯㸷

世帯ࡢ間㐪い࡛ࠊࡓࡋ済いࠋࢇࡏࡲ少࡞いࡀࢁࡇ㸰，㸶㸮㸮ࡢᖺ㢠ࡢ増ࠋࡍࡲࡾ࡞ 

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  㸵割ࠊ㸳割ࠊ㸰割ࡢ減免世帯ࡀᚋういうふう᥎移ࠊࡍࡲࡋ

 ࠋ࡚ࡗࡼࡆୖࡁ引ࡢࡇ

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  軽減世帯ࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ所得ุ࡛定ࡔࡲࠊ࡛ࡢࡍࡲࡋ㸰

㸶ᖺࡢ出࡚ࠊࡀࢇࡏࡲ㸰㸵ᖺ度ࡢ所得࡛現在ࡣ計算ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ世帯数ࡢ変動ࡊࡈࡣ

いࠋࢇࡏࡲ 

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  基礎課税㢠ࡢ㸳㸰万ࢆ超えࡿ世帯ࡀう変ࠋࡍࡲࡋ 

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  ࠾ࡃࡽࡤࡋ待ࡉࡔࡃࡕいࡗࡻࡕࠋ現在手元資料ࡀあ

 ࠋいࡉࡔࡃࡕ待࠾ࡃࡽࡤࡋࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡾ

委員㸦森本典夫君㸧  ḟࡶࡢ多ศ資料࡞ࡀい࡞ࡣ࡛ࢇい思いࠊࡀࡍࡲᚋ期高齢者支援

金等課税㢠ࡀ㸯㸵万ࢆ超えࡽࡄࡢࡣࡢࡿい࡛ࡻࡋうࠊ変ࠋ 

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  済いࡶࢀࡑࠋࢇࡏࡲ限度㢠関ࡃࡌྠࠊ࡛ࡢ࡞ࡇࡿࡍ

現在ࡗࡻࡕ持ྜࡕわ࡞࡚ࡏい࠾ࡃࡽࡤࡋࠊ࡛ࡢ待ࡉࡔࡃࡕいࠋ 

限度㢠ࢆ超え࡚いࡿ世帯ࡀ㸵㸶世帯࡛ࠋࡍ護ศࡀ㸯㸯世帯࡛ࠋࡍ以ୖ࡛ࠋࡍ 

 済いࠋࢇࡏࡲ限度㢠ࢆ超え࡚いࡣࡢࡿ基礎課税ศࡀ㸵㸶世帯࡛ࠊᚋ期ศࡀ㸯㸮㸳世帯ࠊ

護ศࡀ㸯㸯世帯࡛ࠋࡍ 

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  回ࡀ㸵㸶㸯㸮㸳いうࠊࡀࡍ࡛ࡇ前ᖺ度ࡣ幾ࠋࡍ࡛ࡽ 

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  㸰㸵ᖺ度ࡢ所得ྠࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࡶࢆ数ࡢ世帯

数ࠋࡍࡲࡾ࡞㸰㸶ᖺ度ࡢ所得ࡀ決ࡍࡲࡾࡲ変更ࠊࡀࡍࡲࡋ㸰㸵ᖺ度ࡢ所得࡛試算࠾࡚ࡋ

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞世帯ྠࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  ࢀࡒࢀࡑ㸵㸶世帯࡛ࠊ保険税ࡀ㸰㸵ᖺ度決ࡿ࠾࡚ࡗࡲわࠊࡀࡍ࡛ࡅ

保険税ࡀ㸯㸵．㸷％ୖ࡚ࡗࡼࡇࡿࡆ変動ࡿࡃ࡚ࡋわࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅ変動ࡢࡿࡃ࡚ࡋ比

いうࡓ加えࢆ増税率ࡣ計算ࡢࡾࡓあࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡅわࡿ࡞ࡃ࡞当然少ࡀ前ᖺ度ࠊࡍࡲ

ࡓあࡢࡑࠊ࡛ࡅわࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡶࡇいうࡍ㸳㸰超ࡣ度ࡀ人ࡢうࡢୗࠊࡤࢀ࡞ࡇ
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 ࠋࢇࡏࡲࢀࡽ࠾࡚ࢀࡉࡃ全ࡣ計算ࡢࡾ

 最高ふえࡀࢇࡿ㸯㸲万何ࡋࡀいうࡀࡢあࡢࡇࠊࡀࡓࡋࡲࡾ㸳㸰ࡢ線࡛い࡚ࡗいࡿ方ࡀ㸯

㸵．㸷％ୖࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿࡀୗࡢ人ࡀ度ࡣ㸳㸰超ࡼࡍうࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡇ࡞わ࡛ࡅ

 ࠋうࡻࡋ࡛ࡢ࡞ࡇいうい࡞い࡚ࢀࡉࡃ全ࡣ計算ࡢࡾࡓあࡢࡑࠊࡀࡍ

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  済いࠋࢇࡏࡲ改正ᚋࡣ基礎課税ศࡀ㸯㸯㸱世帯ࠊᚋ期ศ

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࡳ見込ࡢ㸱㸷世帯ࡀ護ศࠊ㸷㸷世帯ࡀ

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  ࡶࡗࡻࡕう一回言ࡉࡔࡃ࡚ࡗいࠋ 

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  基礎ศࡀ㸯㸯㸱世帯ࠊᚋ期支援ศࡀ㸷㸷世帯ࠊ護ศࡀ

㸱㸷世帯࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  基礎課税㢠ࡢ㸳㸰ࡁࡢ㸵㸶いうࡀࡢ言わࡣࢀࡇࠊࡀࡓࡋࡲࢀ

㸰㸵ᖺ度ศ࡛ࠊ㸰㸶ᖺ࡛㸯㸵．㸷％ୖ࡚ࡗࡼࡇࡿࡀ㸯㸯㸱人ࡿ࡞いう理解࡛いいࢇ

 ࠋࡍ࡛

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  ࡣいࡑࠊう࡛ࠋࡍ㸯㸯㸱世帯ࡿ࡞いうࠋࡍ࡛ࡇ 

委員㸦森本典夫君㸧  ᚋ期高齢ࡘい࡚ࡣ㸯㸮㸳いうࡀࡇ㸰㸵ᖺ度࡛言わࠋࡓࡋࡲࢀ

度ࡣ㸷㸷いう࡛ࡇ減ࡿいう数字ࡣࢀࡇࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞う理解ࡋࢁࡼࡽࡓࡋいࠋ 

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  ඛ㸰㸵ᖺ度ࡣ㸰㸵ᖺ㸴᭶ࡢᮏ算定時ࡢ世帯数࡛あࡾ

ࡶࡾࡼ㸰㸵ᖺ㸴᭶当初ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ所得࡛ࡢ㸰㸵ᖺ㸯㸰᭶現在ࡣ税率改正ᚋࠊ࡚ࡋࡲ

所得ࡀୗࡓࡗࡀ世帯ࡀあࠊ࡛ࡢࡿ世帯数ࡶ減ࡿいう࡚ࡗ࡞ࡇいࠋࡍࡲ 

委員㸦森本典夫君㸧  ࡼࡗࡻࡕう理解࡛ࡶࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡁうࡗࡻࡕヲࠊࡃࡋわࡸࡾ

 ࠋࡃࡍ

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  㸰㸵ᖺࡢ最初ࡢ㸯㸮㸳世帯ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ㸰㸵ᖺ㸴᭶

㸰㸵ᖺ㸯㸰ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ㸷㸷世帯ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ計算࡚ࡅ掛ࢆ税率所得ࡢᮏ算定時ࡢ

᭶時点ࡢ所得ࡘい࡚新ࡋい税率ࢆ掛ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡅ㸰㸵ᖺ㸴᭶ࡶࡾࡼ㸯㸰᭶ࡢう

いࡘ支援ࡢᚋ期ศࠊ࡛ࡇいうࡓࡗあࡀ世帯ࡓࡗ変更等࡛減ࡀ所得ࡸᚋ異動等ࡢࡑࠊࡀ

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞試算࡞うࡼࡿい࡚ࡗ減ࡣ࡚

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  㸰㸵ᖺ㸯㸰᭶時点࡛ࡢ㸷㸷いう࡛ࡇあࠊࡀࡍࡲࡾ㸰㸵ᖺ㸯㸰᭶

時点ࡢ㸷㸷㸯㸵．㸷％ࢆ加えࡿうࡢࡿ࡞いうࠊࡇ比較ࡑࡿࡍࡿࡍうࡾ࡞

 ࠋࡍࡲࡾ࡞ういうふうࡣࡾࡓあࡢࡑࠊࡀࡍࡲ

ࡼࡓࡋࡲࡾあࡀ説明ࠊ࡛ࡇいう㸷㸷ࡀ㸯㸮㸳࡛㸯㸰᭶ࡀ㸴᭶ࠊ言うࡗࡻࡕうࡶ 

う入ࡀ減ࡽࡿ࠾࡚ࡗいう࡛ࡇあࠊࡀࡍࡲࡾ比較ࠊࡤࢀ࡞ࡿࡍ僕ࡀ言ࡢࢇࡼ
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㸰㸵ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࡚ࡋࡡ尋࠾࡛ࡇいうࡿࡍう変࡚ࡗࡼࡇࡿࡀୖ％㸯㸵．㸷ࠊࡣ

ᖺ㸯㸰᭶時点࡛㸷㸷いう世帯ࠊࡣ㸯㸵．㸷％ୖ࡚ࡗࡼࡇࡿࡀう変ࡿࡍいうࡇ

 ࠋࡍࡲࡾ࡞うࡾࡓあࡢࡑࠊ࡛ࢇいࡓࡁ聞ࢆ

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  う変いいࠊࡍࡲ㸯㸵．㸷％掛ࡶ࡚ࡅ現在ࡢᚋ期

 ࠋࡍ࡛ࡇいうࡿ࡞㸷㸷世帯ࡀ世帯ࡿ超えࢆ㸯㸵万ࡢ

委員㸦森本典夫君㸧  㸯㸵．㸷％ୖࡶ࡚ࡗࡀ全ࡃ変࡞ࡀいいうࡗࡻࡕࠊࡣࡢ理解࡛

ࡇ࡞うࡼいうい࡞関係ࡀあࡲࢁࡀୖࡀうࢁࡀୖࠋうࡻࡋう࡛ࡽࡇࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࢇࡁ

 ࠋࡀࡍ࡛ࢇい࡞ࡁ理解࡛ࡗࡻࡕࠊࡣࡢࡿ࡞

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  失礼ࠋࡓࡋࡲࡋ税率改正ࡿࡍࢆ前税率改正ᚋ࡛ࠊࡣ㸱

㸮世帯ࡢ増ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞ 

委員㸦森本典夫君㸧  㸷㸷ࢫࣛࣉ㸱㸮いうࠋࡍ࡛ࡇ 

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  済いࠋࢇࡏࡲ㸰㸶ᖺ度ࡢ見込ࠊ࡛ࡳ㸰㸵ᖺ度ࡌྠ税率

࡛見込ࡔࢇ場ྜࡣ㸴㸷世帯࡛ࢆࢀࡑࠋࡍ新ࡋい税率࡛計算࡚ࡋ㸷㸷世帯࡛ࠊ㸱㸮世帯ࡢ増

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞

委員㸦森本典夫君㸧  ࢁࡇࢁࡇ出ࡿ数字ࡀ変わࠊ࡛ࢇࡿ統一的私ࡢࡢ質問対࠾ࡿࡍ

答えࢆࡢࡶࡓࡋࡾࡁࡗࡣࠊࢆ出ࡉࡔࡃ࡚ࡋいࠋ数字ࢁࡇࢁࡇࢁࡇࢁࡇࡀ変わࡼࠊࡽࡓࡗうわ

 ࠋࢇࡏࡲࡾ

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  済いࠋࢇࡏࡲ㸰㸵ᖺ度ࡀ㸵㸶世帯言いࠊࡣࡢࡓࡋࡲ㸰

㸵ᖺ㸴᭶ᮏ算定時ࡢ件数࡛ࠋࡍ㸰㸵ᖺ㸯㸰᭶現在ࡢ所得࡛計算ࡓࡋࡲࡋ基礎課税ศ࡛ࠊࡀࡍ

現在㸰㸵ᖺࡌྠ税率࡛いࡍࡲࡁ㸴㸲世帯ࡀࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࡞改定ᚋࡣ㸯㸯㸱世帯ࡾ࡞

 ࠋࡍࡲ

 ᚋ期ศࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ㸰㸵ᖺ㸴᭶ᮏ算定時ࡀ㸯㸮㸳世帯࡛ࠊࡀࡓࡋ㸯㸰᭶現在࡛ࡢ現在

 ࠋࡍࡲࡾ࡞㸷㸷世帯ࡣ税率改正ᚋࡀࢀࡑࠊ㸴㸷世帯ࡍࡲࡋ税率࡛計算ࡢ

 護ศࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ㸰㸵ᖺ㸴᭶ᮏ算定時࡛㸯㸯世帯ࡀ㸯㸰᭶現在࡛現在ࡢ税率࡛計算

 ࠋࡍࡲࡾ࡞㸱㸷世帯ࡍࡲࡁ税率࡛いࡢい改定ᚋࡋ新ࡀࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࡞㸷世帯ࡍࡲࡋ

 以ୖ࡛ࠋࡍ申ࡋわࡅあࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ 

委員㸦森本典夫君㸧  ࠊࡷࡌࢀࡑ基礎課税㢠ࡢ㸳㸰％超えࡿ部ศᚋ期高齢者ࡢ関係ࡢ

護ࡢ関係࡛ࢀࡒࢀࡑࠊල体的何世帯ヱ当者ࡀふえࠊࡢࡿふえࡿ数字ࡅࡔ教え࡚ࡉࡔࡃ

いࠋ 

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  基礎課税ศ࡛㸳㸮世帯ࠊᚋ期ศ࡛㸱㸮世帯ࠊ護ศ࡛㸱

㸮世帯ࡀ㸰㸵ᖺ㸯㸰᭶現在ࠋ……ࡢ済いࠋࢇࡏࡲ基礎ศࡀ㸳㸮世帯言いࠊࡀࡓࡋࡲ㸲㸷世

帯ࡢ間㐪い࡛ࠊࡓࡋ済いࡀࢀࡇࠋࢇࡏࡲ㸰㸵ᖺ㸯㸰᭶現在ࡢ所得࡛計算ࡓࡋ㸰㸵ᖺ度ࡢ࡛ࡲ
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税率㸰㸶ᖺ度改定ᚋࡢ税率ࡢ世帯ࡢ増ࠋࡍࡲࡾ࡞ 

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  護ࡶࢆう一回言う࡚ࡉࡔࡃいࠋ㸱㸷聞いࠊࡅࡍ࡛ࢇࡓ㸱㸮ࡀ

正ࡋいࠋ࡞ࢇ 

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  㸷世帯ࡀ㸱㸷世帯ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࡞㸱㸮世帯ࡢ増ࡲࡾ࡞

 ࠋࡍ

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦蔶戸利昭君㸧  最高税㢠ࡀ㸯㸲万㸰，㸮㸮㸮ࠊ㸯㸷世帯ࡢ方ࡀふえࡿࢀࡽいう

 ࠋᖺ㢠ࠊࡍ࡛ࢇࡿ࡞ࡽ幾ࡣ最高税㢠ࠊࡣ総㢠ࡽࡓࡏわྜ税㢠ࡢ現在ࠊࡀࡓࡋ࡛ࡇ

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  済いࠋࢇࡏࡲ現在資料ࢆ持ࡽࡤࡋࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡗ

 ࠋいࡉࡔࡃࡕ待࠾ࡃ

委員㸦大滝文則君㸧  ࡗࡻࡕ㸰点࠾尋ࠋࡍࡲࡋࡡ 

 㸯点目ࠊࡣᮏᖺ度ࡢ予想いうࠊ㐣去ࡢᖹ均値࡛ࡶいいࠊࡶࡅࡍ࡛ࢇᮏᖺ度ࡢ予定ࡢ

納率࡚ࡋࡑࠊ金㢠ࠊᮍࡢ金㢠ࠊ納Ḟ損ࡢ金㢠ࡼࡢࡀうࡗࡎ動い࡚いࠊࡢࡃ動

向ࡼࡢࠊう予想࡚ࢀࡉい࠾ࡗࡻࡕࢆࡿ尋ࡓࡋࡡい思いࠋࡍࡲ 

税務課長㸦吉本泰人君㸧  ࠊࡎࡲ納Ḟ損ࡢ見込ࡣࡳ㸯，㸴㸵㸯万㸵，㸮㸮㸮ࢆ見込ࢇ

 ࠋいࡉࡔࡃࡕ待࠾少々ࠊࡣ納率ࠋࡍࡲࡾ࠾࡛

市民生活部長㸦北村宗則君㸧  納率࠾ࡢ尋ࡊࡈ࡛ࡡいࠊࡶࢀࡅࡍࡲᮏ会議࡛ࡈࡶ説明

いࠊࡀࡓࡋࡲࡋࡓ一般被保険者ศࡘい࡚基礎課税㢠ࡘい࡚現ᖺศࡀ㸷㸱．㸵％ࠊᚋ期高

齢者支援金ศࡘい࡚納㢠ࡃࡌྠࠊ㸷㸱．㸵％ࠊ護納付金現ᖺ課税ศࡘい࡚㸶㸷．

㸯％࡛見込ྠࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇ様㏥職被保険者ࠊ࡚ࡋࡲࡁࡘ基礎課税ࠊᚋ期高齢支援金ࠊ

護納付金ࠊいࡶࢀࡎ㸷㸵．㸲％ࡢ納率࡛見込ࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇ 

委員㸦大滝文則君㸧  納率ࡀ㸷㸱．㸵％࡛納Ḟ損ࡀ㸯，㸴㸵㸮万いうࠊ࡛ࡇ毎

ᖺ納Ḟ損ࡀ出࡚いࡃわࠊࡶࡅࡍ࡛ࡅ会計ୖ納Ḟ損ࡀ出ࡓ場ྜࡢࡑ足ศࡔࢇࡔࠊࢆ

ࡾ࠾規定ࡶ納Ḟ損ศࡿ࡞ࡆ値ୖ࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃࡋⱞࡀ会計ࢇࡔࢇࡔࢇ

払࡚ࡗいࡿ人㈇担ࡀふえࡿいうࡼう࡞解釈ࡿ࡞思うࡢࡑࠊࡶࡅࡍ࡛ࢇ辺ࡢ解釈

いうࡼࡢࡣࡢう࠾考え࡛ࡻࡋうࠋ 

市民生活部長㸦北村宗則君㸧  納Ḟ損被保険者ࡢ方ࡢ㈇担ࡢ考え方࠾ࢆ尋ࡡいࡁࡔࡓ

 ࠋࡓࡋࡲ

 正ࡃࡋ緻密計算࡚ࡋいࠊࡤࡅ当然確保ࡁࡍ歳入総㢠ࢀࡇࠊ納Ḟ損ศࡀ影響ࢆえ࡚

適正税率࡛ࢫ࣮࣋ࡀ現ᖺ課税ศ基ᮏ的ࡣ࡚ࡋࡲࡁ࠾予算時ࠊࡶࢀࡅࡍࡲ思いࡿࡃ

いう຺ࢆࡢࡶ案࡚ࡋ賦課࡚ࡅࢆいࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡁあ納繰越ศ࡛ࡅࡔࢀࡇ入ࡿࡃ࡚ࡗ
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当然㈈ࡶ納Ḟ損ศࡤ言え正確ࠋࡍࡲࡾ࠾い࡚ࡔࡓい࡚ࡏࡽࡃࡘࢆ予算ࡽいう計算

源ࡅࡔࢀࡑࠊ確保ࡁࡍ対象㈈源ࡣ࡚ࡋ少ࠊࡶࢀࡅࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞予算ࡋࡲࡁ࠾ࢫ࣮࣋

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ思いうふうい࡞え࡚いࡣ影響࡞ࡁ大ࡣ࡚

委員㸦大滝文則君㸧  単ᖺ度࡛ࡣ㸯，㸴㸵㸯万いうࡻࡋ࡛ࡇうࡀࢀࡇࠊࡶࡅ㸳ᖺ

ࠋࡿ࠾࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ足ࡀいうศ㸶，㸮㸮㸮万ࠊࡋࡍࡲࡾ࡞㸶，㸮㸮㸮万ࡍࡲࡕࡓ

࠾規定ࠊ以ୖࢀࡑ人ࡿい࡚ࡗ払面目┿ࠊいう払うࡾ࠾規定ࡣ要ࠊࢆศࡢࡑ

࡛ࢇ思うࡔࡾ࠾ࡿࡷࡋࡗ࠾ࡀ部長ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞ࡇ払う以ୖࡿい࡚ࡗ払ࡾ

い࡚ࡋࡾࡗࡋࡶࡇࡿࡍ確保ࢆ納ࠊ納体制ࡗࡕࡁࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡋࢀࡑࡣࢀࡑࠋࡍ

ࢇࡕࡁࡣࡢいう体制ࡢࡾࡓあࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞࣒テࢫࢩ࡞ᖹ等ࡾࡼࠊい࡞

ࡓࡁࡔࡓい࡚ࡋ構築ࡓࡲࢆ体制ࡢࡑࠋࡍࡲ思いいࡓ言いࢆࡇいういࡓࡁࡔࡓい࡚ࡋ

いࠋ 

 ḟࠊ㸰ࡘ目ࠋ 

 ඛ般ࡢ説明会ࡁࡢ森ᮏ議員ࡀࢇࡉ繰入金ࡢ増㢠ࡢうࡢヰࡗࡻࡕࠊ࡚ࢀࡉࢆヰࡀ

ࢇࡏࡲࡾわࡶいࡃࡁ࡛ࡣ答え࠾ࡣࢀࡇࠊ࡛ࡲ参考ࠋࡶࡅࡍ࡛ࡅわࡓࡗ࡞わྜࡳ

い࡚約࠾国保会計ࡢ⏫旧芳併時ྜࡢ㸯㸮ᖺ前ࠊࡶࡅࡍࡲࡋࡡ尋࠾ࡗࡻࡕࠊࡶࡅ

㸵，㸮㸮㸮万ࡢḞ損金ࡀあྜࡲࡲࡿ併ࡓࡋいうヰࡀあࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡾ実ࡢ࡞う

 ࠋࡇいうࡢࡓࢀࡉう処理ࡤࡽ࡞実ࠊࡿࡍࡁ聞࠾ࢆࡇいう

ࡑࠊい࡞ࡽ知ࡣういうヰࡇࡣࡃࡋࡶࠊい࡞関係ࡣ予算ࡢࡧࡓࡢࡇヰ࡛ࡢ㐣去ࠊࡽࢀࡑ 

 ࠋࡍࡲ思いいࡓࡋ願い࠾ࢆ答え࠾い࡚ࡘ件ࡢࡑࠊࡽࡍい࡛ࡋࢁࡼ࡛ࢀࡑࡽ࡞ࢀ

 追加ࡢ繰入金ࡢヰࡢ整ྜ性ࡢヰࡢࡽ観点࠾ࡽ尋࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲࡋࡡ願いࠋࡍࡲࡋ 

市民生活部長㸦北村宗則君㸧  ྜ併時ࡢ芳⏫ࡢḞ損金ࡘい࡚࠾ࡢ尋ࢆࡡいࡋࡲࡁࡔࡓ

 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡁう࡛掌握࡛ࡢ私ࠊࡀࢇࡏࡲࡾあࡅわࡋ申ࠊࡀࡓ

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  ඛࡢ課税限度㢠࡛ࠊࡀࡍ基礎ࠊᚋ期ࠊ護ศྜࢆわ

 ࠋࡍ㸶㸳万࡛࡚ࡏ

委員㸦蔶戸利昭君㸧  いうࠊࡣࡇ㸯㸲万㸰，㸮㸮㸮増㢠࡚ࢀࡉ㸷㸷万㸰，㸮㸮㸮

 ࠋうࡻࡋい࡛ࡋࢁࡼࡤࢀࡍ理解࡛ࡇいうࡿ࡞

市民生活部次長㸦橋本良啓君㸧  最高限度㢠ࡘい࡚ࡣ現行࡛ࡲࡲࡢ㸰㸵ᖺ度࡛ࡲࡲࡢあ

 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡗ変わࡣࡇࡑࠊ㸶㸳万࡛࡛ࡢࡍࡲࡾ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ討論ࠑ
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委員㸦森本典夫君㸧  ࡢࡇ予算ࡣ㸯㸵．㸷％ୖࡿࡀいうࠊ࡛ࡇඛࡶ数字的ࡇ࡞

ࡲࡾ࡞ࡇいうࡿふえࡀ㈇担ࡀ方ࡢࢇࡢࡃ多ࠊࡶࢀࡅࡓࡋࡲࡁࡔࡓい࡚ࡋ示ࡶ

 ࠋࡍࡲࡾ対࡛あࡣい࡚ࡘ議案ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡍ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

 ࠒ議案第㸯㸮号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市ఫ宅新築資金等貸付事業特別会計予算ࠑ

 

委員㸦森本典夫君㸧  ඛࡢ㸴㸮㸵万ࡢ方いうࠊࡣࡢういう払い方ࡍࡲ࡚ࢀࡉ

 ࠋ

市民生活部参与㸦谷本悦久君㸧  毎᭶定㢠ࢆ納࡚ࡵいࡔࡓい࡚ࠋࡍࡲࡾ࠾ 

委員㸦森本典夫君㸧  毎᭶定㢠࡛ᚋ何ᖺࡽࡄいࡑࡾう࡛ࠋࡍ 

市民生活部参与㸦谷本悦久君㸧  㸴㸮ᖺ࡛ࠋࡍ㸴㸮ᖺࠋࡍࡲࡾ 

委員㸦森本典夫君㸧 大ࡁい声࡛言う࡚ࠋ 

市民生活部参与㸦谷本悦久君㸧 約㸴㸮ᖺࠋࡍࡲࡾ 

委員㸦森本典夫君㸧 ࡣいࠊわࠋࡓࡋࡲࡾ 

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ討論ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

 ࠒ議案第㸯㸯号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市後期高齢者་療事業特別会計予算ࠑ

 

 ࠒなしࠑ
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 ࠒ討論ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

 ࠒ議案第㸯㸱号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市介護保険事業特別会計予算ࠑ

 

委員㸦୕輪順治君㸧  㸯点ࡔࡇࡇࠊࡅࡔいう特定࡞ࡷࡌいࠊࡀࡍ࡛ࢇ法ᚊࡢ改正ࡾࡼ

来ᖺ度ࡽ要支援㸯ࠊ㸰ࡀ護保険ࡽ外ࡿࢀ聞い࡚ࠋࡍࡲࡾ࠾回ࡢ護保険特ู会計

結ࡶ࡚ࢀࡉ説明ࡶࡢࡶい࡞伴わࡀ金࠾ࠊࡾ࡞体制ࡾ࡞準備経費ࡢࡵࡓࡢ移行ࡢࡑࠊい࡚࠾

構ࡼࡢࠊ࡛ࢇ࡞う護保険全体ࡀ変わ࡚ࡗいࡢࡃいうࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆࡢわࡍࡸࡾ

いࢆヰ࠾ࠊࡵ含ࡶࡇࡢ準備段階ࠊ࡛ࡢࡍࡲいࡊࡈ範ᅖ࡛結構࡛ࡿࡗ時点࡛わࡢࠊࡃ

 ࠋࡍࡲ思いいうふういࡓࡁࡔࡓ

介護保険課長㸦川ୖ邦和君㸧  現在ࠊඛ言わࡓࡋࡲࢀ要支援ࡢ方ࡀ護予防࣭日常生

活支援総ྜ業移࡚ࡗいࡃいうࡘࡇい࡚ࡢ準備ࡘい࡚いうࡈ質問࡛ࡊࡈいࡍࡲ

࡛ࢁࡇࡿい࡚ࡗ行࡚ࡋ⥆⥅ࢆ専門部会࡛༠議ࡢ現在地域包括支援センタ࣮運営༠議会ࠊࡀ

 ࠋࡍࡲいࡊࡈ

 準備いうࡊࡈ࡛ࡇいࠊࡀࡍࡲ㸰㸷ᖺ㸲᭶ࡢࡽ移行ࡢࡵࡓࡢ準備いࣃࠊ࡚ࡋࡲࡋࡓ

ンࣞࣇッࡢࢺ作成࡛あࠊࡿ業者ࡢ説明会ࡑࠊうい࡚ࡗࡸࢆࡇࡓࡗいࢀࡅ࡞

うࠊ࡛ࡇいうࡿい࡚ࡗ行ࢆ༠議ࡔࡲࠊࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࠾考え࡚いうふうい࡞ࡽ࡞ࡤ

いうふう࡞ෆ容決ࡢࡿࡵいうࡔࡲࠊࡣࢁࡇ決࡚ࡗࡲい࡞いࡊࡈ࡛ࢁࡇいࠋࡍࡲ 

 方向性ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ国ࡀ示ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ地域ࡢ実情応ࡓࡌ多様࣮ࢧ࡞ビࡢࢫ充実

効果的࣐࡞ネ࣓ࢪンࠊࡾࡼࢺ自立支援ࡸ㔜度予防ࢆᅗ࡚ࡗいࡃいうࡀࡇ示࠾࡚ࢀࡉ

イン࡛現在ࣛࢻイ࢞ࡀ国ࠋࡍࡲࡾあ࡛ࡇࡿい࡚ࡋࢆෆ容࡛検討ࡓࡗ沿ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ

࣮ࢧࡿࡼ基準ࡓࡋ和⦅ࠊࡍࡲࡾあ࡛ࢫビ࣮ࢧ相当ࡢෆ容ࡌྠ通所護ࠊ訪問護ࡢ

ビࢆ࡞ࢫ示ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋᮏ市࡛ࡼࡢう࣮ࢧ࡞ビࢫ提供ࡿࡁ࡛ࡀ検討࡚ࡋࢆいࡿ

 ࠋࡍࡲいࡊࡈいう段階࡛

 以ୖ࡛ࡊࡈいࠋࡍࡲ 

委員㸦୕輪順治君㸧  いうࠊࡀࡢ㸯ᖺいうࡶࠊ࡛ࢇࡘࡓࡄࡍࡣࡢうあࡗいう間来

ᖺ㸲᭶ࡀ来ࡅཷࠋࡍࡲ皿ࠊ࡚ࡋ地域ࡢ実情応ࡅཷࡓࡌ皿࡙ࡾࡃいうࠊ࡛ࡇ恐ࡃࡽ
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࡚ࡗ変わࢁいࢁいࡈ市⏫村ࡀ対応ࡢ㸰ࠊ要支援㸯全国的ࠊࡵ含ࢆ⏫時点࡛㸱市㸰ࡢࡇ

࡛ࡣࡢいう体制ࡣいࡿあࠊෆ容ࡣࡵࡓࡿࡍࢆࢀࡑࠊࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ思ࡸࡿࡃ

踏ࢆ意見ࡢ方々ࡿࡍ提供実際ࡽࢀࡑࠊ意見ࡢ利用者ࠊ意見ࡈࡢ方々ࡢ市民ࡃ早ࡅࡔࡿࡁ

 ࠋࡍࡲ࡚ࡗ思うࢁࡔࡁࡍ示ࡃ早ࡽࡓ出ࡀ案ࡢ一定ࠊえ࡚ࡲ

ࡀࡇいうい࡞࡚ࡗ入ࡀ準備金ࡢࡑࡣ中ࡢ護保険会計ࡢࡇࠊࡣࡢいࡓࡁう聞ࡻࡁ 

㸯点ࡣࢀࡇࠋ入࡞࡚ࡗいいう࡛ࡇあࡣࢀࡑࠊࡤࢀいい࡛ࠋࡀࡍ࡛ࢇあࠊࡤࢀᮏ来ࡣ一般

会計ࡢう࡛࠾聞ࡻࡋ࡛ࢇࡓࡗࡼࡷࡾࡍࡁうࠊࡶࡅういう計⏬࡛ල体的いࡑࢁࡈࡘ

ࢀࡅཷࡀ方ࡿ࡚ࡅཷࢆࢫビ࣮ࢧࡤ例えࠊ現在࡚ࡋࡑࠊ理解ࡢ方々ࡢ市民ࠊ࡚ࢀࡉ示ࡀ案ࡢ

ࡍࡲࡾ࡞ࡇいう伴うࢆ説明責任࡞十ศࡣࢀࡑࠊࡤࢀあࡋࡶࡀࡇ࡞うࡼࡿ࡞ࡃ࡞

ࡍࡲいࡊࡈ࡛ࡅわࡃい࡚ࡵ求ࡓࡲࢆ手段ࡢ他ࡣ࡚ࡗ方ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊࡃ早ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡽ

ࠊ࡛ࢇࡿ࡚ࡗ࡞時期ࡢ変革࡞ࡁ大ࡢ時代࡞いうふうࡿ࡞ࡇ࡞形࡛大変࡞ࢇࢁいࠊࡀ

ࡓい࡚ࡋ示ࢆ時期ࡢࡑࠊ࡛ࢇ࡞い問㢟ࡓࡀࡅ避࡚ࡋ問㢟ࡢ現実࡞࡞ࠊࡣࢁࡇࡢࡇࡑ

い࡞ࡅいい࡞ࡔࡓい࡚ࡋࡶヰ࠾い࡚ࡘ当者ࡣいࡿあࠊࡾ࡞関係方面࡚ࡋࡑࠊい࡚ࡔ

うい࡞࡚ࡗ入会計ࡢࡇࠋࡍ㸰点࡛ࡣࡃࡁ大ࠊ以ୖࠊ࡛ࡢࡍࡲ࡚ࡗ思いうふう

いうࢆࡢ確認ࡢ意味࡛ࡶう一回࠾聞ࡶࠋࡍࡲࡋࡁう一ࠊࡣࡘ新ࡋい制度向ࡓࡅ設計ࡢ概要

いࡢࡿい࡚ࢀࡉうࡇい࡚ࡅࡘࡧ結展開࡞ල体的ࠊࢀࡉういう形࡛示ࠊࢁࡈࡘいࡀ

う㸰点ࡘい࡚࠾聞ࡓࡋࡁい思いࠋࡍࡲ 

介護保険課長㸦川ୖ邦和君㸧  㸲㸶㸱ࡢࢪ࣮࣌総ྜ相談ࡢ報償費ࡢ欄ࠊ地域包括支援セ

ンタ࣮運営༠議会委員謝金いうࡊࡈࡀࡢいࡢࡇࠊࡀࡍࡲ中包括支援センタ࣮運営༠議会

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋいうふうࡃい࡚ࡗ行ࢆ༠議ࡶ㸰㸶ᖺ度࡚ࡋ⥆⥅う࡛ࡢ

ࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲいࡊࡈ段階࡛ࡿࢀࡽࡆୖࡋ申ࡾࡁࡗࡣࡔࡲࠊࡀࡍࡲいࡊࡈ時期࡛ࠊࡽࢀࡑ 

申ࡋわࡅあࠋࢇࡏࡲࡾ 

 以ୖ࡛ࡊࡈいࠋࡍࡲ 

委員㸦୕輪順治君㸧  ࡈ紹ࡢあࡓࡋࡲࡾ運営༠議会ࡢ主࣓ࡿࡓンࡈࢆ࣮ࣂ紹ࡉࡔࡃ

いࠋ 

介護保険課長㸦川ୖ邦和君㸧  ་師ࠊ歯科་師ࠊ薬剤師ࡽࢀࡑࠊ護業関係者ࠊ老人

ࡊࡈ方々࡛㸯㸰ྡ࡛ࡓࡗういࡑࠊົ局長ࡢ社༠ࠊ方ࡢ一般බ募ࡽࢀࡑࠊ連ྜ会長ࣈࣛࢡ

いࠋࡍࡲ 

委員㸦୕輪順治君㸧  国ࠊ県ࡢ関係者ࡣいࡷࡋࡗࡽいࠋࡍࡲ確認ࡵࡓࡢ聞ࠋࡍࡲࡁ 

介護保険課長㸦川ୖ邦和君㸧  国ࠊ県ࡢ関係者ࡢ方ࠊࡣ༠議会入ࠋࢇࡏࡲࢀࡽ࠾࡚ࡗ 

委員㸦୕輪順治君㸧  㸰㸶万㸴，㸮㸮㸮計ୖࠊࡀࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࡉ㸯㸰ྡࡢ方࡛ࡽࡍ割

 ࠋࡣ予算ୖࠊࡡࡍࡲ࡚ࢀࡉ何回開催予定ࠊࡀࡍ࡛ࢇあいいࡷࡾࡍࡋ戻ࡾ
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介護保険課長㸦川ୖ邦和君㸧  運営༠議会全体会議ࡣᖺ㸰回ࡽࢀࡑࠊ専門部会ࡀ㸰ࡈࡘ

ࡑࠊࡀࡍࡲࡾあࡀ部会ࡢࡘいう㸰生活支援護予防部会ࢀࡑࠊ地域連携部会ࠊࡍࡲいࡊ

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ予定ࡿࡍ開催ࡘࡎ㸰回ࢀࡒࢀ

委員㸦୕輪順治君㸧  各論的ࡣࡢ専門部会ࡢう࡛࠾ヰࡻࡋ࡛ࢇࡿ࡞ࡋうࠊࡶࡅ

私ࡣ審査ࡿࡍ立場࡛ࡊࡈいࠊ࡛ࡢࡍࡲ何ࡶ余ࡾ多ࡣࡃ言いࠊࡶࡅࢇࡏࡲ㸰回࡛ࡢࡑ設計

ࡾ余ࡶ全国的ࠊࡋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡁ࡛ࡶ法ᚊࡢ包括支援ࡢ護་療ࡽࢀࡇࠊ࡞ࢇࢁいࠊࡀ

うࡃࡲい࡞࡚ࡗいࡼう思わࡑࠊࡽࡔࠋࡍࡲࢀういう意味࡛ࠊࡗࡶࡗࡶࡣ予算ࡣ補正

等ࢆ含࡚ࡗࡸ࡚ࡵいࡷࡁࡔࡓいいࠊࡀࡍ࡛ࢇ余ࡶࡾ当初ࡢ当初予算ࡢ考え方ࡑࠊういう

側ࡿ࡚ࡋ㈇担ࡀࡕࡓ私࡚ࡋࡑࠊ方々ࡿ࡚ࡅཷࢆࢫビ࣮ࢧࠊい࡞࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᫎࡀࡢࡶ

い࡞ࢀࡽࡷࡋࡗ࠾ࠊࡶい࡚ࡘ時期ࡣい࡚ࡘࡇࡑࠊࡽࡍࡲ覚えࢆ安非常ࡶ࡚ࡋ

来ᖺ予算ࡣ秋以降ࠊࡣいࡽࡄ夏場ࡷࡾࡁ࡛ࠊ早期ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡗࡷࡋࡗ࠾

決ࡿࡲわࠊࡍ࡛ࡅ骨格ࡑࠊࡽࡔࠋࡀういう時期ࡽࡄいࡣ言࡚ࡗい࡞ࡔࡓいࠊ何ࢆ指針

ࡇࠊࢇࡉ部長ࠊࡀࡍࡲࡁう一度聞ࡶあえ࡚ࠊ࡛ࡢい࡞ࡽわࡢいいࡤࢀࡍࢆヰࡽࢀࡇ

 ࠋࡍࡲࡋ願い࠾ࡃࡋࢁࡼࠋうࡻࡋ࡛ࢁࡈࡘいࡣࡢࡿわࡀい࡚大体概略ࡘ方向性ࡢ

健康福祉部長㸦బ藤文則君㸧  予算的ࡣ護予防業費ࡢ中ࡶ新ࡋい総ྜ業ࣃࡢン

尋࠾ࢆࡇ࡞時期的ࠊࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀ入࡚ࡋ増㢠ࡶࢀࡑࠊ࡛ࡇいう代ࢺッࣞࣇ

ᖺࠊ早い段階ࡶࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ行ࢆ検討ࡢい࡚ࡘうෆ容ࡶ既ࠊࡀࡍࡲいࡊࡈ࡛ࡡ

度ࡢ早い段階ࡽ༠議ࢆ㔜ࠊࡽࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡡ㸰㸶ᖺ度㸰回࡛࡛ࡿࡁいうࡣ࡛ࡇ

い࡚ࡏࡉࢆࡅࡋヰ࠾ࡶい࡚ࡘ皿ࡅཷࡽࡀ࡞ࡋ検討ࢆニュ࣮࣓࡞ࢇࢁいう既ࡶࠊ࡚ࡃ࡞

 ࠋࡍࡲࡾ࠾い࡚ࡔࡓ

い࡚早目ࡘい総ྜ業ࡋ新ࡓࡋࡲࡾあࡀ要望ࡶࡽうࡢ議会ࡣࢀࡇࠊ中࡛ࡓࡗういࡑ 

早い時期ࡣࢀࡑࠊࡣ私࡚ࡋ対ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾあࡀ質問ࡈいうい࡞ࡣ必要࡛ࡀ啓Ⓨࡢ

啓Ⓨࡲ࡚ࡋいࡓࡾいいう࠾ࡶࡇ答え࡚ࡋ出ࡑࠊࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋういࡓࡗ中࡛ࡗࡣ

いࡲ࡚ࡵワࢆෆ容ࡣ࡛ࡲ夏ࠊࡀࡍ࡛ࢇいࡋⱞࡣࡢࡿࡆୖࡋ申ࢆࡇいうࢁࡈࡘいࡾࡁ

ࡢ早い時期࡛ࠊࡔࡓࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶࡿあࡣࡇࡴ込ࢀࡎࠊࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ思いࡓࡾ

啓Ⓨࡼࡿࡁ࡛ࡀうດࡲ࡚ࡵいࡓࡾい考え࡚ࠋࡍࡲࡾ࠾ 

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦୕宅文雄君㸧  㸲㸶㸯ࡢࢪ࣮࣌㸰節ࡢ一般職ࡢ給料いう࡛ࡇ㸯人ࢆ計ୖ࡚ࢀࡉ

ࡇいう㸯人ࡃࡌྠࡀ一般職給料ࡢうࡢ㸰節ࡃࡌྠࡢࢪ࣮࣌㸲㸶㸳ࠊࡶࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠾

ࢺン࣓ࢪネ࣐アࢣ護予防ࡢࢪ࣮࣌㸲㸶㸯ࠊࡶࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡳ࡚ࡋࡗࡻࡕࢆ比較ࠊ࡛

業費ࡣ㸯人ࡢ方ࡀ当࠾ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡿࢀࡽࡓ一人ࡢ方いうࡣࡢういࡓࡗ方࡛ࢇࡿ࡞

 ࠋࡍ࡛ࢇいࡓࡋࡡ尋࠾ࡗࡻࡕࢆࡇいう専門職ᖺ齢的ࡤ例えࠋうࡻࡋ
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介護保険課長㸦川ୖ邦和君㸧  㸲㸶㸳ࡢࢪ࣮࣌包括的࣭⥅⥆的ࢣア࣐ネ࣓ࢪンࢺ支援業

費ࡣࢀࡇࠊ社会福♴士࡛ࡊࡈいࠋࡍࡲ 

 ࠋいࡉࡔࡃࡕ待࠾ࡃࡽࡤࡋ 

ົࠊࡀࡓࡋࡲࡆୖࡋ申いうふう社会福♴士࡚ࡋࡲࡁࡘ給ࡢࢪ࣮࣌㸲㸶㸳ࠊࡎࡲ 

職ࡢ間㐪い࡛ࡊࡈいࠋࡓࡋࡲ申ࡋわࡅあࠋࢇࡏࡲࡾ 

委員長㸦藤原清和君㸧  ࡶう一㐢࠾願いࠋࡍࡲࡋ 

介護保険課長㸦川ୖ邦和君㸧  㸲㸶㸳ࡢࢪ࣮࣌包括的࣭⥅⥆的ࢣア࣐ネ࣓ࢪンࢺ支援業

費ࡢ一般職給࡛ࡊࡈいࠊࡀࡍࡲ社会福♴士いうふう申ࠊࡀࡓࡋࡲࡆୖࡋົ職ࡢ誤࡛ࡾ

 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾあࡅわࡋ申ࠋࡓࡋࡲいࡊࡈ

ࡋࡲࡋෆ訳ࠊࡀࡍࡲいࡊࡈ業費࡛ࢺン࣓ࢪネ࣐アࢣ護予防ࡢࢪ࣮࣌㸲㸶㸯ࠊ࡚ࡋࡑ 

一般職給㸯人ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ入中ࡢࡇࡀ㸯給料ࡢ㸰ศࡢົ職ࡽࢀࡑࠊ保健師ࡣ࡚

いうふうグ載ࠊࡀࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆඛ申ࡓࡋࡲࡋົ職ࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ㸲㸴㸱ࡢࢪ࣮࣌

一般管理費ࡢ給料ࠊ一般職給㸶人ࡢ中入ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗうࡕົ職ࡢ半ศࢆ一般管

理費ࠊ半ศࢆ護予防ࢣア࣐ネ࣓ࢪンࢺ業費࡛予算࡚ࡋࢆいࡿいうࡊࡈ࡛ࡇいࠋࡍࡲ

人数的ࡣ一般管理費ࡢうࡢࡑົ職࢝ࢆウンࠊࡽࡇࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢺ㸲㸶㸯ࢪ࣮࣌

いう保健師ࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࢀ入ࡣうࡢ一般職給ࡢ業費ࢺン࣓ࢪネ࣐アࢣ護予防ࡢ

意味࡛㸯人いうふうグ載ࡊࡈ࡛ࡇࡿ࠾࡚ࡋࢆいࠋࡍࡲ 

 以ୖ࡛ࡊࡈいࠋࡍࡲ 

委員㸦୕宅文雄君㸧  いうࡢࡇࠊࡣࡇ㸯人いうࡣࡢ㐣࡛ࡕ㸰人いうࠋࡍ࡛ࡇ

㸯．㸳いう解釈࡛ࠋࡍ 

介護保険課長㸦川ୖ邦和君㸧  金㢠的ࡑࡣういう㸯．㸳いうࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡞ࡇ

࡚ࡋࢆࢺウン࢝うࡢ一般職給㸶人ࡢ一般管理費ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡋࡓいࢺウン࢝ࡢ人数ࠊࡶ

 ࠋࡍࡲいࡊࡈ࡛ࡇいうࡿ࠾

委員㸦୕輪順治君㸧  ඛ護保険ࡢ見直ࡋ伴う諸案件ࡢ課㢟解決向ࡈ࡚ࡅᑾ力ࢆ

いࡓࡁࡔࡓいいう࠾ࢆࡇ願いྠࡿࡍ時ࠊ㸲㸴㸳ࡢࢪ࣮࣌高齢者保健福♴計⏬࣭護

保険業計⏬アンࢺ࣮ࢣ調査業ົ委ク料࡛㸯㸳㸮万組ࠊࡀࡍࡲࢀࡽ࠾࡛ࢇඛ制度設計

等ࡢ概要ࠊࡣ時期的ࡾࡁࡗࡣࡣ申ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡶࢀࡅࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࢀࡉ早期解決策ࢆ提

示ࡓࡋいࡇࠊういうࡊࡈ࡛ࡇいࡢࡇࠊࡀࡍࡲアンࢺ࣮ࢣ調査ࡢ絡ࡘࡳい࡚ࡈ説明ࢆ

 ࠋࡍࡲ思いいࡓࡋ願い࠾

介護保険課長㸦川ୖ邦和君㸧  㸲㸴㸳ࡢࢪ࣮࣌高齢者保健福♴計⏬࣭護保険業計⏬ア

ンࢺ࣮ࢣ調査業ົ委ク料ࡘい࡚࡛ࡊࡈいࡢࡇࠊࡀࡍࡲ調査業ົࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘᖹ成㸱㸮

ᖺ度ࡢࡽ第㸵期ࡢ計⏬対ࡿࡍアンࢆࢺ࣮ࢣ行࡚ࡗいࡃいうࡊࡈ࡛ࡇいࡢࡍ࡛ࠋࡍࡲ
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示ࡶࡢࡶࡓࡗういࡑࠊෆ容ࡢࢺ࣮ࢣアンࡽ国ࠊ࡚ࡗࡓ当ࡿࡃࡘࢆ⏬計ࡢ第㸵期ࠊ࡛

ࡢい࡚ࡘࡇࡢ総ྜ業ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ現在検討ࠊ࡚ࡋࡲいࡊࡈ࡛ࡇいうࡿࡃ࡚ࢀࡉ

アンࡊࡈࡣ࡛ࢺ࣮ࢣいࠋࢇࡏࡲ 

 以ୖ࡛ࡊࡈいࠋࡍࡲ 

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ討論ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

 ࠒ議案第㸯㸴号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市病院事業会計予算ࠑ

 

委員㸦蔶戸利昭君㸧  ᖺ度新ࡃࡋ㹋㹐㹇ࢆ更新ࡿࢀࡉいうࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡇ金㢠࠾ࢆ

知ࡉࡔࡃࡏࡽいࠋ 

ࡶ単価ࡢ回ࠋいࡉࡔࡃ教え࡚ࢆ単価ࡢࡁࡢࡑࠊࡢࡓࢀ買わࢆ㹋㹐㹇ࡘ前回いࠊࡓࡲ 

 ࠋࡍࡲࡋ願い࠾

病院事務部長㸦野﨑正広君㸧  ࠊࡎࡲ㹋㹐㹇ࡢ前回ࡢᑟ入ࡣᖹ成㸯㸳ᖺ࡛ࠋࡍ㸯億㸯，㸷

㸮㸮万࡛ᑟ入ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ回ࡢ予算࡛ࠊࡣ金㢠ࡢල体的ࡘࡢࡶ࡞い࡚ࡣබ表ࢆ᥍え

 ࠋࡍࡲ思いいࡓࡁࡔࡓい࡚ࡏࡉ

ࡕࡽබᖹ性ࡢ契約ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ་療機関ࠊࡶࡅࡍࡲࡁࡔࡓい࡚ࡏࡉ補足ࡗࡻࡕ

 ࠋࡍࡲ思いいࡓࡁࡔࡓ理解いࡈࡣࡇࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾い࡚ࡔࡓい࡚ࡏࡉ᥍えࢆබ表ࡗࡻ

委員㸦大滝文則君㸧  ࡶう一点ࠋࡅࡔ数ᖺ前ࡾࡼ会計ࡢ見直ࠊࡋ繰ࡾ出ࡋ基準ࡢ見直ࡋ

ࡢ㸰㸵ᖺ度約㸯億㸵㸮㸮万ࡶ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ思いࡿ࠾࡚ࢀࡉ増㢠ࡀ約㸱億繰出金ࡾࡼ

純損失ࡢ予測いう数字ࠊࡶࢆ㸰㸶ᖺ度予算ࡀ計ୖ࡚ࢀࡉいࠊࡶࡅࡍࡲ㸰㸶ᖺ度ࡣ約

㸯，㸮㸮㸮万ࡢḞ損金ࡢ予測ࡢ予算書࡛ࠊࡶࡅࡍ㸰㸶ᖺ度ࡘい࡚ࡘࢀࡇࠊࡣい

࡚頑張ࡿいうࡢࡇࠊࡢ࡞ࡇ数字ࡶ非常厳ࡋいいうࠋࡢ࡞ࡇ大変失礼࡞言い方

ういࡣ解釈ࡢ辺ࡢࡇࡗࡻࡕࠋࡢ࡞数字ࡢࡵࡓࡿࡍ計ୖࢆ予算ࡎあえࡾࠊࡶࡅࡍ࡛

うふう捉えࡤࢀいいࠊࡢ教え࡚ࡉࡔࡃいࠋ 
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病院事務次長㸦中原康夫君㸧  実ࠊࡣ昨ᖺ㸯㸮᭶㸯日病棟ࡢ再⦅成ࢆ行ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ

㸱階ࠊ㸲階ࠊ㸳階ࢀࡒࢀࡑࠊ機能ࢆศࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ㸯㸮᭶病棟再⦅ࡗࡼࡇࡓࡋࢆ

一ࡀ㸲階ࠊ療養ࡀ㸳階ࠊࢆ機能ࢀࡒࢀࡑࡀ㸳ࠊ㸲ࠊ㸱ࡢࡑࡣᚋࡶࢆ入ࡢ㸯㸮᭶ࠊ࡚

般ࠊ㸱階ࡀ地域包括いう࡛ࡇ現在ࡶ運営ࡿ࡞ࡶࡢࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ㸯㸮᭶ࡢ数値

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆ試算ࡶࢆ

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  来ᖺ度࡛་師確保ࡘい࡚ࠊࡣういうふうࡾྲྀ࡛ࡇ࡞組࡛ࢇい

ࢀࡽ࠾考え࡚ࢆࡳ組ࡾྲྀ中࡛何ࡢ予算ࡢࡇࠊࡾࡓあࡢࡑࠋࡢࡿࢀࡽ࠾࡚ࡋࡇࡿࢀ

いううࢁࡔ大変大ࡀ་師確保ࠊࡀࡍ࡛ࢇ思うい࡞ࡣࡢいう手࡞ࡓ新ࠊࡓࡲࠋࡢࡿ

ふう思うࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࢇあࡾࡓう࡛ࡻࡋうࠋ 

病院事務次長㸦中原康夫君㸧  ࡢࡇ予算書ࡢ中ࡣ計ୖࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡋ引ࡁ⥆ࡁ関係

機関࠾願い࡚ࡋࢆいࡃいうࡀࡢ基ᮏ的ࢫ࡞タンࠋࡍ࡛ࢫ 

委員㸦森本典夫君㸧  ࡾ࠾࡛ࡲいうࠊࡍࡲࡾ࡞ࡇういうふう࡞形࡛働ࡁ

ࠊࡀࡍ࡛ࢇ思うࡿ࡞ࡇいうういう形ࡑࡶ新ᖺ度ࠊࡶᚋࠋࡢࡿࢀࡽ࠾࡚ࡋࢆࡅ

 ࠋいࡉࡔࡃࡏࡽ知࠾ࡃࡋヲࢆ方法ࡢࡅࡁ働ࡢ࡛ࡲ

病院事務次長㸦中原康夫君㸧  院長及ࡧ市長一緒岡大ࢆ中心་局࠾願い行ࡃい

うࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆࡇᚋࡘい࡚ࡼࡢࡑࠊࡶう࠾願いࡿࡍࢆいうふう考え࡚ࡾ࠾

 ࠋࡍࡲ

委員㸦森本典夫君㸧  ࡢ࡛ࡲࢀࡇ働ࡢࡅࡁ中࡛ࠊ新ᖺ度࡛確保࡛ࡑࡁうࡀࡢ࡞あࡢࡿ

 ࠋうࡻࡋう࡛ࡋ見通ࡾࡓあࡢࡑࠋࡢ࡞う

病院事務部長㸦野﨑正広君㸧  ົḟ長ࡢうࡽ説明ࡀあࠊࡀࡓࡋࡲࡾ加え࡚岡山県

་師会ࡢ求人ࣂンࠊࢡ自治体病院༠議会ࡢ求人ࢧイࡢࡑࠊࢺ他各方面声࡚ࡏࡉࡣࡅ

いࡔࡓい࡚ࠋࡍࡲࡾ࠾ 

 実ࠊࡣ回ࡗࡻࡕ་師会ࡢう࡛࠾ヰࡀあࠊࡶࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ結局ࡈᮏ人ࡈࡢࢇࡉ家庭

ࡃ亡ࡀࢇࡉ父࠾ࡢ実ࠊいう家族ࡈࠊࡶࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗあࡀࡇいう情࡛急遽辞㏥ࡢ

求人ࡾ࠾࡛ࡲ各方面ࠊ࡚ࡋࡲࡾあࡶ経緯࡞うࡼࡓࡗ࡞ࡇいう採用辞㏥ࠊ࡚ࢀࡽ࡞

ࠊ院長等以ୗࡇ࡞ࢇࢁいࠊࢨࣛࣉࢢッチン࣐ࡢ་師ࡢ岡大主催ࡽࢀࡑࠊࡸࢺイࢧ

積極的参加ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࡋ 

ࡲࡾ࡞ࡇいう辞㏥ࡣ回ࠊࡶࡇ࡞うࡼういうࡑࡋ少ࠊうࡼࡓࡋࡲ言いࡶࡁࡗࡉ 

いうࡿあࡶࡢいうういう応募ࡑࠊうࡼࡓࡋࡲ言いࡁࡗࡉࠊ形࡛ࡢࡽ何ࠊࡶࡅࡓࡋ

 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓい࡚ࡏࡉ報告ࡈࠊ࡛ࡢࡍ実࡛ࡶࡢ

委員㸦森本典夫君㸧  病院対ࠊ࡚ࡋ大学対ࡢ࡚ࡋ働ࡅࡁいうࡇ並行ࠊ࡚ࡋ
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原ࠊ美ᫍࠊ芳ࡢ中࡛ࡑࡢういう関係者ࡢ働ࡅࡁいうࢫࢩࠊࡣࡢテୖ࣒ういうふう

ࡿい࡚ࡋࢆ機能࡞ういうふうࠊࡤࢀあࡀ࣒テࢫࢩういうࡑࠊࡓࡲࠋࡢࡿい࡚ࡗ࡞形࡞

ࡾࡓあࡢࡑࠋࡢ࡞うࡢࡿ࡞ࡇ࡞うࡼいうࡃい࡚ࡵ強ࢆࡇࡑ新ᖺ度࡛ࠋࡢ

 ࠋうࡻࡋう࡛

病院事務次長㸦中原康夫君㸧  病院市役所一緒ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࡞地域་療等連絡会議

いうࢆࡢ開催ࡢࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ中࡛ういࡓࡗ働ࡀࡢࡿࡍࢆࡅࡁ᭷効ࡢ࡞いうࡼ

うࡶࡇ࡞あわࠊ࡚ࡏ現在ࡶ検討࡚ࡋいࠊࡀࡍ࡛ࢇࡿᚋ検討࡚ࡋいࡓࡁいいうふう考

え࡚ࠋࡍࡲࡾ࠾ 

委員㸦森本典夫君㸧  現在࡚ࡋࡶいࠊࡶࢀࡅࡿᚋ検討࡚ࡋいࡓࡁいいうࡍ࡛ࡇ

ᚋ検討ࠊࡽࢀࡑࠋࡢࡓ動いࡀࡾࡓあࡽࡇࡑࠊ形࡛࡞ういうふう࡛ࡲල体的ࠊࡀ

࡞㔜要ࡣ࡚ࡗ原市民病院ࡣࡢいうタ࣮確保ࢡࢻࠊうࡈࡍ物ࠊࡽ言う࡚ࡃい࡚ࡋ

いうふࡿࢀࡽ࠾ࡽ幾ࠊ࡚ࡵ含ࡶ方ࡢいう卵うࢁ࡞タ࣮ࢡࢻࡢ市ෆࡾࡓあࡢࡑࠊ࡛ࡢ

う思いࠋࡍࡲ私ࡶ以前紹ࡶࡇࡓࡋあࡑࠊࡶࢀࡅࡍࡲࡾういうࡀࢁࡇ現状࡛う

࡛ࡲࠋࡀࡍࡲ思いうࢁࡔ方法ࡢࡘ一ࡶࡢࡃい࡚ࢀ入ࢆ力ࡾ࡞ࡇࡑࠋࡢࡿい࡚ࡗ࡞

思いうふうい࡞ࡣ࡛ࢇ弱いࡗࡻࡕࠊࡣ࡛ࡇいう検討ࡶᚋࠊࡀࡓࡋࡲ࡚ࡗࡸࡶ

いࠊࡀࡍࡲົ部長う࡛ࠋࡍ 

病院事務部長㸦野﨑正広君㸧  会議ࡢ中࡛ࡾࡣࡸࠊࡣඛ㐍的実施࡚ࡋいࡿ市⏫村ࡢ例

等ࢆ持ࡕ寄࡚ࡗ検討ࠊࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ実際現段階࡛ࡣ結論いうࡣࡇ至ࡾ࠾࡚ࡗ

ࡿい࡚ࡋ検討ࠊ࡚ࡋࡾࡓ調ࡣい࡚ࡘ等ࡳ組ࡾྲྀࡢ各自治体等࡛࡞ࢇࢁいࠊࡶࡅࢇࡏࡲ

 ࠋࡍࡲࡾいう状況࡛あ

委員㸦森本典夫君㸧  ᖺ度前࡚ࡗࡰࡢࡉ㸳ᖺࡽࡄいࡢ間࡛ࠊ地域ࡢ方いࢁい࡞ࢁ

関係者࡛病院大学いうࡇ以外࡛紹ࡀあࠊࡀࡢࡓࡗ頭ࡢ中あࡤࢀ何件ࡽࡄい

あࡓࡗいう࠾ࢆࡢ聞ࡏいࡓࡁࡔࡓい思いࠋࡍࡲ 

病院事務部長㸦野﨑正広君㸧  私ࡀ着任ࡣ࡛ࡽ࡚ࡋあࠊࡶࡅࡍࡲࡾ自治体病院༠議会

ࡲࡾ࡞私㸱ᖺࠊ件ࡢ回ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾあࡀ㸯件紹ࡽうࡢࢺイࢧ求人ࡢうࡢ

 ࠋࡍグ憶࡛ࠊࢇࡏࡲ済いࡗࡻࡕࠊࡢ私࡛ࡀいࡽࡄ㸰件ࡢࡇࠊࡶࡅࡍ

委員㸦森本典夫君㸧  一般的ࡣあࡢࡇࡑ息子ࡀ་者ࡷࡌࢇࡻࡋいうࡼう࡞ヰࡇࡻࡕࡶ

原࡛活躍ࠊࡣࡢいうࡿࡅࡁ働ういう方ࡑࡣういう意味࡛ࡑࠊࡀࡍ࡛ࡅわࡃ聞ࡇࡻࡕ

ࡾࡓういうあࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲ思いいうふううࢁࡔ大変大ࡶいう意味࡛ࡃࡔࡓい࡚ࡋ

 ࠋࡍࡲࡾ終わࠊ࡚ࡋࡲࡋࡓいࢆ願い࠾ࢆࡇ࡞いうふういࡓࡁࡔࡓい࡚ࢀ入ࢆ力ࡶ

 

 ࠒなしࠑ
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 ࠒ討論ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

 ࠒ議案第㸷号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市簡易水道事業特別会計予算ࠑ

 

委員㸦బ藤 豊君㸧  済いࡗࡻࡕࠊࢇࡏࡲ㸯件ࠋࡅࡔ㸱㸳㸱ࡢࢪ࣮࣌各水㐨利用ࡢ戸数

ࡣࡢいう基ᮏ料金ࠊࡢいࡓࡁࡔࡓ教え࡚いࢆ戸数ࠊ高原ࠊ⏫川ࠊ種花ࠊ中央水㐨ࠊࡣ

各簡易水㐨࡛ࡼࡢうࡢࡑࠋࡢࡿ࠾࡚ࡗ࡞㸰点࠾知ࡉࡔࡃࡏࡽいࠋ 

ୖ水道課長㸦藤井 護君㸧  ࠊࡣ࡛ࢀࡑ給水戸数ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ中央ࡀ㸯，㸮㸯㸳戸ࠊ

種花㸳㸶戸ࠊ川⏫㸳㸴戸ࠊ高原㸰㸰戸ࠊ美ᫍ㸯，㸱㸶㸵戸ࠊ宇戸谷㸷㸯戸ࠊ水ྡ㸱㸮戸ࠊ

個ูࡣ以ୖ࡛ࡊࡈいࠋࡍࡲ 

㸶㸲ࡀࣝࢺ㸯㸮立方࣓࣮ࡀ中央ࠊࡀࡍ使用料金࡛ࡢ᭶࢝㸯ࠊࡶࡅࡍ料金࡛ࠊࡽࢀࡑ 

㸰．㸲ࠊ種花ࡀ㸶立方࣓࣮ࡀࣝࢺ㸴㸰㸴．㸲ࠊ川⏫簡水ࡀ㸶立方࣓࣮ࣝࢺ当ࡾࡓ㸲㸰

㸯．㸰ࠊ高原簡水ࡀ㸳立方࣓࣮ࣝࢺ当ࡀࡾࡓ㸵㸱㸷．㸶ࠊ美ᫍ簡水ࡀ㸯㸮立方࣓࣮ࣝࢺ

当ࡾࡓ㸰，㸵㸮㸮ࠊ宇戸谷簡水ྠࡶ様࡛㸯㸮立方当ࡾࡓ㸰，㸵㸮㸮ࠊ水ྡ簡水ࡀ㸯㸮立

方࣓࣮ࣝࢺ当ࡾࡓ㸱，㸯㸶㸶．㸰いう状況࡛ࠋࡍ 

委員㸦బ藤 豊君㸧  わࠋࡓࡋࡲࡾあࡀࡾうࡊࡈいࠋࡓࡋࡲ 

委員㸦森本典夫君㸧  㸱㸴㸵ࡢࢪ࣮࣌広域水㐨企業団㈇担金いう࠾ࡗࡻࡕ࡛ࢁࡇ尋

 ࠋࡀࡍ࡛ࢇいࡓࡋࡡ

 安全࡞水ࡀ供給࡚ࢀࡉいࡿ思いࠊࡶࢀࡅࡍࡲ水質検査いうࡣࡢᖺ何回ࡢࡓࢀࡽࡸ

࠾ࢆࡾࡓあࡢࡑࠋࡢࡿい࡚ࡅ報告ཷࠊ࡚ࡋ検査ࢆ水質ࡓࡗࡸういうふうࠊ࡛ࡇࠊࡀ

聞ࡏいࡓࡁࡔࡓい思いࠋࡍࡲ 

ࡣࡁ動࡞うࡼいうࡿࡀୖࡀ㈇担金ࡢࡇࠊࡀࡍ㈇担金࡛ࡢ広域水㐨企業団ࠊࡽࢀࡑ 

あ࡞ࡢࡿい࠾ࠊࡢ聞ࡏいࡓࡁࡔࡓい思いࠋࡍࡲ 

ୖ水道課長㸦藤井 護君㸧  ࠊࡎࡲࡣ࡛ࢀࡑ企業団ཷࡢ水費ࡿࡀୖࡀうࡅࡍ࡛

ࡅ向改定ࡽᖹ成㸰㸷ᖺ度ࠊ࡛ࡇいうࡿࢀ行わࡀ検討会議ࡢࡑࡽᖹ成㸰㸶ᖺ度ࠊࡶ

ࡲ始ࡀ検討会ࡢ料金設定ࡢࡽ㸰㸷ᖺ度࡚ࡅࢆ㸯ᖺࠊࡿࡍ㸰㸶ᖺ度࡛開始ࡀいྜࡋヰࡓ
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 ࠋࡍࡲࡾ

ୖ水道参事㸦田中伸廣君㸧  水質検査ࠊࡀࡍ࡛ࡇࡢ企業団ࡣ࡚ࡋࡲࢀ࠾給水地点ࠊ

美ᫍࡢ供給地点࠾い࡚毎᭶水質検査ࢆ行わࢆࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀ毎᭶報告ཷࡲࡾ࠾࡚ࡅ

㸱ࡿࡍ置美ᫍ地༊࡛ᮎ端ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡋうࡢ原市࡚ࡋࡲࡋ側ࡿࡍ運営ࢆ水㐨ࠋࡍ

戸࠾願いࠊ࡚ࡋࡲࡋࢆ毎᭶採ྲྀ࡚ࡏࡉࢆいࡔࡓい࡚ࡢࡑࠊ確認作業ࡿࡍࢆいうࠊ࡛ࡇ

水質検査ࢆ行ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ 

委員㸦森本典夫君㸧  ᮎ端ࡢ㸱戸いうࠊࡣࡇ㸱軒いう意味࡛࡛ࢀࡑࠋࡡࡍ当然安全

ࠊうࡻࡋ࡛ࢇࡿい࡚ࡋࢆ検査࡚ࡋ水ྲྀ࡛ࡇࡣ全体࡛ࠋࡀࡍ࡛ࢇ思ういうふううࢁࡔ

 ࠋࡣい࡚ࡘศࡿ来ࡕࡗࡇ

ୖ水道参事㸦田中伸廣君㸧  美ᫍࡢ供給ࡣ総社市ࡢ高梁川ࡢ横ࢁࡇࡢ浄水場ࡀあࡲࡾ

ࡢいࡁ配水ụ大竜王地༊ࡢ⏫美ᫍࠊ行いࢆ水質検査ࡢ浄水ࡧ浄水場࡛原水及ࡢࡇࡑࠊ࡚ࡋ

࠾࡚ࡋ管理༊域ࡢ企業団ࢆ࡛ࡲ直前ࡿ入配水ụ࡛ࡇࡑࠊࡢンࢺ㸰，㸰㸮㸮ࠊࡍࡲࡾあࡀ

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ行ࢆ検査࡛ࡇࡑࠊ࡛ࡇいう供給地点ࢆࡇࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ

委員㸦森本典夫君㸧  美ᫍ入ࡣ࡚ࡗ竜王山ࡢࢁࡇࡢ検査ࡀ一番ࡕࡗࡇ来ࡢࡁࡓ検

査いうࡋࢁࡼ࡛ࡇい࡛ࡻࡋうࠋ 

ୖ水道参事㸦田中伸廣君㸧  ࡣいࠋࡍ࡛ࡾ࠾ࡢࡑࠊ 

委員㸦森本典夫君㸧  ㈇担金ࡘい࡚ࡣ㸰㸶ᖺ度࡛検討ࡿࡍいうࠊࡀࡍ࡛ࡇ流࡚ࡋࢀ

うࡇࡔࡓい࡚ࡋࢆ㈇担ࡅࡔࡿࡁ࡛自治体ࠊࡶࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡅわࡿࡻࡾ困࡚ࡗ余ࡀ現在水ࡣ

ࡇࡓࡗࡲ決࡛ࡇࡑࠊࡀࡍう࡛ࡼࡢ傾向࡞うࡼいういࡋ難࡞࡞ࠊࢇࡏࡇいう

ࡻࡋう࡛ࠊうࡻࡋ࡛ࢇࡿ࡞いうふうい࡞得ࢆࡿࡊࢀ入ࡅう無条件࡛ཷࡶࡣい࡚ࡘ

うࠋ 

ୖ水道課長㸦藤井 護君㸧  企業団ࡢ構成団体ࡀ十ࠊභあࡢࡑࠊࡶࡅࡍࡲࡾ中࡛代表

࡛検討委員会ࡀ㸯㸮ྡ程度ࠊ企業団ࡽࢀࡑ各構成団体ࢆ代表ࠊ࡚ࡋ㸳市ࡀ代表࡛入ࢀࡽ

࡚県企業団ࡽࢀࡑࠊ代表構成市ࡢ方࡛検討会議ࢆ㸯ᖺࠋࡍࡲࢀࡽࡸ࡚ࡅ報告ࡕࡶࠊࡣ

ࡲࡾ࡞⥆手ࡢࡧいう運ࡿࢀࡉ承認࡛議会ࡽࢀࡑࠊࡍࡲࡾ運営委員会࡛あࢇࢁ

 ࠋࡍ

委員㸦森本典夫君㸧  原市ࠊࡣ࡚ࡋ美ᫍࡢ簡水ࡇࡀういう形࡛ཷࡅ入ࢆࡿࡊࢀ得ࢇ

ࡕ持࠾ࢆういう意見ࡣ࡚ࡋ市ࠊࡣい࡚ࡘ改定ࡢ㈇担金ࠊࡀࡍ࡛ࡅわࡿい࡚ࢀ入ࡅཷࡽ

ୖういうふうࡇࢆ意見ࡢࡑࠊࡤࢀあ࡛ࡇ࡞うࡼいうࡿ困ࡷࡕࡆうୖࡶࠋࡢ࡞

ࡗ入ࡢࡿ࡚ࡗ入ࡀ原市中ࡢ࣮ࣂン࣓ࠊࡾࡓあࡽࡇࡑࠋࡢࡿ࡞いうふうࡃい࡚ࡆ

 ࠋうࡻࡋう࡛ࡾࡓあࡽࡇࡑࠊࡀࢇࡏࡲࡾわい࡞࡚

ୖ水道課長㸦藤井 護君㸧  残念ࡽࡀ࡞検討委員会ࡢ中ࡣ原市ࡣ入ࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡗ
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ࡗういࡑࠊࡍࡲࡾ幹会࡛あࡍࡲࡾ課長会議࡛あࡢ中ࡢ企業団ࡢ担当ࠊࡶࡅࡍ࡛

ࠊࡣい࡚ࡘࡇࡢࣉ料金アッࡳࡸࡴࠊࡍࡲいい安定ࡢ料金࡚ࡋࡲࡋ利用ࢆ機会ࡓ

原市ࡣ࡚ࡋ難ࡋいいうࡣࡇ申ࡋ入ࠊࡶࡅࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࡣࢀ構成団体㸯㸳あࡍࡲࡾ

 ࠋࡍࡲࡾいう状況࡛あࡿࡲ決中࡛結果的ࡢࡑࠊࡽ

委員㸦森本典夫君㸧  物ࡀ言えࡣ࡛ࢁࡇࡿ積極的言࡚ࡗいࡔࡓい࡚ࠊ美ᫍ⏫ࠊࡢ原

市全体比ࡤࢀ高いわࡑࠊࡽࡍ࡛ࡅういう意味࡛ࡣ強力意見࡚ࡆୖࢆいࡓࡁࡔࡓい

いうふう思い࠾ࡃࡋࢁࡼࠊ࡛ࡢࡍࡲ願いࡓࡋい思いࠊࡀࡍࡲう࡛ࡻࡋうࠋ 

ୖ水道課長㸦藤井 護君㸧  ࡢࡑ点ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ当然ࡽࡀ࡞ࡇࡢ原市ࡢ࡚ࡋ意

見ࢆ申ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ頑張࡚ࡗࡸ࡚ࡗいࡊࡈ࡛ࢁࡇࡿいࠋࡍࡲ 

委員㸦୕宅文雄君㸧  㸱㸵㸯ࡢࢪ࣮࣌㸯㸳節ࡢ工請㈇費ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞ࡇࡢ昨ᖺ㸰億

㸶，㸷㸮㸮万水㐨施設整備工費࡚ࡋ計ୖࡣࡋࡇࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࢀࡉ㸳億㸱，㸰㸮㸮

万計ୖࡢࢀࡇࠊࡶࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠾࡚ࢀࡉ工ࢆ終えࡓ時点࡛ࡢ㐍捗率ࡽࡄࡢࡣい࡞

 ࠋうࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ

ୖ水道課長㸦藤井 護君㸧  工請㈇費ࡀ非常ࠊ昨ᖺ比࡚ふえ࡚ࠊࡶࡅࡍࡲࡾ࠾

補ຓ金ࡢ国ࠊ࡚ࡋࡲࢀࡉࢺッ࢝㸱割少々ࡀうࡢ国庫補ຓ金ࡢᖺ度ࠊᖹ成㸰㸵ᖺ度ࡣࢀࡇ

ࡇࠊ࡛ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ抑えࡃ࡞少ࡶࡾࡼᖺ度当初結果ࡀ業費ࠊ࡚ࡋࡲࢀࡉࢺッ࢝ࡀࢫ࣮࣋

うࡢ国ࠊ県ࠊࡍࡲࡋ申ࢆ実ࠊࡶࡅࡍ࡛ࡅわࡓࡗ࡞いう数字㸳億㸱，㸰㸮㸮万ࡢ

ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ耳ࢆࡇいういࡋ難ࡣࡢࡃࡘ満㢠ࡶᖺ度ࡓࡲࠊࡍࡲࡾࡼヰࡢࡽ

ࡅわࡿ࠾࡚ࡋࡶ危惧ࡓࡗういࡑࠊࡶࡅࢇࡏࡲࡾわࡣࡾࡁࡗࡣࠊ࡛ࡢࡶい࡞ࡀෆ示ࡔࡲ

美ᫍ地༊ࡽࢀࡑࠊ％㸴㸲．㸵ࡀ㸰㸵ᖺ度ᮎ࡛芳地༊ࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ㐍捗率ࠊࡶࡅࡍ࡛

 ࠋࡍࡲいࡊࡈいう状況࡛％㸱㸮．㸷ࡀ

委員㸦୕宅文雄君㸧  ᚋ࡞ࢇࠊࡣ予定ࡻࡋ࡛ࢇࡿ࡞うࠊ何ᖺࡽࡄい࡛工ࢆ終えࡽ

 ࠋうࡻࡋ࡛⏬いう計ࡿࢀ

ୖ水道課長㸦藤井 護君㸧  基ᮏ計⏬࡛ࡊࡈいࠊࡶࡅࡍࡲ一応㸰㸶ᖺ度ᮎ࡛終了ࢆ計⏬

࡛出ࠊࡶࡅࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋ国ࡢうࡶ実ࡣ最近延長ࡢ要望ࡶ計⏬ࢆ出ࢀࡃ࡚ࡋいうࡇ

㸰㸶ᖺ度࡛ࠊࡽࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࡣ要望࡚ࢀ入視㔝ࡶ一応㸯ᖺ延長ࠊ࡚ࡋࡲࡾあࡀ

終了ࡢ予定ࡀ㸰㸷ᖺ度延ྍࡿࡧ能性ࡀあࡿいう࡛ࡇ延長ࡢ要望ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࡶ 

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ討論ࠑ
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 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

 ࠒ議案第㸯㸰号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市公共ୗ水道事業特別会計予算ࠑ

 

委員㸦୕輪順治君㸧  㸲㸰㸳ࢪ࣮࣌関連ࡢୗ水㐨ྎ帳整備ୗ水㐨管理ࢫࢩテ࣒構築業

ົ関連࡛࠾尋ࢆࡡいࠋࡍࡲࡋࡓ 

 日㹇㹒ࡢ㐍展ࡀ非常目ࠊࡃࡋࡿࡄࡲ㹅Ｐ㹇等ࢆ含࡚ࡵ岡山県ࡾ࡞࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ

提供ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࡉࢆᮏ市࠾い࡚ࡶ一部提供ྍࡀ能ࡽࢀࡇࠊࡀࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞人ࢆ

呼ࡧ込࡚ࡋࡑࠊࡳ快適࡞生活環境ࢆ㏦ࡢࡵࡓࡿ基盤ࢫࢩࡢテࢁࡔ࣒う思いࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ

地理࣭ࡾࡲࡘࠊ㹅Ｐ㹇ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ現在බ開ࡀ県ࡣࢀࡇࠊ࡚ࡵ含ࢆ帳ྎ࣒テࢫࢩ管理ࡢࡇ

置情報管理ࢫࢩテࡑࠊࡍ࡛࣒ういうࡼう地ᅗୖ࡛ୗ水㐨管ࢆࡇࡀ通うࠊࡿあࡿ

いࡣୗ水㐨༊域ࡀうࠊࡿࡗ࡞あࡿいࡣࡢ災害ࡢศ㔝ࡶあࡻࡋࡲࡾうࡑࠊういࡓࡗ

ࡽࢀࡇࠊࡢࡘ一ࡢࡵࡓࡿࡵࡋࡽࡓࡿ魅力あࢆ地域ࡢࡑࠊࡀࡇࡿࡁ把握࡛一元的ࡀࡢࡶ

呼ࡧ込ࡢࡵࡓࡴ一ࡢࡘ要素࡛ࡶあࠊࡋࡿ現在࠾ఫࡲいࡿࡗ࡞方々ࡀ地域ࡢ実情ࢆ知ୖࡿ

思いうࡼࡇ࡚ࡗ࡞大ษࡀࡢういうࡇࠊࡿ見え目࡛ࢁࡇ࡞身近ࡓࡗういࡑࠊࡶ࡛

 ࠋࡍࡲ

ࡗういࡑࠊࡣい࡚ࡘ作成業ົࡣいࡿ構築業ົあࡢࡽࢀࡇࠊࡀࡍࡲࡋࡓいࡡ尋࠾ࠊ࡛ࡇࡑ 

ࡿ庁ෆ活用あࢁࡈࡘいࠊࡤࢀあ࡛ࡢࡿࡗ入ࡋࡶࠋうࡻࡋࡲいࡊࡈ࡛ࢇࡿࡗ入ࡣ視点ࡓ

いࡣ市民活用ࠊ㸰段階ศࡤࢀࡅういࡓࡗ形࡛計⏬࡚ࢀࡉ࡞ࢆい࠾ࠊࡢࡿ尋ࢆࡡいࡋࡓ

 ࠋࡍࡲ

水道部次長㸦妹尾福登君㸧  ୗ水㐨ྎ帳管理ࢫࢩテࡢ࣒構築業ົ委クࡘい࡚ࡔࡇࡢ

思いࡢࡇࠊࡀࡍࡲ業ࡣᖹ成㸰㸵ᖺ度ࠊᖹ成㸰㸶ᖺ度࡛実施࡚ࡋいࡿ業࡛あࠊ࡚ࡋࡲࡾඛ

㸰㸶ᖺࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ予定ࡿࡍ作成ࢆ地ᅗ情報ࡶい࡚ࡘ関係ࡢ㹅Ｐ㹑ࡓࡋࡲࢀ言わ

度ࡢ業࡛あࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ㸰㸷ᖺ度ࡽ一般的㹅Ｐ㹑ࡢ置情報ࡀ閲覧࡛ࡼࡿࡁうࡓࡋ

いいうふうࡣ考え࡚ࠋࡍࡲࡾ࠾ 

委員㸦୕輪順治君㸧  㹅Ｐ㹑࡞ࡷࡌいࠊ㹅Ｐ㹇࡛ࠋࡡࡼࡍ 

水道部次長㸦妹尾福登君㸧  㹅㹇㹑࡛ࠋࡡࡍ 

委員㸦୕輪順治君㸧  㹅㹇㹑ࠋ 

水道部次長㸦妹尾福登君㸧  㹅㹇㹑࡛ࠋࡍ 
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委員㸦୕輪順治君㸧  ࡃࡼわࡣࢀࡇࠊࡘࡦࠋࡓࡋࡲࡾୗ水限࡞ࡣ࡛ࡇࡓࡗい࡛ࢇ

ソコࣃ形࡛ࡢࡿ見えࠊࡿ見え目ࡀ行政情報࡞ࢇࢁい࡞必要࡛ୖࡿࡍ生活ࡀࡕࡓ私ࠊࡀࡍ

ンࢇ࡞地ᅗ࡛写ࡿわࠊࡦࡐࠊࡽࡍ࡛ࡅୗ水㐨部ࡎࡽࡲᮏ庁関連ࠊ企⏬ࡀ恐

ࡁࡔࡓ検討いࡈࡃࡋࢁࡼ࡚ࡵ含ࢆ接ྜࡢࡑࠊࡶࢀࡅࡍ࡛ࢇ思うࡿࢀࡉ統括㞟中的ࡃࡽ

 ࠋࡍࡲ思いいࡓࡋࡓいࢆ願い࠾うࡼࡍࡲࢀࡉ実現早期ࠊ࡚ࡋࡲ

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  長ᖺࡢ課㢟࡛ࠊࡀࡍ水洗࡚ࡋࢆいࡿ率ࡀ全体࡛ࡽࡄࡢいࡢ࡞

 ࠋࡢ࡞いࡽࡄࡢ地༊ูࠊ࡚ࡋࡑࠋ

࡚ࢀࡉດ力ࠋࡢࡿあ実際ࡀࢁࡇ࡞うࡼいうࡋ࡞余地ࡢう㐍展ࡶࠊ࡚ࡏあわࢀࡑ 

 ࠋࡍࡲ思いいࡓࡁࡔࡓいࡏ聞࠾ࡾࡓあࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࢇ思うࡿ

水道部次長㸦妹尾福登君㸧  水洗ࡢ率࡛ࡊࡈいࠊࡀࡍࡲ㸰㸴ᖺ度ᮎࡢ時点࡛あࡍࡲࡾ

ࡇいう％㸵㸲．㸶ࡣ全体࡛ࠊ࡛％㸳㸯．㸴ࡀ芳処理༊ࠊ％㸵㸴．㸵ࡀ原処理༊ࠊࡀ

ࡀ⏫七日市ࠊ％㸶㸶．㸷ࡀ⏫原処理༊࡛原ࠊࡀࡍࡲいࡊࡈ࡛ࡈ地༊ࠋࡍࡲい࡚ࡗ࡞

㸷㸮．㸰％ୖࠊ出部⏫ࡀ㸷㸲．㸰％ࠊୗ出部⏫ࡀ㸳㸮．㸷％ࠊ笹賀⏫ࡀ㸳㸱．㸷％ࠊ高屋⏫

西Ụ原ࠊ％㸳㸳．㸯ࡀ⏫東Ụ原ࠊ％㸯㸶．㸳ࡀ⏫木之子ࠊ％㸯㸮㸮ࡀ⏫大Ụࠊ％㸱㸱．㸱ࡀ

ࡀ簗瀬地༊ࠊ％㸳㸱．㸳ࡀ梶Ụ地༊ࡣ࡚ࡋࡲࡁ࠾芳処理༊ࠋࡍࡲいࡊࡈ࡛％㸴㸲．㸯ࡀ⏫

㸱㸶．㸷％ࠊ地༊ࡀ㸴㸱．㸵％ྜྷࠊ地༊ࡀ㸲㸳．㸯％࡛ࡊࡈいࡢࡇࠋࡍࡲ中࡛整備ࡢ

現在ࡀうࡢ西Ụ原ࠊ東Ụ原ࡽࢀࡑࠊ⏫笹賀ࡽࢀࡑࠊ⏫ୗ出部ࠊ⏫出部ୖࠊࡔࡲࡀう

整備ࡀ㐍࡛ࢇいࡿ状態ࠊ࡛ࡢ࡞ⱝᖸ数字ࡢうࡣపいいうࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞ࡇ芳

ࡀୖࡣ水洗率ࡽࡓࡋࡲࡳ㐍ࡀ整備ࡣᚋࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇ㐍ࡀ整備ࡔࡲࠊࡶ࡚ࡋࡲࡁ࠾

 ࠋࡍࡲࡾ࠾考え࡚ࡣいうふう࡞い࡞ࡷࡌࢇࡃい࡚ࡗ

 ࠋࡍࡲࡾ࠾考え࡚࡛ࡇいうࡃい࡚ࡋດ力うࡼࡃࡔࡓい࡚ࡋࡶうࡢ⥆接ࠊࡓࡲ 

委員㸦森本典夫君㸧  数字聞ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡋࡾࡃࡗࡧ࡚ࡋࡲࡁ地元ࡢ木之子ࡣ㸯㸶．㸳

 ࠋࡓ㸯㸶．㸳言うࠋうࡻࡋ࡛ࢇపい࡞ࢇࡇ何࡛ࠊࡣࡇいう

水道部次長㸦妹尾福登君㸧  済いࠊࢇࡏࡲ訂正ࠋࡍࡲࡋ木之子⏫ࡣ㸶㸱．㸳％࡛ࠋࡍ 

委員㸦森本典夫君㸧  ࠋࡀࡍ࡛ࡓࡗࡼ࡛ࢀࡑ 

 大体㸷㸮％ࡽࢀࡑࠊ原ࡀ㸶㸶．㸷％࡛㸷㸮％近いࠊࡀࡍ࡛ࢇ大Ụࡀ㸯㸮㸮％聞ࡁ

ࢇࠊうࡻࡋ࡛ࢇい࡞ࡣࢁࡋࡧう伸ࡶࠊࡣࡢいうࢁࡇࡢいࡽࡄ％大体㸷㸮ࠊࡀࡓࡋࡲ

 ࠋうࡻࡋ࡛ࢇ࡞

水道部次長㸦妹尾福登君㸧  接⥆ࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘᚋࡶ粘ࡾ強ࡃ皆ࡈࢇࡉ周知ࡋࡲࡋ

ࡁࡘ％㸷㸮ࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠾考え࡚ࡣいうふういࡓࡾいࡲ࡚ࡋ願い࠾ࢆうࡢ⥆接ࠊ࡚

ࡇいうࡃࡔࡓい࡚ࡋ⥆接ࠊࡣࡁࡿࢀࡉ࡚ࢀ補ຓ金等使わ࣒࣮࢛ࣇᚋࣜࠊࡶ࡚ࡋࡲ
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࡛周知ࡲ࡚ࡋいࡓࡾいいうふうࡣ考え࡚ࠋࡍࡲࡾ࠾ 

委員㸦森本典夫君㸧  大Ụ⏫ࡀ㸯㸮㸮％いうࠊࡀࡍ࡛ࡇ戸数ࡀ何戸あࢇࡓࡗわࡾ

 ࠋࡣ教訓ࡢ％㸯㸮㸮ࠊࡀࢇࡏࡲ

水道部次長㸦妹尾福登君㸧  大Ụ⏫ࡢ場ྜࠊࡣ大Ụ中⥅࣏ンࣉ場ࡢ横ࡢ折ཱྀఫ宅࡛ࡍ

 ࠋࡍࡲ࡚ࡗ࡞％㸯㸮㸮࡛ࢇࡶࡍࡲ࡚ࡗ࡞対象ࡀࡇࡑあࠊࡡ

委員㸦森本典夫君㸧  ࢀࡇ市ࡓࡗࡸࡀいう࡛ࡇ㸯㸮㸮％ࡓࡗ࡞いう࡛ࡇええࢇ

ࡲ思いいࡓࡁࡔࡓい࡚ࡗ頑張ࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࡇいうࡿい࡚ࢀࡉດ力ࡣࠋࡡࡍ࡛

 ࠋࡍ

 以ୖ࡛ࠋࡍ 

委員㸦బ藤 豊君㸧  ࡗࡻࡕ確認ࠊࡅࡍ࡛ࢇ࡞木之子ࡢศ࡛数字ࡀ大ࡃࡁ㐪ࢇࡓࡗ

正࡛ࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࡓࢀ㸱㸱％言わࡁࡗࡉࠊࡶࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡇいう％㸱㸱ࡀ⏫高屋ࠊ࡛

 ࠋうࡻࡋ࡛ࢇいࡋ

 ࠋうࡻࡋ考え࡛࠾うࡼࡢࠊࡣࡢいう⏤理ࡿい࡚ࡗࡲ࡛％㸱㸱ࠊࡽࢀࡑ 

水道部次長㸦妹尾福登君㸧  済いࡶࢀࡇࠊࢇࡏࡲ訂正࡚ࡏࡉいࠋࡍࡲࡁࡔࡓ高屋⏫㸵㸱．

㸱％࡛ࠋࡍ済いࠋࢇࡏࡲ 

委員㸦బ藤 豊君㸧  ࡣいࠊわࠋࡓࡋࡲࡾ 

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ討論ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

 ࠒい給水事業特別会計予算ࡀん議案第㸯㸲号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市美星地༊⏿地ࠑ

 

委員㸦୕輪順治君㸧  㸯点ࠊࡅࡔ㸳㸰㸯ࠊࢪ࣮࣌ඛ説明ࡓࡋࡲࢀࡉ給水使用料ࡢ見込

ࡍ࡛ࢇࡿࢀࡽࡆୖࢆ数字ࡌྠ㸰㸵ᖺ度ࡣࢀࡇࠊ面積ࠊタ࣮ࣝࢡ࣊給水ࡳ見込ࡧ戸数並ࡳ

 ࠋいࡉࡔࡃ答え࠾ࠊࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ加味ࢆ影響ࡿࡼ条例改正ࡢ回ࡶࢀࡑࠊ

美星支所長㸦金高常泰君㸧  給水使用料ࡢ見込ࡊࡈ࡛ࡳいࡣࢀࡇࠊࡀࡍࡲ料金入ࡢ改定
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時試算いࡢࡑࠊࡀࡓࡋࡲࡋࡓ試算ࡶࢆ予算計ୖࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋ普通作付ࡋࡲࡁࡘ

数値ࡢ試算ࠊࡶ࡚ࡋࡲࡁࡘ無作付地ࠊࡽࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌ率࡛減ࡢ約㸮．㸷㸶㸳ࡣ࡚

࡛㸳㸲．㸷ࢡ࣊タ࣮ࣝศࢆ見࡚ࠋࡍࡲࡾ࠾ 

委員㸦୕輪順治君㸧  ࡢࢀࡑ何ࢆ見ࠋࡿ 

美星支所長㸦金高常泰君㸧  面積ࡢ試算ࡿࡼ料金ࢆ見࡚ࠋࡍࡲࡾ࠾ 

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ討論ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

 ࠒ議案第㸯㸳号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市水道事業会計予算ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ討論ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

 ࠒ議案第㸯㸵号 ᖹ成㸰㸶ᖺ度井原市工業用水道事業会計予算ࠑ

 

委員㸦蔶戸利昭君㸧  㸯日給水㔞ࡀ㸯，㸳㸵㸵立方࣓࣮ࣝࢺあࠊࡀࡍ࡛ࢇࡿ電気料ࡀ要

ࢇ࡞場ྜྍ能ࡓふえࡔࡲࠊࡀ余力ࡢ水ࠋうࡻࡋ࡛ࢇࡿあࡣࡢいう余力ࠊࡀうࡻࡋ࡛ࢇࡿ

 ࠋࡍࡲࡋࡁ聞࠾ࠊうࡻࡋ࡛

ୖ水道課長㸦藤井 護君㸧  現在ࠊࡣ㸯日ࡢ使用水㔞㸰，㸯㸮㸮ࢺン࡛運営ࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆ
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 ࠋࡍࡲいࡊࡈࡣ余力ࡿࡁ㏦水࡛࡛ࡲンࢺ㸲，㸰㸮㸮ࡢ倍ࡣ地ୗ水実際ࠊࡶࡅࡍ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ討論ࠑ

 

 ࠒなしࠑ

 

 ࠒ採決 原案可決ࠑ

 

 

委員長㸦藤原清和君㸧  以ୖ࡛付ク案件ࡢ審査ࢆ終了いࠋࡓࡋࡲࡋࡓ 

 ࠋࡍࡲ思いいࡓ一任願いࡈ委員長ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ作成ࡢ委員会報告書ࠊ࠾࡞ 

 

 ࠒࡋ࡞異議ࠑ

 

委員長㸦藤原清和君㸧  閉会当ࠊࡾࡓ執行部࡛何ࡊࡈい࠾ࡽࡓࡋࡲ願いいࠋࡍࡲࡋࡓ 

副市長㸦୕宅生一君㸧  終わࡾ当ࠊ࡚ࡋࡲࡾࡓ一言࠾礼ࢆ申ࡓࡆୖࡋいいうふう思

いࠋࡍࡲ 

 委員ࡢ皆様方ࠊࡣඛ㐌ࡢ一日ࡽࢀࡑᮏ日いうࠊ࡛ࡇ通࡚ࡌ長時間わ࡚ࡋࡲࡾࡓ

慎㔜審議ࢆいࠊࡘ࠾࡞ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ適ษࡈ࡞決定ࢆ賜ࠊࡇࡓࡋࡲࡾ厚࠾ࡃ礼ࢆ申ࡋ

ࡎ必ࠊえ࡚ࡲ踏ࢆ提言等ࡈࠊ意見ࡈࡓࡋࡲࡁࡔࡓい࡚ࡌ通ࠋࡍࡲ思いいうふういࡓࡆୖ

 ࠋࡍࡲ思いいうふういࡓࡁ役立࡚࡚い᥎㐍ࡢ市政ࡸ

開ࡢ桜ᮏ当ࠊ東京ࠊ屋ྂྡࠊ福岡ࠊࡀࡍࡲࡾあ࡛ࡇいう快晴非常ࡶうࡻࡁࠊ࡚ࡉ 

花ࡢᐉ言ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡀ原市ࠊࡶ࡚ࡋࡲࡁ࠾原堤あࡿいࡣ芳ࡢᑠ⏣川

堤ࡓࡲࠊⱝᖸࠊࡀࡍ࡛࡚ࢀࡃ࠾黒木ࠊ木㔝山ࡢࢀࡒࢀࡑࠊබ園࡛ᮏ当桜ࢀࡁࡀい咲ࡃ

いうふう思ࠋࡍࡲ࡚ࡗ 

字幕࡛ࡢࡾ桜祭ࡢ原ࠊいう中࡛ࠖࡁ動ࡢうࡻࡁ࣐コࡦࠕ࡛ࢫニュ࣮ࡢ㹌㹆Ｋࡢࡉࡅ 

ࡇࠊࡀࡍࡲࡾあ࡛ࡕࡀいࡲࡋ࡚ࢀいᛀࡘࠊい࡚࡛ࢇఫࡀࡕࡓ私ᮏ当ࠋࡓࡋࡲࡾあࡶ紹ࡢ

ういࡓࡗ心温ࡿࡲ春ふࡉわࡋい࡚ࡋࡑࠊ観ග資源ࡶ言えࡀࡢࡶࡿあࡿいうࢆࡇ改ࡵ

࡚気࡙いࡓいうふうࡶ思いࠋࡍࡲ 

ࡀ警報ࡢࢨン࢚ࣝࣇインࡔࡲࡔࡲࠊ࡚ࡋࡲࡁ࠾岡山県ࠊࡍࡲいいࡣ皆様方ࠊࡓࡲ 
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出࡚ࠋࡍࡲࡾ࠾皆様方ࡈࡶࢀࡄࢀࡃࡣ自愛ࢆいࡈࡢࡍࡲࡍࡲࠊࡽࡀ࡞ࡁࡔࡓ活躍ࡈࢆ♳念

申ࠊࡆୖࡋ閉会当࠾ࡢ࡚ࡗࡓ礼ࡈࡢあい࡚ࡏࡉࡘࡉいࠋࡍࡲࡁࡔࡓᮏ当あࡀࡾうࡈ

 ࠋࡓࡋࡲいࡊ

 

 ࠒ議長あいさつࠑ

 

委員長㸦藤原清和君㸧  以ୖ࡛予算決算委員会ࢆ閉会いࠋࡍࡲࡋࡓ皆ࠊࢇࡉ大変ࡈⱞ労ࡉ

 ࠋࡓࡋࡲいࡊࡈ࡛ࡲ
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